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はしがき 

 

 

今、グローバル化と若者の未来に向けての雇用・能力開発の問題は、世界的課題となっ

ています。 

ILO、国連大学及び日本国厚生労働省は、この課題のよりよき解決に向け、ILO 事務局長、

国連大学学長、日本及びアジア各国の政労使代表、学識経験者等の参画を得て、じっくり

とハイレベルでの意見交換を行い、アジア、さらには世界に向けてメッセージを発信する

二日間にわたる国際シンポジウムを開催しました。 

これを契機に、広く内外の官民・各界関係者が協力して、「公正なグローバル化」、「若者

がいきいきと働ける社会創り」を実現していく大きな流れが出来ればと祈念致しておりま

す。 

 

 

２００５年４月 

ＩＬＯ 

国連大学 

日本国厚生労働省 



プログラム 

 

 

【第１日目】 

 

14:00  開会挨拶 

       衛藤晟一 厚生労働副大臣（シンポジウム総合議長） 

         趣旨説明 

       衛藤晟一 厚生労働副大臣 

  14:20  スピーチ 

ハンス・ファン・ヒンケル 国連大学学長 

「公正なグローバル化に向けて」 

  14:40  基調講演 

ファン・ソマビア ＩＬＯ事務局長 

「グローバル化と若者の未来」 

  15:20 コーヒーブレイク 

15:50 パネルディスカッション１「グローバル化と仕事の世界」 

◆パネリスト 

西室泰三      グローバル化の社会的側面に関する世界委員会委員 

（株）東芝取締役会長 

ハリマ・ヤコブ   シンガポール全国労働組合会議副書記長 

金 榮培      韓国経営者総協会副会長 

ファン・ソマビア  ＩＬＯ事務局長 

樋口美雄      慶應義塾大学教授 

◆モデレーター 

高橋一生      国際基督教大学教授 国連大学客員教授 

  17:00 質疑応答 

17:30 第１日クロージング、明日の予告 

高橋一生           国際基督教大学教授 国連大学客員教授 

 



【第２日目】 
 
  10:00 報告 

ジェーン・スチュワート ILO 雇用総局長臨時代理 兼 能力開発・雇用局長 

「グローバル化する世界における若年雇用の重要性：ＩＬＯの視点」 

  10:30 「日本の若年雇用・能力開発対策」 

基調報告 

         太田俊明 厚生労働省労働担当政策統括官 

            コメント 

古賀伸明 電機連合中央執行委員長 連合副会長 

加藤丈夫 富士電機ホールディングス（株）相談役 

11:25  「アジアの若年雇用・能力開発対策」 

             アジアの参加国における若年雇用政策、好事例紹介 

申 英撤   韓国労働部雇用政策審議官 

キルナディ  インドネシア労働・移住省 職業訓練・国内雇用総局長 

12:40  昼食休憩 

  14:00  若者の声 

～日本の若者による職業人生に関するプレゼンテーション～ 

◆ パネリスト 

林 宏美 本田技研工業（株）埼玉製作所 塗装・樹脂工場化成１モジュール 

   大村恵美 篠宮竹細工所 

   瀬下 素  ワタミフードサービス（株）社長室広報担当 

   高成田健 日本労働者協同組合連合会センター事業団東関東事業本部事務局長 

◆ 司会  

玄田有史 東京大学社会科学研究所助教授 

15:15  パネルディスカッション２「グローバル化と若年雇用」～途中、コーヒーブレイク～ 

       ◆ パネリスト   

ハリマ・ヤコブ     シンガポール全国労働組合会議副書記長 

   金 榮培        韓国経営者総協会副会長 

   今野浩一郎       学習院大学教授 

   張 麗賓        中国労働科学研究所研究員 

   ジェーン・スチュワート ILO 雇用総局長臨時代理 兼 能力開発・雇用局長 

      ◆ モデレーター 

諏訪康雄           法政大学大学院教授 

  17:45    クロージング 

シンポジウム要約 

高橋一生        国際基督教大学教授 国連大学客員教授 

総括文書の発表 

シンポジウム総合議長 

閉会挨拶 

堀内光子             ILO 駐日代表 



プロフィール 

 

ハンス・ファン・ヒンケル ◎ 国連大学学長 

Prof. Hans van GINKEL, Rector, United Nations University 
 
1997 年 9 月に第 4 代国連大学学長に就任。1968 年から 85 年までオランダ・ユトレヒト

大学地理学部教授を、さらに 1986 年から 97 年までは同大学学長を務める。また、欧州

大学協会、タイのアジアン・インスティテュート・オブ・テクノロジー（ＡＩＴ）にお

いても要職を歴任。2000 年から 2004 年までは国際大学協会会長を務める。ユトレヒト

大学で社会科学博士号を取得しており、地理学その他の分野で多数の著書がある。 

 

ファン・ソマビア ◎ ILO 事務局長 

Mr. Juan SOMAVIA, Director-General, ILO 
 

1999 年 3 月、ILO 第９ 代事務局長に就任。1968 年から 1973 年はチリ政府の要職に就

き、外交官として活躍した。1990 年にはチリ国連常駐代表に任命され、国連経済社会

理事会や国連安全保障理事会などの議長を歴任。民間企業や学術界においても実績があ

り、様々な NGO 活動でも活躍。特に、社会開発、平和、民主主義の分野で定評がある。

グローバル経済においては「すべての人々にディーセント・ワークを」とのビジョンを

もって、目標を追求し続けている。これまでの功績に、幾多の表彰や賞を受賞してきた。 

 

西室泰三 ◎ グローバル化の社会的側面に関する世界委員会委員（株）東芝取締役会長 

Mr. Taizo NISHIMURO, Member, World Commission on the Social Dimension of Globalization; 
Chairman of the Board, Toshiba Corporation 
 

1935 年生まれ。1961 年慶應義塾大学経済学部を卒業し、東京芝浦電気（株）（現（株）

東芝）入社。電子部品国際事業部長、半導体営業統括部長、海外事業推進部長を経て、

取締役東芝アメリカ社副会長、常務取締役、専務取締役を歴任。1996 年には代表取締

役社長に、2000 年には代表取締役会長に就任。2003 年より現職。さらに社外でも他方

面にわたって委員・役員として活躍。現在は、社会保障の在り方に関する懇談会委員な

どを務める。 

 

  



ハリマ・ヤコブ ◎ シンガポール全国労働組合会議副書記長 

Ms. Halimah YACOB, Assistant Secretary-General, National Trades Union Congress, Singapore 
 

1978 年シンガポール国立大学法学士過程修了。その後 1981 年に最高裁判所法務官・弁

護士資格を取得、2001 年には同大学法学修士課程を修了。同年より国会議員でもあり、

現在はシンガポールにて ILO 理事会労働者グループ副メンバー、フィードバック部門監

視委員会委員、住宅供給・開発委員会役員、ナンヤン科学技術理事会役員、経済開発委

員会役員、シンガポール環境庁幹部、両親扶養裁判所所員、高齢化に関する省庁間委員

会委員などとして幅広く活躍しているほか、多くの組合においても役員を務めている。 

 

金榮培 ◎ 韓国経営者総協会副会長 

Dr. Young-vae KIM, Vice-Chairman, Korean Employers Federation 
 

1979 年に中央大学（韓国・ソウル）経済学学士号を取得し、1986 年にはジョージア大

学（米国）経済学博士号を取得。1987 年に研究部門の責任者として韓国使用者総協会

に参画。1996 年より常務理事、2001 年より専務理事を歴任し、現在は韓国経営者総協

会副会長兼 CEO を努める。また現在、ソウル・中央大学の教授を努めており、国民年

金管理公団専務理事、労使政委員会、労働災害補償保険協議会、職業訓練協議会のメン

バーでもある。 

 

樋口美雄 ◎ 慶應義塾大学商学部教授 

Prof. Yoshio HIGUCHI, Keio University, Department of Business and Commerce 
  
1952 年生まれ。1975 年慶應義塾大学商学部卒業、1980 年同大学院商学研究科博士課

程修了。米国コロンビア大学経済学部客員研究員を経て、1991 年より現職。同年､ 商

学博士号取得。その後、一橋大学経済研究所客員教授、米国スタンフォード大学経済政

策研究所客員研究員、オハイオ州立大学経済学部客員教授を勤め､ 現在は厚生労働省労

働政策審議会委員・労働力需給制度部会長などとしても活躍。さらに『女性たちの平成

不況（共著）』、『雇用と失業の経済学』をはじめ著書多数。 

 

高橋一生 ◎ 国際基督教大学教授（国際関係学科、行政学研究科） 国連大学客員教授 

Prof. Kazuo TAKAHASHI, International Christian University; Visiting Professor, United Nations 
University 
 

国際基督教大学（国際関係学科、行政学研究科）卒、コロンビア大学博士課程修了。そ

の後、経済開発協力機構（OECD）、笹川平和財団、国際開発高等教育機構を経て 2001 年

より国際基督教大学教授。国連大学のほか政策研究大学院大学でも客員教授を務める。

また、国際開発研究者協会会長、国際開発世界理事会理事、国際開発センター理事など

も務めており、『国際開発の課題』、『激動の世界： 紛争と開発』をはじめ、多数の編書・

著書がある。 

 

  



ジェーン・スチュワート ◎ ILO 雇用総局長臨時代理兼能力開発・雇用局長 

Ms. Jane STEWART, Officer-in-Charge of the Employment Sector / Director of the Skills and 
Employability Department, ILO 
 

2004 年 5 月に ILO 能力開発・雇用局長として入局。それまでの 10 年間は、カナダに

おいて選挙で選出される政治家として活躍。政治家としての在任期間中は閣僚を 8 年

間務め、3 省（国税省、インディアン・北部開発省、人的資源開発省）の大臣職を務め

た。また、産業大臣と共にカナダの革新戦略会議の共同議長を務め、経済政策に関する

内閣委員会議長職にもあった。ILO においては雇用総局において若者雇用事業の統轄責

任者であり、2004 年 10 月 1 日から雇用総局の責任者の地位についている。 

 

古賀伸明 ◎ 電機連合中央執行委員長日本労働組合総連合会（連合）副会長 

Mr. Nobuaki KOGA, President, Japanese Electrical, Electronic and Information Union; Vice 
President, JTUC-RENGO 
 

1952 年福岡県生まれ。1975 年に宮崎大学工学部を卒業後、松下電器産業株式会社入社、

松下電器産業労働組合へ加入する。1996 年中央執行委員長に就任ののち、2002 年電機

連合中央執行委員長に就任。2004 年 9 月からは全日本金属産業労働組合協議会（金属

労協/IMF-JC）議長も兼務となり、現在に至る。主な外部役職として、日本労働組合総

連合会（連合）副会長、全国勤労福祉・共済振興協会（全労済協会）理事等のほか、公

職として、厚生労働省労働政策審議会委員等がある。 

 

加藤丈夫 ◎ 富士電機ホールディングス（株）相談役 

Mr. Takeo KATO, Adviser, Fuji Electric Holdings Co., Ltd. 
 

1938 年東京都に生まれる。1961 年東京大学法学部卒業後、富士電機製造株式会社（現：

富士電機ホールディングス株式会社）に入社。企画部長、人事勤労部長を経て、1988

年取締役、1998 年代表取締役副社長、2000 年より取締役会長を務め、本年 6月相談役

に就任、現在に至る。また、現在は日本経済団体連合会労使関係委員会共同委員長、経

済同友会幹事（学校と企業・経営者の交流活動推進委員会委員長等）、学校法人開成学

園理事長兼学園長を務める。好きな言葉は「対話」。著書に『「漫画少年」物語』がある。 

 

玄田有史 ◎ 東京大学社会科学研究所助教授 

Prof. Yuji GENDA, Associate Professor, Institute of Social Science, University of Tokyo 
 

1964 年生まれ。1988 年東京大学経済学部卒業。学習院大学経済学部専任講師、助教授、

教授などを経て、2002 年より現職。経済学博士。著書に『仕事のなかの曖昧な不安』『リ

ストラと転職のメカニズム』（共編著）『成長と人材』（共編著）『ジョブ・クリエイショ

ン』 『ニート』（共著）などがある。このうち『仕事のなかの曖昧な不安』はサントリ

ー学芸賞および日経・経済図書文化賞を、『ジョブ・クリエイション』は労働関係図書

優秀賞を受賞している。 

  



今野浩一郎 ◎ 学習院大学経済学部教授 
Prof. Koichiro IMANO, Faculty of Economics, Gakushuin University 
 
1971 年東京工業大学大学院理工学部卒、1973 年同大学院理工学研究科修士課程を終了。

神奈川大学工学部工業経営学科助手、東京学芸大学教育学部講師ならびに助教授を経て、

1992 年 4 月より現職。中小企業退職金共済審議会会長や英国サセックス大学リサーチ

フェローをはじめ、中央職業能力審議会委員や東京都立労働研究所研究員としても活発

に活動。元中央労働委員会公益委員。現在は中央最低賃金審議会委員。また、『個と組

織の成果主義』『勝ち抜く賃金改革』をはじめ多数の著書がある。 

 

張 麗賓 ◎ 中国労働科学研究所研究員 

Ms. ZHANG Libin, Research fellow, Institute for Labor Studies, MOLSS, P.R.C. 
 

1998 年に博士号（労働経済学）を取得。10 年以上にわたり、労働経済学および労働政

策分野における調査・研究を行っている。国内外で 30 近くの研究プログラムを、責任

者または主要メンバーとして遂行し、世界銀行、ILO との共同研究プロジェクトに中国

の専門家として参加している。これらの研究では、マクロ経済と雇用、グローバル化と

雇用、職業訓練の効果、若年者の雇用問題、労使関係などの問題を扱っている。また、

経済日報などに多数の記事や研究論文が掲載されている。 

 

諏訪康雄 ◎ 法政大学大学院政策科学研究科教授 

Prof. Yasuo SUWA, Hosei School of Policy Sciences 
 

1947年東京に生まれる。1970年一橋大学法学部卒業。その後、東京大学大学院（法学
政治学研究科博士課程単位取得満期退学）、ボローニャ大学（イタリア政府給費留学生）、

ニュー・サウス・ウェールズ大学客員研究員（豪州）、ボローニャ大学客員教授、法政

大学社会学部教授などを経て、本年より現職。また、厚生労働省・労働政策審議会、公

益委員なども務めており、『雇用と法』『労使コミュニケーションと法』『判例で学ぶ雇

用関係の法理』をはじめ、多数の著書がある。 

 

  



林 宏美（19歳） ◎ 本田技研工業株式会社 埼玉製作所 塗装・樹脂工場化成１モジュ

ール 

Ms. Hiromi HAYASHI (19), Formation Module 1, Paint and Resin Saitama Factory, Honda Motor 
Co., Ltd. 
 

平成 15 年、高校卒業後、入社。車の出来映えを左右する車のボディチェックや掃除、

中途塗装の設定管理を担当。高校時代、後姿が気に入った車がホンダの車で、しかも近

くの埼玉製作所で作っていると知り、工場見学に行き、鉄板から車が出来上がるのを見

て感動したのが入社の動機。 

 

大村恵美（22歳） ◎ 篠宮竹細工所 

Ms. Emi OMURA (22), Shinomiya Bamboo Craft Shop 
 

掛川東高等学校在学中、静岡の産業フェアで繊細でしなやかな竹細工に魅せられ、この

道を志す。進路相談を通じて、駿河千筋（せんすじ）竹工芸の伝統工芸士、静岡竹細工

協同組合副理事長篠宮康博氏に出会い、弟子入り。（静岡市の地場産業界の後継者育成

事業クラフトマン・サポート制度を活用。）卒業と同時に入所し、現在、職人修業 4 年

目。 

 

瀬下 素（27歳） ◎ ワタミフードサービス株式会社 社長室広報担当 

Ms. Moto SESHITA (27), PR Section, President’s Office, Watami Food Service Co., Ltd. 
 

お茶ノ水女子大学言語文化学科日本文学部卒業後、入社。頑張れば 1年半で店長になれ

るということに魅力を感じ入社した。店長を経て、現在は社長室広報担当。「地球人類

の人間性向上のためのよりよい環境を作りよりよいきっかけを提供すること」をグルー

プミッションとするワタミグループにあって、社内報の作成、ビデオレターの作成等を

担当。 

 

高成田 健（30歳） ◎ 日本労働者協同組合連合会センター事業団 東関東事業本部事

務局長 

Mr. Ken TAKANARITA (30), Secretary General, East Kanko Headquarters, Japanese Worker’s 
Co-Operative Union 
 

8 年前、青山学院大学経済学部卒業後、同事業団に入団。現在では全国で 4000 名が働

いている中、幹部として組織をリードする立場となる。学生時代に様々なボランティア

活動を通じて地域で直接自分が実感できる仕事に携わりたいと思うようになったのが、

この道に進んだ動機。 

  



概要 

 

2004 年 12 月 2 日及び 3 日、ＩＬＯ(国際労働機関)、国連大学及び日本の厚生労働省は、

アジアからハイレベルの参加者を招聘するとともに、ファン ソマビアＩＬＯ事務局長、フ

ァン ヒンケル国連大学学長を迎え、東京において標記シンポジウムを開催した。アジアか

らは、大韓民国の金大煥（キム・デファン）労働部長官をはじめ、１４カ国の政府代表が出

席するとともに、労使等関係団体からも多数参加した。 

 

＜アジアからの参加政府＞ 

 

Afghanistan アフガニスタン 

Brunei Darussalam ブルネイ 

Democratic Socialist Republic of  Sri Lanka スリランカ民主社会主義共和国 

India インド 

Islamic Republic of Pakistan パキスタン・イスラム共和国   

Japan 日本国 

Kingdom of Thailand タイ王国 

Malaysia マレーシア 

People’s Republic of Bangladesh バングラディシュ人民民主共和国   

People’s Republic of China 中華人民共和国 

Republic of Indonesia インドネシア共和国   

Republic of Korea 大韓民国    

Republic of Singapore シンガポール共和国    

Socialist Republic of Viet Nam ヴェトナム社会主義共和国   

 

 本シンポジウムにおいては、経済のグローバル化が進展する中で、仕事の世界を通じて、

すべての人にグローバル化の果実を得るための機会を与える方策、特にアジアにおいてデ

ィーセント・ワークを実現していくための取組について、各国の創造的な取組に関する紹

介を含め、活発な議論が行われた。 



 

 1 日目は、「グローバル化と仕事の世界」をテーマに、ファン ヒンケル国連大学学長か

ら、「公正なグローバル化に向けて」と題してスピーチ、ファン ソマビアＩＬＯ事務局長

から、「グローバル化と若者の未来」と題する基調報告が行われ、その後、労使や学識経験

者によるパネルディスカッションが行われた。 

 

 2 日目は、「グローバル化と若年雇用」をテーマに、ＩＬＯのジェーン・スチュワート雇

用総局長臨時代理 兼 能力開発・雇用局長から、「グローバル化する世界における若年雇

用の重要性」について報告、日本及びアジアの若年雇用・能力開発対策に関する紹介、テ

ーマの当事者である若者による「若者の声」、パネルディスカッションが行われた。 

 

 シンポジウムは大変有意義なものとなり、参加者は、これまでの各国政府、ＩＬＯ、国

連、ソーシャルパートナーによる真摯な取組を評価するとともに、今後も、公正なグロー

バル化の実現と若者がいきいきと働き開花する社会創造を目指して関係者が努力を重ねる

ことで意見が一致した。 

 

 シンポジウムのクロージングでは、高橋一生 国際基督教大学教授・国連大学客員教授

によるシンポジウム要約が行われ、本シンポジウムの総括議長である衛藤晟一 厚生労働

副大臣より総括文書が発表された。 

 



 

 

第１日目「グローバル化と仕事の世界」 

 

 

 

 

 

 

 

 

公正で「人間中心」のグローバル化を実現するため、「グローバル化」を人々の仕事とい

う観点からとらえ、すべての人にディーセント・ワーク（人間らしい仕事）を実現する必

要があるという基本認識を共有し、国、企業、労働組合、有識者、そして一人一人の人間、

それぞれの果たすべき役割について議論を深めます。 



開会挨拶 

 

厚生労働副大臣 

衛藤晟一 

 

日本国厚生労働大臣の尾辻秀久が所用のため、私、厚生労働副大臣の衛藤晟一が代わっ

てあいさつさせていただきます。 

「グローバル化と若者の未来に関するアジア・シンポジウム」の主催者を代表いたしま

して、一言ご挨拶を申し上げます。 

 

本日は、アジアから１３か国の政府代表のみなさま、さらにはアジア各国及び日本の労

使等関係団体のみなさま、そしてこの問題に興味をお持ちのすべてのみなさま、この「グ

ローバル化と若者の未来に関するアジア・シンポジウム」にご参加いただき、誠にありが

とうございます。また、ソマビアＩＬＯ事務局長とヒンケル国連大学学長におかれまして

は、本シンポジウムの共催者としてご協力いただくとともに、ご講演をしていただくこと

となり、ありがとうございます。 

日本とＩＬＯ及び国連大学の共催により、アジア各国からハイレベルの参加者をお招き

して行うシンポジウムは、史上はじめてのものです。こうした会議を日本において開催す

ることができますことを、大変光栄に思っております。 

 

さて、本シンポジウムでは、２日間にわたり、グローバル化と若者の未来をテーマに進

めてまいります。グローバル化が急速に進展していく中で、そこから得られる利益を、ど

のような形で世界のすべての人々が分かち合えるようにしていけるのか、また、そうした

環境の中で、若者の雇用問題についてどのように取り組んでいくべきかということについ

て、アジア独自の視点を加味しながら、じっくりとご議論いただきたいと存じます。 

 

我が国においても、これらの課題は、大変重要になってきております。とりわけ将来を

担う若者が、その能力を十分に発揮できる環境をつくることは、若者自身にとって、ひい

ては社会全体にとってもっとも重要な課題の一つであります。その解決のためには、若者

が自ら能力開発を進め、経済社会の求める知識、技能を獲得していくため努力を積み重ね

るとともに、これを支えるために政府、労使、国際機関など関係者が協力して支援を行っ

ていく必要があると思います。 

 

本シンポジウムの議論が、我が国を含め、各国の政府、労使、国際機関の取組のあり方

について、一つの方向性を見出すことができるものと確信しております。みなさまの豊か

な見識と経験をご披露いただき、このシンポジウムを通じて、「公正なグローバル化」の実

現及び若者がいきいきと働き開花する社会創造をめざして、実り豊かな議論が行われます

ことを祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。 



趣旨説明 

 

厚生労働副大臣 

衛藤晟一 

 

「グローバル化と若者の未来に関するアジア・シンポジウム」の総合議長を務めさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。私からは、「グローバル化と若者の未来に関す

るアジア・シンポジウム」の趣旨についてご説明申し上げます。 

まず、本シンポジウムのテーマは、「グローバル化と仕事の世界」及び「グローバル化と

若年雇用問題」の２つであります。 

 

グローバル化と仕事の世界 

近年の急速なグローバル化は、世界中に新たな経済機会を創出し、成長を促進していま

す。アジアにおいても、こうした流れの中で、高い経済成長がもたらされています。その

一方で、その利益を享受できない国々及び人々が多いことも事実です。人々の「仕事」と

いう側面に着目した場合、やはりグローバル化の利益は十分に行き渡っているとはいえま

せん。近代的な製造部門や情報技術部門などが活況を呈し、そうした部門に従事する人々

の所得の増大をもたらす一方で、都市と農村間や地域間の格差が拡大するなど、人間らし

い尊厳ある仕事に従事できる機会は未だ限られたものとなっています。 

こうした中で、２００２年２月、ＩＬＯにより、「グローバル化の社会的側面に関する世

界委員会」が設立され、２００４年２月に報告が取りまとめられました。この報告は、グ

ローバル化が人々に与える影響を冷静に分析しつつ、公正で人間中心のグローバル化を実

現するための新たな視点を提供する画期的なものです。また、本年のＩＬＯ総会では、こ

の報告書を踏まえ、「公正なグローバル化」の具体的な目標として、ディーセントワークす

なわち人間らしい仕事をすべての人々に与えることを目標とすることが提起されました。

本シンポジウムの議題の一つであるグローバル化の議論に当たっては、これらの点が一つ

の出発点に当たると考えています。 

 

グローバル化と若年雇用 

次に、「グローバル化と若年雇用」です。この問題は、今、全世界が共有する課題です。

過去１０年間、若年者の失業率は増加し続けています。２００３年には全世界で８，８０

０万人の若年者が失業しています。また、仕事を見出した場合でも、多くの若者が長時間、

低賃金の労働を余儀なくされているなど、厳しい状況に置かれています。このように、若

者は、労働市場へ新規参入する弱い立場にあることから、グローバル化の負の影響を受け

やすい状況にあります。一方で、若者は柔軟性・創造性を有しており、その能力を十分に

発揮することができれば、経済社会を活性化する原動力となりうる貴重な「資産」です。

こうした視点に立って、政府や労使、国際機関などが若年者雇用問題についてどのように

取り組んでいくべきかという点について、特にエンプロイアビリティの向上を中心にご議



論いただければと存じます。 

 

こうした問題意識のもと、本シンポジウムでは、１日目のセッションでは「グローバル

化と仕事の世界」を、２日目のセッションでは「グローバル化と若年雇用」をテーマに議

論を進めていくこととしています。 

 

第１日目について 

１日目のテーマ「グローバル化と仕事の世界」に関しては、まず、ハンス・ファン・ヒ

ンケル国連大学学長から、「公正なグローバル化に向けて」と題してスピーチが行われた後、

ファン・ソマビアＩＬＯ事務局長が、「グローバル化と若者の未来」というテーマで基調講

演をすることとなっております。 

その後、労使や学識経験者、世界委員会の委員を交え、「グローバル化と仕事の世界」を

テーマにパネルディスカッションが行われることになります。ここでは、学長及び事務局

長の講演を踏まえ、さらに議論が深められていくことが期待されます。 

 

第２日目について 

２日目のテーマは、「グローバル化と若年雇用」です。 

まず、ＩＬＯのスチュワート局長から、「グローバル化する世界における若年雇用の重要

性」について報告が行われます。 

次に、日本及びアジアの３か国から、若年雇用・能力開発対策に関し、自国の状況や取

組実績を紹介していただきます。ここでは、若年雇用問題について、実践的な知識と経験

を各国、労使及び国際機関及びシンポジウムに参加しているみなさんが共有することを目

指しています。 

さらに、「若者の声」と題して、日本の若者たちが仕事に対する思いや、彼らの頑張りを

支えている人や言葉について語ります。若年雇用問題は、ともすればネガティブなイメー

ジがつきまといがちですが、現場の第一線で活躍している若者の輝く姿をご覧いただきた

いと思います。 

以上を踏まえ、「グローバル化と若年雇用」をテーマとするパネルディスカッションを行

います。このディスカッションでは、エンプロイアビリティを向上させることを通じて若

者がいきいきと働き開花する社会を創造していくために、若者自身、政府、労使、国際機

関などが果たすべき役割について議論し、若年雇用問題の解決に向けて方向性を模索して

いただきたいと思います。 

２日目の最後に、本シンポジウムにおける議論を踏まえた総括文書を、私から発表させ

ていただきます。２日間にわたるプログラムの中で、グローバル化と若者の未来について、

両者の接点や対応方策についてさまざまな角度から活発な議論が行われ、その成果がアジ

ア、ひいては世界の人々に向けた前向きなメッセージとして取りまとめられることを強く

期待しています。 

 

本シンポジウムが実り多きものとなるよう、みなさま、どうぞご協力をよろしくお願い

申し上げます。 



スピーチ－公正なグローバル化に向けて 

 

国連大学学長 

ハンス・ファン・ヒンケル 

 

尾辻秀久 厚生労働大臣閣下、 

衛藤晟一 副大臣、 

そして、私のよき友人であり同僚でもあるファン・ソマビア ILO 事務局長、 

ご来場の皆様 

 

まず初めに、東京の UN ハウスにある国連大学にいらしていただいたことに感謝申し上げ

ます。若者の未来に焦点を当てて考えていくという高尚な目的のために皆様をお迎えでき

て光栄です。 

 

我々の今日、明日の課題をコフィ・アナン国連事務総長の言葉を借りて表現すると、 

・「グローバル化：すべての人が利益を享受する」、そして 

・「複雑な問題には単純な回答はない」です。 

皆様をがっかりさせてしまったかもしれませんが、我々に対処しなければならない現実

の複雑な問題があるとき、我々は時間をかけて本物の回答を得る努力をしなければなりま

せん。これは、我々の課題である、すべての人、特に次世代が利益を享受するグローバル

化の実現（「グローバル化と若者の未来」）にも当然あてはまります。 

 

グローバル化がこれほどに複雑で、ややもすると議論が分かれている概念であることか

ら、まさに当てはまるわけです。グローバル化は同時にイデオロギーであり、予定されて

いることであり、過程でもあるからです。グローバル化に対処しようとすることは、影と

小競り合いをしたり、シャドー・ボクシングをしたりするのと似ています。世界のグロー

バル化は、人によりいろいろ異なることを意味するようになりました。良い意味もあれば

悪い意味もあります。ですから、意味のある議論をするために、我々がグローバル化とい

うときに意味するものを初めに明確にしておかなければなりません。 

 

グローバル化という言葉を理路整然と理解するひとつの方法は、その多元的性格を見て

いくことです。言い換えれば、その構成要素に分解してみることです。ひとつは地理的な

視点で、これは根本的なものですらあるのかもしれません。これは、場所と距離、それに

各地の特徴・特性、出来事のあった現場や状況に基づくものです。 

 

我々にはお馴染みの歴史上の過程である探検、発見、植民地化だけでなく、通勤、移民、

人口変動と都市化、立地論と人口の地域バランス、雇用、住宅政策、食糧計画などでも地

理からのアプローチをよく使っています。我々がグローバル化の地理的・歴史的な性格を



理解し、適切な文脈の中にあてはめるやいなや、公平な立場などというものは存在しない

ことがわかります。結局のところすべての土地は個別であり、独自の資源、可能性、課題、

掴み取るべき機会があるからです。 

 

この他のグローバル化をみる主な視点は、経済、文化、社会そして政治です。今行われ

ているグローバル化の過程に関する議論や分析では、これらの視点が、個々に、あるいは

複数の視点を組み合わせた形で中心的役割を果たしています。しかしながら、たいていの

場合、経済に関する視点が、他のすべての視点を押しのけんばかりに最も重視されていま

す。これでは、我々が現実に起こりつつあることを理解する力が大きく阻害されてしまい

ます。 

 

今も将来も公平な立場がないとしても、我々はグローバル化の過程をより公正にするた

めの努力をする義務を負っています。何が公正であるかについては、議論の余地がありま

す。しかし、最低限の条件は、公正なグローバル化は、現在、そして未来のすべての人に

利益をもたらすべきであるということです。こうしたグローバル化でより安全な世界やす

べての人がより良い生活を送れるようにすることが可能となるでしょう。このような世界

を実現するため、現在大きく疎外されている人々の市場アクセスを改善する努力をしなけ

ればなりません。品物、資本、知識そして人の移動に関する我々の規制をより公正で均衡

のとれたものとするために見直すべきです。品物や資本の移動の自由化をこんなに主張し

ておきながら、人の移動に関して主張しないのはなぜでしょう？ 

 

そうです、我々は、矛盾に満ちた世界に住んでいるのです。この世界は、大きな較差に

も特徴付けられています。ここでいう大きな較差とは、我々に選択肢があるときいつでも、

我々がほしいというものと、実際にすることとの間にある差のことです。質というより、

量の世界です！ 

 

我々の時代の最も重大な矛盾点は、史上これほど豊かであったことはないにもかかわら

ず、いまだに人類の３分の１は極貧ともいえる厳しい状況の生活を送っています。我々は

これほど豊かであったことはないのに、自身を貧しいと思っています。世界の貧しい人々

の状況を変えるための力を一番持っている人達は、自身が貧しすぎて世界の貧しい人々の

生活を変えることはできないといつも言っています。 

 

いたるところで GNP は増大しています。しかし、アフリカでは GNP が 1980 年代の水準よ

りも約 10％下回っています。実際、最も悲惨な矛盾のひとつは、アフリカがとても豊富な

天然資源に恵まれていながら、裕福な大陸ではないことです。それでは、どうしてこのよ

うな状況になっているのでしょうか？ これに対処するために我々に何ができるのでしょ

うか？ そして、アジアは貧困から逃れていないことを忘れてはいけません！ 結局のとこ

ろ、世界の人口の半分以上はアジアに住んでいるのです。割合でみると貧困の問題は深刻

でないようにみえますが、量でみるととても深刻です。ですから、我々はグローバル化を

より公正にし、若者が利益を享受できるようにするためにできることはやらなくてはなり



ません。 

 

アジアは巨大で多様な大陸です。機会にあふれていて、人口がとてつもなく集中し、人

口密度の高い、巨大都市などに特徴付けられます。その点で環境問題が非常に重要になっ

ています。そして、我々はともに持続不可能な経路を進んでいます。我々がもし現在のや

り方の開発を継続するとどうなるでしょう。例えば、これには合計で人類の３分の１以上

を占めるインドや中国の生活レベルの向上も含みます。そうすると、我々は必要な天然資

源を確保するため、すぐに２つか３つの地球のような惑星が必要となります。これが、火

星探索の背後にある主要な理由でしょうか？ そうとするなら、火星の資源は誰のものでし

ょうか？ いつ、この探検が成功するのでしょうか？ もうひとつの南極大陸がみつかるで

しょうか？ 

 

我々の進路を見直す時が来ました。我々は本当にこのようなことすべてが起きてほしい

と思っているのでしょうか？ これは我々が子どもや孫に残すべき世界なのでしょうか？ 

これほど経済成長に関して知識があるのに、経済学者たちはいまだに軟着陸させる開発モ

デルや均衡させるモデルをつくっていないのはなぜだろう？ 現在のモデルは量よりも質

を重視しているのだろうか？ 

 

いつになっても労働力が安価なところはあるであろうが、我々は、現在のように底辺に

向かっている競争を続けたいのだろうか？ これまで、我々はこのままいったらどうなるの

か考えたことがあっただろうか？ これまで、我々は真剣に影響を分析したことがあっただ

ろうか？ 現在は増加している世界の人口が減少するなかで。でもあと何年くらい増加する

のか？ 我々は、本当に仕事のあるところに地球規模で人を移動させ続けたいのであろう

か？ それとも逆に人のところに仕事を移動させることはできるのか？ ばらばらで、ほと

んど気付かれないような道筋で現実に起こっているのは何であるのか。これらの経済行為

は社会や安寧にどのような影響をもたらすのか？ 進歩と泰平を最適に結び付けるにはど

うすればよいのだろうか？ 政策を練る前に再考を要する課題がたくさんあるものです。 

 

世界委員会の報告「公正なグローバル化：すべての人に機会を創り出す」は、いろいろ

な関係者や専門家はもとより世界中の市民の間での対話の発端です。報告の主旨に幅広い

支持がありました。国連大学と ILO は厚生労働省と協力して７月１日に「共生型地球社会

を求めて-激動する世界における公正なグローバル化」を開催しました。そのシンポジウム

を ILO の堀内代表と一緒に準備した高橋教授が、今日明日の議論にそのシンポジウムの結

果を引用することになるでしょう。世界委員会の共同議長であるフィンランドのハロネン

大統領が最近、国連デーに UN ハウスで行った演説で強調したように、「公正なグローバル

化」報告は終着点ではなく、一連の過程の始まりなのです。私はソマビア事務局長が「公

正なグローバル化とディーセント・ワーク」に関して今回、どんなことを言うのか楽しみ

にしています。 

 

ご清聴ありがとうございます。 



基調講演－グローバル化と若者の未来 

 

ＩＬＯ事務局長 

ファン・ソマビア 

 

はじめにハンス・ヴァン・ヒンケル学長を始めとする国連大学ならびに厚生労働省、ILO

駐日事務所に対し、本シンポジウムを主催いただきましたことに感謝申し上げます。 

国連大学は国連のシンクタンクであり、政策立案者と学術界とを結ぶ極めて重要な橋渡

しの役目を果たされています。国際関係と開発に関する考察の分野においては、我々が現

在のグローバル化の時代に至る前に形成された思考手段を再検討する必要があります。  

我々は順応のための教育から、独創性を得るための教育に軸足を移すことが必要とされ

ています。  

国連大学学長におかれましては、研究者がなじんできた学究の椅子から立ち上がり、思

考改革の地平の探索に先鞭をつけておられることに感謝を申し述べます。  

 

*** 

 

私は再び日本にうかがう機会をいただいたことを誠に光栄かつ嬉しく思います。日本は

国際システム全体において欠くべからざる発言をしており、ILO においても主要な役割を

果たしてきました。  

日本政府は、日本が ILO に再加盟した 1954 年以来、常任理事国となっています。日本の

労働側、使用者側理事も定期的に再選されておられます。ILO は国連システム全体と同様

に、日本が提供するアイデア、洞察、才能、またとりわけ多国間主義へのコミットメント

の恩恵を受け、またそれから活力を得てきました。  

現代の日本は、人々の安全保障と起業家の創造性を、発展に向けた選択肢と社会経済政

策の推進力と位置付けるビジョンの中から成長してきました。それは、あらゆるレベルに

おいて質の高い人的資源なくしては他の資源が栄えることはないとの日本の経験に基づい

ています。  

社会的な弱者にも関心を払う日本の社会において、有能で技能を身に付けた労働者が企

業に雇用され、革新と社会的責任に注力してきたあり方は顕著な成功を収め、他国におい

ても見習うべき方策であることが示されています。  

今日、日本は急速な歩みで変化するグローバル経済に順応しつつ、従来のこのような価

値観を維持する課題に直面しています。私は、日本が対話とコンセンサス形成においてす

でに証明済みの力を有していることに鑑みて、見事に正しい解決策を見出されるだろうと

いうことについて、何の疑いも抱いてはおりません。  

 

*** 

 



私はここで関連しあう二つのグローバルな問題について省察したく思います。それは若

年雇用と公正なグローバル化の形成です。そうするに当たり、これら我々の未来に極めて

重要な意味をもつこれらの課題について ILO と共に取り組む日本及びアジアの役割につい

て考えていただきたいと思います。  

まず考えるのに有用な概念は、日本がグローバル・アジェンダとして前進させるために

多大なご貢献をした人間の安全保障でしょう。緒方貞子氏、アマルティア・セン氏を共同

議長とする人間の安全保障委員会による報告書は、安全保障の意味の完全な理解を深める

うえで、大きく貢献しました。  

これは私自身にとっても心に迫る事柄です。私は伝統的な安全保障の概念を超える必要

があると長らく信じ、提唱してきました。人々の安全保障を強化することの必要性は、私

が 1980 年代に設立を支援した南アメリカ平和委員会(South American Peace Commission)

における中心的なメッセージでした。 

安全保障は、単に法秩序あるいは我々が「国際社会の安全保障」と雑駁に呼ぶところの

ものにとどまりません。またそれは局地戦争の増加と世界規模のテロ活動の登場により、

より複雑な様相を呈するようになっています。  

しかし今日の世界の個人、家族及びコミュニティのほとんどにおいて、もっとも蔓延し

ている安全保障に不安定な形は、あまりにも多くの国における貧困の悪化と社会的排除で

す。世界的に失業が増加しています。家庭と社会における様々な暴力の影響が増していま

す。  

こうした影響はより豊かな人々へも波及しています。よりいっそう多くの中流家庭では、

子供たちが果たして親と同様な機会が得られるのだろうかと懸念しています。  

我々が人間の安全保障、すなわち日常生活における人々の安全保障に注力しなければ、

古典的な安全保障の概念のみでは安定した社会には至りません。  

そこに至るためには、一律に当てはめられる解決策の対象として人々を考えるのではな

く、むしろ人々の多様な視点から政策を見直すことが必要です。  

家族を養うために必要なディーセントな（人間らしい）仕事をもたらさない民主主義で

あるならば、どんな意味があるのか、と問う人もいるでしょう。  

私は1970年代及び80年代にラテン･アメリカに民主主義を取り戻すために闘った世代の

1 人ではありますが、これは理解可能な反応だと思います。最近の地域的な世論調査の結

果によりますと、来年には仕事を失うかもしれないとの不安を約 4分の 3 の人々が抱えて

いるからです。さらに悪いことに、回答者の半数以上は経済問題さえ解決してくれれば非

民主的な政権でもかまわない、と答えています。  

このような問題は特定の社会や地域に固有のものではありません。はびこるものであり、

実体のあるものです。 

 

*** 

 

我々は、安全保障の「人間的な」側面を十分に増すためには、各国際機関の取り組みを

人々の生活につなげる何らかの新たな方法を必要としています。  

ILO 事務局長に選任されたとき、私はグローバル経済が投げかける社会的な挑戦に人々



が対処することに、ILO がどのように対応できるかについて考えるために、大規模な再検

討を始めました。  

ILO の三者構成員である政労使と協議を行い、様々な社会階層に属する人々と話し合う

過程で、同じメッセージがはっきりと高らかに聞こえてきました。それは、「私にディーセ

ントな仕事での公正なチャンスをくれ」というものでした。  

そのような仕事とは、家族の健康と教育を賄える仕事。人生、逆境、高齢期に基本的な

安全保障を確保する仕事。人権を尊重する仕事。競争経済に基づく生産的な仕事です。  

我々は、4本の柱に基づくディーセント･ワークを礎石に ILO を再組織しました。4本柱

とは、仕事の創出と企業開発、労働の権利、社会保護、社会対話です。  

ディーセント･ワークのアプローチでは、各国は国ごとの現実とグローバル化の課題の状

況に合わせ、４つの目標の最適な組み合わせを探すことが可能です。  

ディーセント･ワークの概念を開発手段として使い、ILO は雇用を各国の貧困削減戦略の

中心におくことを支援しており、国際開発機関がこのような政策動向を支持するよう奨励

しています。これは特に若い男女にとって重要なことです。  

ディーセント･ワークが多くの人々にとって貧困から抜け出す主要な道ですが、いまだに

これは国際政策上の優先課題ではありません。しかし、これをグローバルな目標とするべ

きだというコンセンサスが生まれつつあります。  

 

*** 

 

今後 10 年間で世界的に、10 億人を超える若者が初めての求職活動を行います。そのう

ち半数以上はアジアの開発途上国の人々です。  

教育水準に関わらず若者が仕事を得られるよう確保するための能力を我々が向上させな

い限り、現在の世界で失業している 8,800 万人の若者の数は、今後も増え続けるでしょう。

この数字には、インフォーマル経済の中でようやく生活の糧を得ている若者は含まれませ

ん。今日、公表されている若者の失業率は成人の数字よりも 2―3 倍も高いのです。  

これらの若者、とりわけ若い女性が過去の人々と比べても最高の教育と訓練を受けてき

た人々であることを知っても、いささかも安堵することはできません。我々はより多くの

子供たちを学校に通わせてはいても、彼らに生産的でディーセントな仕事を与えることに

は失敗しているのです。  

最近開催された ILO の若年雇用に関する三者構成会議の結論が強調したように、この挑

戦への対処には「マクロとミクロ経済レベルでの介入を組み合わせ、労働の需給に焦点を

当て、雇用の質と量双方に対応をする統合的で整合性のあるアプローチが求められます。」  

ILO の若年雇用部門の責任者であるジェーン・スチュワート氏が ILO の取り組みについ

て明日、より詳しく報告します。  

 

*** 

 

このような課題に対し、また国連のコフィ・アナン事務総長の要望にお応えして、ILO

はグローバルな若年雇用ネットワーク（YEN）を主導しています。世界銀行がこの取り組み



における我々のパートナー機関です。  

このネットワークの中心にある着想は、うまく機能するものとしないものについてお互

いの経験から学びあうことであり、他国がたどることが可能なように道筋の記録を確立し

ようというものです。  

10 カ国がリード国となるべく立候補しました。それは、アゼルバイジャン、ブラジル、

エジプト、マリ、ナミビア、ルワンダ、セネガル、そしてアジアではインドネシア、イラ

ンとスリランカです。  

各国は若年雇用ネットワークのスポンサーが設立した高級パネルの勧告に従い、国別行

動計画を策定しつつあります。ちなみに、このネットワークは「エン」と呼ばれておりま

す。  

さらに今後 10 年間にアジアの労働市場に参入する 5億人の若者の半数以上に、YEN がと

りわけ関連性のあるものとなっていることを付け加えたいと思います。これは日本がリー

ダーシップを発揮するよい領域ではないでしょうか。地域プロジェクトを実施すれば、ア

ジアの若者の人生におけるチャンスに多大な貢献をすることができるでしょう。  

アジアの YEN イニシアチブにどうか日本の「円」のご支援をいただけますように。  

ここ日本では、いわゆる「ニート」と呼ばれる仕事にもついておらず、教育、訓練も受

けていない若者に対する懸念が深まっています。このような動向は多くの国で見受けられ

ます。  

社会的・心理的な洞察を若者から得ることは、政策形成において必要不可欠です。若者

は多様な状況の中にあり、たいへん異なる各国条件に応じて適切なアプローチをもって対

応しなければなりません。しかし、我々が道のりはまだまだ長いのです。  

我々は環境問題に関しては、世代間の連帯が必要だと盛んに語ります。つまり、子供た

ちの世代にきれいな空気と水を残そう、持続可能ではない財政政策の結果を若者たちに背

負わせることはやるまい、と。  

しかし、今日世界を担っている大人たちが、若者に対して仕事における尊厳を守る機会

が提供できるならば、これ以上に重要な世代間連帯の表現は考えられないでしょう。両親、

祖父母の世代が解決策を見出すための力、手段、責任を有しているのです。  

成功を導くための重要な要素は、両親、そして働く年齢に達した若者を含む全ての人々

に機会を創り出すグローバル化のモデルを確立することです。その過程で、児童労働は過

去のものとして葬り去られなければなりません。  

 

*** 

 

21 世紀はグローバル化の時代となることでしょう。ILO は 21 世紀の概念、すなわち全て

の人々にディーセント･ワークをもたらすことを推進する立場にあります。  

このような立場は、ILO が平和の基盤としての社会正義を推進する国際組織であるべき

と規定する ILO 憲章に根ざしています。  

すべての国々でグローバル化は強い肯定･否定感情を巻き起こしたことには疑う余地は

ありません。  

私が「聾者の対話」と呼ぶ状態から抜け出すことが、ILO が「グローバル化の社会的側



面に関する世界委員会」を設立するにあたって主導的な役割を果たした主な理由でした。 

委員会には、様々な領域、地域、イデオロギー、経験の背景を持つ 26 人の人々が参集し

ました。フィンランドのハロネン大統領とタンザニアのムカパ大統領という、2 名の現職

大統領が共同議長を務められました。委員会は西室泰三氏を含め、アジアからの委員の参

加により恩恵を受けました。  

西室氏からも後ほど委員会の討議過程について詳しくお話いただけることと存じますが、

私の方からは、西室氏が実業界と、労働組合と市民社会活動家というたいへん立場の異な

る世界との間の橋渡しとして極めて重要な役割を果たされたことを申し述べたいと思いま

す。  

西室氏の傾聴し、説得を受け入れ、他人の視点から物事を考え、その上で異なる利害、

アイデア、視点をいかに収束させていくかを模索するご姿勢は、委員会が結論を導き出す

上で誠に重要なものでした。  

私はここ日本で公式に、世界委員会の活動に対する西室氏のご貢献に、私個人として感

謝の念を表明したいと思います。  

委員会は、包括的に課題を見つめることにより共通の基盤を見出そうと務めた独立委員

会でありました。委員会は世界各地で行った対話と協議を糧としています。このような会

合は、フィリピン、中国、インド、そしてバンコクでのアジア地域会議の折など、アジア

でも数回開かれました。  

これらの対話の中で、人はグローバル化に対して、イデオロギーの観点から賛否の立場

をとることは概してないものだということを委員会は見出しました。そうではなく、たい

へん現実的な判断基準を持っているのです。つまり、これは私がディーセントな（人間ら

しい）仕事を見つけ、維持する上でどんな役に立っているのだろう、というものです。こ

のことが委員会の結論の形成に、決定的な影響を与えました。  

ここで私は４つの重要なメッセージを強調したいと思います。  

第一に、自国から始めること。国内政策は先進国、開発途上国を問わず、重要です。国

内政策によっては、グローバル化への対応においてよい、あるいは悪い結果が生み出され

るのです。強く効果的な国家。生産的で効率的な市場。正直で開放的な、よく機能する公

務･民間部門。  

個人、企業、社会的制度の能力を強化し、広範な参加と対話を支持する。とりわけ結社

の自由、ジェンダー平等を尊重すること。  

世界委員会報告書は、起業家精神、投資と企業の創造のための活力ある環境、そして企

業の社会的責任の重要な役割を浮き彫りにしています。  

社会対話は紛争を解決するためだけではなく、生産性と労働条件を向上させる手段であ

るとの ILO の主張を裏付けています。  

総じて言えば、功を奏するローカル化なくしてグローバル化は成功しないということで

す。  

第二は、各国が自国で適切な政策決定を行ったとしても、こうした選択は対等で公正な

国際的な土俵があってこそ定着し、維持可能であるという点です。であればこそ、公正さ

に注力する必要があるのです。  

今日、多くの人々は、グローバル化が「勝者独り占め」の考え方に基づき倫理の欠如し



た中で進んでいるとの気持ちを抱いています。  

ここでの規則は、個人、コミュニティ、企業、国を問わず、強者に有利です。そして誰

もが、またどの国もが直ちに好機に乗じることができるわけではないことへの認識が希薄

です。  

公正さの問題は、貿易自由化の不均衡な形態、移住、資本市場の不安定さの伝染する効

果、商品価格、そして誤った判断に基づくコンディショナリティに現れています。  

我々は、富を公正に分かち合うことを学ぶ以前に、それを早く創り出す方法を学んでい

ます。  

第三に、ディーセント･ワークをグローバルな目標にすることです。多くの人々は仕事と

いうレンズを通じてグローバル化を見ています。グローバルな市場は仕事を提供するもの

でなければなりません。  

今日の世界における最大の政治的課題のひとつは、仕事の創出と、雇用、安定、安全保

障を結びつけることです。  

ディーセント･ワークの目標を優先事項のリストの上位に引き上げない限り、グローバル

化の恩恵を公正に分かち合うことはできません。  

また、移民労働者を的確にかつ人間的に取り扱うのであれば、人々が生まれ、一般的に

滞在し、生活したいと思っている場所での雇用への需要に対応することを政策基盤とする

必要があります。  

今年の ILO 総会では、移民労働に関する権利に基づく拘束力のない多国間枠組みの形成

に向けて取り組むようにとの使命が、ILO に対して与えられました。その枠組みは、移民

労働者のみならず受入国、送出国の利害を適切に考慮するものであることが必要とされて

います。  

第四は、グローバル・ガバナンスを再検討することです。グローバルな市場は経済社会

制度よりもはるかに早く進んでいます。  

我々はグローバルな制度の働きとお互いの対話方法を改善し、第二次世界大戦後の構造

を 21 世紀の優先課題に合わせる必要があります。  

諸機関は今日も依然として、貿易、金融、労働、教育、保健医療政策、開発協力に関し

て個別に決定を行っています。個別に形成され、実施されている場合があまりにも多いの

です。さらに悪いことに、財政金融政策の中には健全な社会政策に矛盾するものもありま

す。  

しかし、グローバル化は包括的な現象です。そして公正なグローバル化には包括的な解

決策と政策が必要とされています。  

このようなアプローチが有益である政策分野は数多くありますが、完全雇用を推進する

健全な政策こそが中心となるものです。  

であればこそ、着手すべき分野は、持続可能で均衡のとれた成長を推進する政策、ディ

ーセント･ワークの機会を拡大する投資と企業開発です。  

そうすることにより、各国国民の大きな要求に対応できますし、建設的な解決策を見出

すために多国間システムが一致協力する能力を示すことにもなるでしょう。我々は皆、雇

用問題を解決しない限り地球の安定が危険にさらされることは知っています。  

 



*** 

 

私の発言の冒頭にも申し上げましたが、ここ国連大学の演壇からお話する機会を得てた

いへん光栄に存じます。  

我々は皆、アジアには未来があると考えています。しかし、アジア社会がどの程度包括

的でありうるかは、未知のことです。グローバル化は社会的格差を拡大するでしょうか。

あるいはもてる者、もてない者相互の橋渡しをするのでしょうか。  

私は、アジア地域はよりいっそうの社会的統合と全ての人々により多くの機会を作りだ

すことに至る道を見出すだろうと信じています。  

しかし、現在のグローバル化のモデルが自動操縦に任されたままであるならば、それは

難しいこととなるでしょう。均衡のとれた妥当な変化は必要ですが、より重要な点は、そ

れが実現可能であるということです。 

そうです。全ての人々に機会を作りだす公正なグローバル化は実現可能なのです。  

私がこのことに確信を抱いている理由のひとつは、世界委員会報告書ならびにその論法

に、高いレベルでの政治的支持が得られていることです。  

今年は、幾つもの様々な種類の首脳レベルの会議が開催されましたが、それらの場でデ

ィーセント･ワークと公正なグローバル化の概念が支持されました。4 月に開かれた中国雇

用フォーラムでは、中国国内の主要な政策立案者が集まるとともに海外からの参加者も得

て、中国のディーセント･ワーク戦略の輪郭が策定されました。  

9 月には、雇用及び貧困削減に関するアフリカ連合サミットの特別会合が開かれ、委員

会報告書及び貧困削減のための開発におけるディーセント･ワーク・アプローチが支持され

ました。  

10 月には、IMF と世界銀行の総会において、開発途上国の財務大臣会合である G24 が声

明の中で、世界委員会報告書の重要性について強調しました。  

来年は貧困削減のための仕事と民主的ガバナンスに関するアメリカ･サミットが開かれ

ます。さらに 2005 年 10 月に韓国で開催される ILO のアジア太平洋地域会議のテーマは「デ

ィーセント･ワークをアジアの目標に掲げる」です。  

全ての人々にディーセント･ワークを作りだすとの目標を中心に公正なグローバル化を

形成していくことは、容易ではありません。今後、困難な決定が待ち受けていることでし

ょう。しかし、ビジョンとコミットメントがなければ、変化は起きません。  

さらに、私は若者の失業率が成人の2から3倍であるという不面目を終わらせることは、

次世代への義務だと信じています。  

我々は世界の歴史上もっとも教育程度の高い世代が持つ将来性を、何らかの方法で史上

もっとも生産的な労働力に変えなければなりません。そうすれば、貧困問題を解決し、ミ

レニアム開発目標を現状のペースで進めるよりも早く達成し、異なる地域に住む人々が安

心できる公正なグローバル化を形成することができるでしょう。  

これらの進歩を形作る上で、アジアこそが試金石となることでしょう。  

ご静聴ありがとうございました。 

 

# # # 



パネルディスカッション１「グローバル化と仕事の世界」 

 

◆パネリスト 

西室 泰三     グローバル化の社会的側面に関する世界委員会委員 

（株）東芝取締役会長 

ハリマ・ヤコブ   シンガポール全国労働組合会議副書記長 

金 榮培      韓国経営者総協会副会長 

ファン・ソマビア  ＩＬＯ事務局長 

樋口美雄      慶應義塾大学教授 

◆モデレーター 

高橋一生      国際基督教大学教授 国連大学客員教授 

 

【「国家」と２つの「グローバル化のプロセス」】 

高橋一生 

 最初に私からパネルディスカッションの方向性を提起します。 

現在、「市場を中心としたスピードの速いグローバル化」のプロセスが進んでおり、これを

称してグローバル化ということが多い。このグローバル化にはプラス面と問題点がありま

す。貧富格差の問題、環境破壊の問題、紛争等々市場グローバル化が巻き起こす問題は多

く、我々が世界的に取り組まなければなりません。その取組では、ＮＧＯ，市民社会を中

心とした世界的な結びつきが出来ています。これに国連等国際機関、先進国の援助機関が

参加してもう一つの「市民を中心としたグローバル化」のプロセスが始まっています。 

この２つのグローバル化と、その中で国家がどのような役割を果たすかという、込み入っ

た状況にあります。その国家の役割も２つのグローバル化のプロセスに引っ張られて、古

典的な夜警国家、福祉国家から大きく変わってきています。一方では、市場グローバル化

のルールを作り、守らせ、足りない部分は新たなルールを作るということが国家によって

行われ、他方で、「市民を中心としたグローバル化」のプロセスを強化するという国家の役

割も出てきています。国家の役割がこの２つの方向に分解してきています。 

 

【学者、専門家を中心とするプロセス】 

 世界は国家を中心とした７つの国連サミットなどの会合で、東西南北という冷戦時代の

軸からなる世界から、世界全体がグローバルに連帯する方向にいくために色々な側面から

取り組みました。その直後に、９１１事件（同時多発テロ）が起こり、それ以後、ますま

す世界は混迷を深めました。 

グローバルな政府間交渉を通じて新しい秩序を作るということではなく、違うプロセス

が始まっています。「学者、専門家を中心とするプロセス」になってきています。この学者

を中心としたプロセスは６つの報告書を世界に提供しつつあります。①日本がイニシアチ

ブをとった「人間の安全保障」に関する賢人会議、②世界委員会報告書「A Fair 

Globalization」、③今年６月に出た「civil society」に関する報告書、④昨日ＮＹで発表



された「security challenge」に関する報告書、⑤来年４月に予定されている「global public 

goods」(地球公共財)に関する報告書、⑥来年２月には国連ミレニアム開発目標（ＭＤＧs）

の実現状況に関する報告書が出ます。この６つの報告書は９１１以後のグローバル化の世

界でどのように影響を与えていくでしょうか。 

 

【新たなグローバル化の中でディーセント・ワークを位置づける】 

「市場を中心としたグローバル化」、「市民を中心としたグローバル化」、「国家」の３つ

や６つの報告書が中心になり、国際機関等々さまざまなプレーヤーが協力しつつグローバ

ル化の内容を創っていくわけです。その流れの中で、ディーセント・ワークをいかに新た

なグローバル化の中心のコンセプトとして位置づけるか、位置づけるためにはどうしたら

いいか考えていくことになると思います。世界委員会報告書は、そのための議論を進める

上で、重要な一石を投じました。 

特に高度成長を遂げ、世界経済のダイナミズムの中心と目されているアジアがディーセ

ント・ワークを中心に据えたグローバル化にどう取り組むかについて、このパネルディス

カッションで議論を深められたら良いと思います。 

 

【世界委員会の議論に参加して】 

西室泰三 

世界委員会の意見の集約は非常に難しいものでした。しかし、意見の相違だとか多様性

だとかを乗り越えて、最終的に「グローバル化が経済・社会の両面において進歩に貢献で

きるはずだ」というポジティブなメッセージを出すことができたことは大変意義のあるこ

とだと思っています。 

報告書ではこのグローバル化を経済・社会の進歩につなげるためにはまず、国内から始

める「Beginning at home」ことが重要であると主張しています。グローバル化は国家の影

が薄くなる、国境がなくなるということではありません。各国がどのような政策、制度を

採って、国民の幸せを求めるかが、その国とグローバル化との関わりを左右する基本的な

要因です。各国が自国の状況に照らして最も効果的な政策を講じていくことが重要である

ということを改めて認識し合ったのは成果であると思います。 

 

【企業が果たす役割】 

 グローバル化のガバナンスは、国家だけでできるわけではなく、国際機関、企業、ある

いは労働者、その団体、あるいは市民社会、あらゆるアクターが、より良い社会の構築の

ために、公正なグローバル化のためにそれぞれ貢献しなければいけないということをこの

報告書では書いています。 

 それでは、企業はどのような役割を果たすべきでしょうか。この報告書では、どこの国

にあっても１人ひとりがグローバル化の恩恵を実感するためにはディーセント・ワークが

不可欠であると主張しています。ディーセント・ワークを実現するためには、何らかの形

で企業活動に関わることが鍵になります。色々な形で企業を創ったり、あるいは企業活動

に関わることが仕事、すなわち収入を得る手段を手に入れて貧困から脱出して豊かさに近

づいていく方法です。もちろん、仕事というのは単に経済的な安心を与えるだけではなく、



社会とのつながりを作りだし、自立を通じて人間の尊厳を感じ取るためにも重要です。 

より多くの人により多くの豊かさを実現する、すなわち仕事を創り出し、増大し、しかも

その仕事の質を高めていくために、企業が継続して生き延びて、企業としての努力を続け

ることが重要です。企業はグローバル化の担い手であると同時に、それによって厳しさが

増してきた国際競争の中での対応を迫られる客体でもあります。革新を通じて競争力の向

上を実現して企業の付加価値創造の営みを継続していく。それが結局ディーセント・ワー

クそのものの実現に貢献できると企業は信じ、また、その方向で活動していかなければな

りません。こういう企業努力に加えて企業が社会的存在として自主的にＣＳＲ（企業の社

会的責任）を実践することによって、社会の持続的な発展に寄与するということも必要に

なると思っています。 

 

【アジアの視点】 

アジアは他の地域に比べると、相対的にうまくグローバル化を活用して貧困の削減や生

活水準の向上を達成しつつあります。アジアは多様性を特徴としていると言われますが、

グローバル化への対応においても様々なアプローチがみられます。アジアにおいては、直

接投資の誘致あるいは輸出拡大政策を通じた成長の成功例、あるいはＩＣＴ（情報・通信

技術）の活用などの先進例を見つけることができます。色々な成功事例、失敗事例がアジ

アの中では積み上げられていますので、それを相互に学び自国に一番ふさわしい政策をみ

つけていくことがアジアに住む我々の課題であります。 

このアジア地域に於ける成功事例の背景として、共通して言えることは教育への投資が

大きかったことだと思います。国の力は、結局は国民の能力によって決まります。政府を

初めとして各界のリーダー、あるいは産業を支えて働く人達にどのような人材がいるかと

いうことが重要になります。今回のシンポジウムのテーマでもある将来を担う若者への期

待にもつながることですが、各国が果敢にグローバル化に取り組んでいくためには、それ

を担う人材の育成に対して国レベルでも、また、企業レベルでも大きな力を注いでいかな

ければならないと思っています。 

 

【「市場がすべてのバランスを正す」という期待はあやまり】 

高橋 

シンガポールのハリマ・ヤコブさんお願いします。 

 

ハリマ・ヤコブ 

公正で非排他的なグローバル化のプロセスを早急に作る必要があります。今までのグロ

ーバル化のプロセスは持続可能ではありません。 

それでは、今日の一番大きな問題は何かといいますと、市場がすべてのバランスを正し、

平衡状態をもたらすという期待です。それは真実ではありません。強力な政策的な介入が、

国際レベルでも、国レベルでもあって、はじめて貧困をなくして機会を創出することがで

きます。かつては、完全雇用に向けて政府が努力してきましたが、今日、先進諸国におい

て、完全雇用は多くの国で目標ではなくなっています。むしろ、経済成長とインフレ対策

が大きな注目をあびています。雇用創出は、開発と経済成長の中心から外れてしまってい



る。それが由々しき事態をもたらしているわけです。 

 

【世界で起こっている不均衡】 

所得の不均衡は、国の中でも、国家間でも拡大しています。世界中を見てみましても、

多くの人たちは働いていても貧しく、住宅、老後への対応、健康などで基本的保護を受け

るには不十分です。インドでは、ＧＮＰが 20 年間平均６％で伸びてきているけれども、雇

用の創出は非公式部門を入れても１％でしかなかったそうです。ＧＮＰは、伸びてきたの

に、貧困も不完全就業も、そして失業者も多いということであります。 

アメリカでは人口の１％の高所得者が、なんと国民所得の 17％を占めています。短期の

パートの契約労働が増えていて、労働者の所得不安が深刻になっています。もう１つ、日

本では雇用は創出されたけども賃金が減っている。なぜ下がったかというと、パートと契

約労働、派遣の人たちが増えたからです。 

また、今日の世界においては、途上国の 1 億 1,500 万人の子どもたちが学校に行ってい

ない、そのうちの６,500 万人は女児です。貧困の女性化は、世界で進んでいます。 

不均衡を正し、社会経済的に非排他的なグローバル化や成長にしていかなければなりま

せん。世界委員会の報告では、「問題はグローバリゼーションそのものではない、ガバナン

スが悪いのだ」といっています。グローバルな市場は大きくなったけれども、並行して必

要な社会的・経済的な制度がありません。だからグローバル化が円滑に機能できていない

のです。人々が発展から取り残され、グローバル化のプロセスが不公正であれば、国内で

も、国と国の間でも、持続することはできません。 

 

【労働組合の役割】 

労働者と貧しい人たちが、グローバル化のプロセスに参加するチャンス・発言力を与え

られることが大切です。労働組合の役割と社会への貢献を認識しなければなりません。労

働組合こそ、普通の人の声をまとめてインプットできる組織です。それによってグローバ

ル化のプロセスはより非排他的なものになると思います。組合が弱ければ、そして組合の

組織率が低ければ、組合の地位は低くなり、労働者の所得が圧力を受け、生活も良くなら

ない。組合は、（政府）プログラムや機関に代表者を送り、社会経済政策の立案に参加しな

ければなりません。発言権を与えられないということは労働者が希望を述べるチャンスが

奪われるということであります。 

シンガポールでは、労働組合は住宅開発局や経済開発局などの重要な機関に代表者を送

っています。これにより、労働者に深く関係する経済・社会政策に影響力を行使すること

ができます。労働者の見方や意見、希望を政策に取り入れることができるということは、

公正なグローバル化に貢献することにもなります。 

ディーセント・ワークのアジェンダを各国で定着させることは、働く権利の原則の実現、

例えば結社の自由、団体交渉権の確保、労働への差別の撤廃、それから児童労働の撤廃、

強制労働の撤廃ということでもあります。ですから、基本的な労働者や労働組合の権利を

確保することは、非排他的なグローバル化のプロセスを確保することにもなります。 

 

【企業の役割】 



企業は国境を越えて営業をしている時代ですから、操業している国での責任感がなくな

ってしまうこともありえるわけです。企業が株主に対してだけではなくて、労働者、地域

社会、環境に対する責任を果たしてもらいたい。シンガポールでは、三者構成のイニシア

チブということで、企業の社会的責任を推進しています。 

もう 1 つは、雇用の分野です。これは所得の安定と経済の発展のために大事なポイント

であります。雇用がなければ所得の安定もないのです。１つの企業が労働者に対して終身

雇用を提供できなくても、少なくともその企業、政府は、その労働者が競争力を持ち、次

の雇用に就くことができるように、労働者のエンプロイアビリティ（雇用可能性）を開発

すべきです。 

企業は、人材こそ企業の大事な資産だといっていますが、その人材の潜在力を伸ばすた

めの投資は、あまりなされていないのが現状ではないでしょうか。 

 

【政府の役割】 

それから、ＩＬＯのコア条約などで初等教育は基本的な権利だと言っています。政府関

係者は、ぜひ生涯教育と能力開発を、どのように国レベルでやるか検討してもらいたい。 

終身雇用が減ってきていますから、企業間の労働移動を円滑化していかなければならな

い。企業から企業へ雇用を移すのであれば、社会的な保障ネットワークがなければ、人は

雇用を変えることができず、社会は混乱してしまいます。 

公正で非排他的なグローバル化は可能です。そのためには強力な労働組合運動や、政府

の一貫したマクロ政策、そして開発の中心に雇用をおくことが必要だと思います。また、

公正で透明性ある政府の政策が必要だと思います。 

 

【グローバル化の影響】 

高橋 

次は、韓国の金副会長、お願いいたします。 

 

金榮培 

グローバル化が進んでおり、これは１つ世界経済の統合のプロセスだと言えます。そし

て、例えば、高度に発達した情報通信技術が貿易量に対しても影響をもたらし、国際貿易

量がかなり拡大しました。また、海外直接投資や短期資本の移動に関しても同じようなこ

とが言えます。 

また、別の統計によると、米国と英国については、所得格差が広がり、スウェーデン、

ドイツ、フランスは、大体数値として同じか、若干格差が縮まりました。最も豊かな諸国

（20 か国）と最も貧しい諸国（20 か国）の所得格差を１人当たりＧＤＰでみると、60 年

から 62 年が 53.9 倍であったものが、2000 年から 2002 年では、121.1 倍となっています。 

韓国では企業の規模によって、賃金格差が見られ、その格差はどんどん広がっています。

グローバル化で、使用者と労働者間の問題が出てくるだけでなく、企業間、例えば中小企

業対大企業といったくくりの中においても問題が見られます。 

だからこそ、いろんな方々が、グローバル化の影響にはプラス・マイナスの両方あると

指摘しています。実際に、経済的な不公平性が、グローバル化への適応に失敗したことで



生じています。他方、これまで、グローバル化は、概して人類の繁栄の後押しとなったと

同時に、雇用創出、生産性向上、また経済成長を促しています。 

 

【グローバル化に適応するために】 

最後に、グローバル化に関連して韓国にはいろんな障害があります。例えば、不安定な

労使関係や硬直した労働力市場です。これらは資本や労働者の移動に対して足かせとなり

ます。こうしたことで、外資、また外国投資家は、投資に躊躇しています。また、過度の

行政介入や規制があり、韓国での生産コストが高くなってしまうこと、また住宅費が高い

こと、労働組合が外国人労働者に対して排他的な態度を取っていることもグローバル化の

障害になっています。グローバル化に適応する鍵は、もっと調和の取れた形でグローバル

化に対応することだと思います。法律、制度面での変革を行う必要があると同時に、認識、

習慣、行動面での変革を伴う必要があります。 

 

【貿易の動向と雇用】 

高橋 

最後に、樋口先生お願いいたします。 

 

樋口美雄 

私は、政府からも、ＩＬＯからも、さらには使用者側、労組側からも独立であり、中立

的な立場から発言します。 

まず、グローバル化の問題には２つあります。１つは、財やサービスの国境を越えた移

動、すなわち貿易を通じてのグローバル化がどう進展してきているかという問題です。も

う１つは、海外直接投資、あるいは外資系企業の日本国内への投資で何が起こっているの

かということです。 

物価の変動を割り引いて実質的に輸出・入がどうなってきたのかを見ますと、ＧＤＰに

占める輸出・輸入の割合は高まってきている。しかも、日本ではずっと輸出が輸入を上回

ってきた。雇用面で考えれば、国内で雇用を創り出すのに貿易が寄与してきたと言えます。

それと同時に、物価の変動と関連して考えますと、他の、例えば国内のサービスであると

か、あるいは財政支出、そういったものの価格に比較して、輸出財・輸入財の価格が大き

く低下する方向で変動してきました。その分だけ、競争は激しく、価格の引き下げ、コス

トの引き下げに、企業が直面してきたということです。そのことが、賃金を抑制し、さら

には雇用削減、合理化というような動きを示してきた背景にあると思います。 

 

【対外・対内直接投資の動向と雇用】 

日本の企業が投資を通じて海外でいったいどれだけの人を雇っているのだろうか、逆に

外資系企業が日本でどれだけの日本人を雇っているのだろうか、ということをみます。外

資系企業は日本で最大でも 35 万人しか雇っていない。それに対して、日本企業は海外、特

にアジアで 400 万人雇用を増やしています。海外直接投資を通じて、日本は外国人を海外

で雇っていますが、外資系企業はなかなか日本で日本人を雇っていないので、雇用の創出

では、差し引きすると効果はむしろマイナスです。貿易（輸出入）においては日本の雇用



面での差し引きした効果はプラスですが、逆に、直接投資を通じてはマイナスであるとい

うようなことが言えます。 

日本から対外直接投資をしている企業で、日本国内における雇用が減っているのかどう

かをみると、日本企業が海外で直接投資をしているから、その分だけ雇用が国内で減って

いるとは決して言えません。付加価値をみると、海外に工場を設けている企業の方が付加

価値が高まり、競争力を高めています。海外に出ていくことによって、日本国内で付加価

値の高商品に転換しています。このことが意味するのは、「グローバル化を止めれば、国内

雇用は減らないで済む」とは言えないことです。むしろ、いかにグローバル化のメリット

を引き出し、競争力を高めるのか、そしてそれを通じて雇用を創り出していくのかという

視点が重要であります。それと同時に、付加価値の高い商品に転換するのに見合った人材

を育成していかなければなりません。 

 

【グローバル化で若者が二極分化】 

日本では、企業が正社員の数を減らしているなかで、学歴の高い人よりは学歴の低い高

卒の方に、その影響が強く現れています。グローバル化による影響は、一律ではなく、ス

キルドワーカー（熟練労働者）の方は影響がむしろプラスで、逆に生産現場の人たち（非

熟練労働者）にはマイナスに影響しているのが出てきていると思います。 

次にテンポラリーワーカーやパートタイムワーカーなど非正規雇用の比率は、若年層（15

歳～24 歳）において近年明らかに上昇してきまして、女性についてはもう 50％、男性でも

40％を超える高さになっています。若い人たちの雇用が不安定になってきている、正社員

が減らされている、というようなことがグローバル化の影響として現れています。 

短時間雇用（パートタイマー）が増える一方で、労働時間の長い人たちの比率は 90 年代

になって急速に上昇している。片方では給与が安く、労働時間が短いというような働き方

と、もう一方では労働時間は長いけれど雇用は安定しているというような働き方、こうい

った二極分化が起こってきています。 

 

【政府や国際機関のすべきこと】 

結論に入りますが、非熟練労働者の需要が、全体的に日本では減少していて、これが海

外にシフトしています。その一方で、高度で専門的な職業に対する需要は拡大しています

から、職業訓練（ジョブトレーニング）や教育が重要になってきていると言えます。 

教育訓練については、これまで政府はどちらかと言うと企業に助成をして、企業で教育

訓練をやってもらう形を取ってきました。これだけ企業間移動が求められてくると、個人

への直接的な支援が必要になります。例えば、キャリア支援という形での奨学金制度を作

るとか、あるいは、実際に自己啓発に使った費用については税金を軽減する制度を作って

いくことが政府としては必要になると思います。 

競争が激しくなる中において、企業としてはコスト削減を試みる。単に賃金だけではな

く、能力開発に対するコストも削減されていく。こうしたことから、例えば、非正社員の

能力開発で政府の役割が重要になってきています。 

そして、更に、今度は企業が国を選べ、海外直接投資が簡単に行えるような時代におい

ては、国際的にフェアに競争していくための土俵を用意することが重要です。ＩＬＯはじ



め、国際機関のリーダーシップをそこに求めていきたいと思います。ＩＬＯの主張してい

るディーセント・ワークを普及させていくことが、質的にも量的にも雇用を拡大していく、

そういう施策につながっていくのではないかと期待します。 

 

【ディーセント・ワークを中心に据える時に何が大切か】 
高橋 
ここで、パネリストの皆様に、「グローバル化の中心にディーセント・ワークを据えるに

当たって、何が一番大事か？」について一言でお答えいただきたいと思います。 

 

西室 

それぞれの国の政策が明確にディーセント・ワークを目指しているかということが第一

で、第二に、働く場を提供している企業側がディーセント・ワークを真剣に考えていくこ

とが必要なことだと思います。 

 

ハリマ 

まず、政府が雇用を開発の中心に位置づけることだと思います。雇用の量だけでなく質

もです。同時に、ディーセント・ワークの中では、教育、エンプロイアビリティ、技術訓

練、再訓練、また、社会的対話と同時に３者構成主義を強化していくべきだと思います。

これにより労働者がより公正で非排他的なグローバル化のプロセスに参加できます。 

 

金 

他の方々の意見に賛成です。 

ディーセント・ワークの定義が大事だと思います。それぞれの国は多様性を有している

ので、定義についても硬直的な考え方をすべきではないと思います。職業訓練、教育が重

要であるということについては私も賛成です。 

 

ソマビア 

組織だと思います。一番人々に近い地方自治体は色々なことができることを忘れがちで

すが地方自治体の地域における役割も重要であると思います。 

ディーセント・ワークをどう定義するかについてもコメントしたいと思います。ディー

セント・ワークというのは目的です。職場での権利、雇用創出、社会保護、社会的対話が

４本柱ですが、これらは、ディーセント・ワークを定義付けるものではありません。だか

らこそ、それぞれの国の優先順位に基づいてディーセント・ワーク・アジェンダを実施す

ることができるのです。それゆえに組織が重要な役割を果たすのです。対話がグローバル

化のチャレンジに対する解決策を見出す鍵となるのです。 

 

樋口 

ディーセント・ワークは抽象的なので、もう少し具体化していく必要があると考えます。

しかも、ディーセント・ワークは各国で多様性があるので、それを認めた上で、それぞれ

が国内で意思統一をしていく必要がある。そのためには、それぞれの国で数値目標的なも



のを作るとことも必要になってくると思います。 

 

【まとめと会場との質疑】 

高橋 

仕事の視点から考えなければならないことについて、それぞれの国で色々な工夫をし始

めていることがはっきり出てきたと思います。具体的には、広い意味での教育が一つの重

要な要素として指摘されていました。 

また、気をつけなければいけないのは、放っておくと仕事の増えない経済成長や、労働

者の給与が増えない経済成長になってしまう可能性が高くなってきています。国際競争が

激しくなると企業はフットワークを軽くして世界を相手に競争しなくてはならず、労働者

はジョブ・ホッピング（転職）が当たり前になってきている。こうしたなかで、古典的な

企業を通じてのセイフティ・ネットではなく、社会全体でのセイフティ・ネットが重要に

なってくる。そういったことに努力していくうちに、市場中心のグローバル化が、ディー

セント・ワークを中心としたグローバル化に一歩一歩近づいていくかもしれない。 

ここで、会場の皆様にコメントをいただこうと思います。 

 

会場からのコメント１ 

樋口先生がおっしゃったグローバル化は色々な国で影響も違うし、ディーセント・ワー

クの言葉の定義もそれぞれの国で違うということ、これには同感です。「仕事」はそれぞれ

の国の歴史とか伝統とか倫理観、社会の慣行というコンテキストで考えられるべきである

と思います。 

 

会場からのコメント２ 

樋口先生のお話は全体としてはその通りと思いますが、その一方で、地方の側からは当

面の雇用の場が失われるのは困ります。 

 

会場からのコメント３ 

若い人は通常、社会の保護から対象とされていません。ILO の掲げる基本的な権利・原

則から言っても広義の社会条項が必要であり、これにより雇用についても公平なチャンス

があってしかるべきです。 

 

会場からのコメント４ 

世界中に多くの失業者がいる現状を目の前にして、労働がディーセントであるかどうか

という前に、１人１人の人間が労働者であるということが一番重要です。日本でも韓国で

も企業は雇用を削減しています。膨大な失業者がいる中で、さらに失業者を増やして、そ

れで企業の社会的責任を本当に果たしているのでしょうか。 

 

ソマビア 

一般に失業問題は社会的不安定の核心です。失業問題を解決できない限り、社会の安定

を達成することはできません。失業者が多い状況では、どんな条件だろうと働きたいとい



う人が出てくるので、労働者の権利に圧力がかかってしまいます。私たちの目標は、人間

の尊厳及び質を考慮に入れた生産的な仕事の機会を増進することです。労働力を商品とし

て扱うと人間の尊厳、家族の尊厳ということで社会的な緊張をもたらすのです。これは技

術的な問題ではなく、政治的な問題であり、社会の問題として扱わなければなりません。

特に、世界的にみて歴史的に失業率が高い今、社会として議論していかなければならない

問題です。先ほど申しましたとおり、持続可能な成長、環境にやさしい成長が必要です。

そういった中で生産者と雇用創出がつながります。 

ＩＬＯは、ディーセント・ワークを定義するに当たって、基本的な権利と原則を統合さ

せています。例えば結社の自由や児童労働といった基本的な原則は普遍的なものであり、

すべての国において等しく尊重されるべきものです。各国は自らの判断でＩＬＯ条約を批

准するか否かを判断します。ＩＬＯは、加盟国に強制することなく、組織としてディーセ

ント・ワーク・アジェンダに賛成するという点において、他の国際機関と異なっています。

各国がそうした決定を行い、その責任においてアジェンダを実施していくのです。私は、

それぞれが置かれた特殊性を勘案しながら、ディーセント・ワーク・アジェンダの目標に

向けて、労使が生産的な現実に見合ったやり方でやっているものと信じています。 

 

樋口 

 地域による雇用創出、失業率の差が非常に拡大しているのは事実だろうと思います。日

本ではこれまでマクロ政策、財政政策に頼った地域間の格差の縮小をやってきた。しかし、

これには、限界がある。マクロ政策の限界を考えたときに、地方への権限の委譲を行い、

これに伴い、それぞれの地域で雇用戦略を作り、雇用を創っていく必要があると思います。

グローバル化の下においてはローカル化が必要です。その地域の特性を活かすことができ

るのは、国ではなくその地域に住んでいる住民や自治体ではないか。これに労組や企業が

ジョイントする形で戦略を作っていく、というように、これまでのやり方を変えていかな

いと実効性ある政策が取れないと思います。国はそういった地域雇用の戦略を組めるよう

な仕組をどうサポートしていくかということだと思います。例えば、それぞれの地域のリ

ーダー育成や地域間のネットワーク作りなどについては、国が地域をサポートしていくこ

とが必要になっていくのではないか。 

 

金 

 リストラによる労働者の痛みもわかりますし、経営者の雇用創出や雇用の持続の責任も

承知しています。企業を人間に例えてみます。人間は太りすぎると高血圧や脳卒中のよう

な病気を招きやすくなります。人間の身体ケアのように、毎日チェックしていれば大きな

問題にならないが、チェックせずにきて、大きな問題になってからでは、痛みも危険も生

じることになります。日常的にケアするということは、日常的にリストラクチャすること

で、これにはイノベーションいう方法もあります。リストラクチャはオプションではなく

不可避なものだということです。 

 

西室 

私の初めのプレゼンテーションで、企業が社会の富の創出に貢献し、また、雇用を提供



することができるために、企業が存続し続けることが大事だと申しました。企業の存続の

ために、グローバル化の中で国際競争力を確保していくことは極めて大事だと思います。

競争力確保のためには技術開発、設備投資、マーケティングなど必要なものは色々ありま

すが、一番大事なのは質の高い従業員です。そのために、企業は継続的に教育をする必要

もあるし、色々な機会を従業員に用意することが大事だと思います。質の高い従業員がい

ない限り、企業の国際競争力は確保できない。そうだとすると、企業にとって大事なのは

せっかく出来上がった国際的な競争力の強い従業員をどうやって維持するかということで

す。従業員を減らさなければいけない状況が起きた場合は、企業が存続するためにやむを

得ない状況であったことをご理解いただかなければならないのです。 

特に 2001 年の電機産業に起こったことがそうでした。当社を含む各社は正規従業員の数

を減らしました。企業にとっても大変につらい決断でした。私どもは相当に教育投資もし

ているつもりですし、質の高い従業員を確保していたと思いますが、それを減らさなけれ

ばいけなかったというのが国際競争の中の現実でありました。幸いにしてそれぞれの企業

が競争力を回復して、新しく雇用も増やしつつあります。私どもの最大の目的は、質のい

い従業員とともに成長し続ける競争力のある企業をどうやって創っていくかということだ

と思っています。これが私どもの願いであり、同時に、これから先、従業員を意に反して

減らすことがないようにしたいと思っています。 

 

ハリマ 

 わたしのほうからもリストラについて一言述べたいと思います。国際競争力のためにリ

ストラが必要、また、すべての従業員を確保しておくことはできないという説明でした。

しかし、企業は従業員の痛みを軽減することはできます。例えば、従業員のスキルアップ

（再訓練）のために投資してもいい。一つの企業を去って、次の成長する企業に転職する

場合に有効です。これは企業だけの責任ではなく、政府と企業が、労働者の再就職のため

に投資をすることが大事だと思います。これによって労働者は失業の際の転職が容易にな

ります。同時に、リストラを行う前にまず、企業内あるいは企業間で成長している部門に

余剰人員を振り向けてもらいたい。また、再就職に向けてのジョブ・カウンセリングを実

施することも大事ですし、リストラされる労働者が企業にいる間に、会社の施設を使って

再就職活動ができるよう支援することも痛みの軽減になります。それから、社会保障も大

事です。保障があることにより、リストラや再就職を拒まないようになると思います。最

後に、リストラの下で正規従業員を非正規従業員へ切り替えることはすべきでないと思い

ます。 

 

高橋 

 この議論は夜通し続けても終わらないと思いますので、時間の関係で終わりたいと思い

ます。 



第１日クロージング、明日の予告 

 

国際基督教大学教授 国連大学客員教授 

高橋一生 

 

グローバリゼーションという課題は、企業の立場からは、一方でリストラを余儀なくさ

れ、他方で雇用創出の責任を負うというジレンマがある。市場を中心としたグローバリゼ

ーションでは、雇用を伴わない成長、賃金にしわ寄せが来る成長が展開しかねない－この

課題にどう対処するかが議論の中心であった。  

 

１．グローバリゼーションを、ディーセント・ワークに焦点を当て、より望ましいものに

するには、ローカリゼーション（地方レベルを主体にすること）の努力が必要である。

グローバリゼーションとローカリゼーションは相反する概念ではなく、補完関係にある。  

２．今までの経済学は量の科学であったが、質の科学にもっていく努力が必要だ。その一

環として「仕事の質」もモデル形成の上で重要である。  

３．今までのグローバリゼーションのプロセスでは、人が仕事の方に動くという色彩が強

く、人の動きに関してはいろいろな制約があり、これがジレンマでもあった。これから

は仕事を人の方に動かすという工夫をする努力が必要だ。  

４．ディーセント・ワークには共通する原則があると同時に、社会的・文化的にかなり異

なる内容であることも多く、それに対して感性を働かせたものの見方をする必要がある。 

５．地域についても雇用創出における比較優位があるはずで、これを活かし、国がサポー

トする仕組みが必要である。  

６．企業は競争力を高めるために、より質の高い従業員を確保する必要があるが、そのた

めには広い意味での教育が従来以上に重要となってきている。  

７．グローバル化のもとでは、社会的弱者に対する特別な配慮が今まで以上に必要となる。

特別な配慮は国単位で行うのみならず、国際的なアプローチ、国際的なソーシャルセー

フティーネットも考えていく必要があるのではないか？ 



 

 

第２日目「グローバル化と若年雇用」 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二日は、日本及びアジア各国の若年者対策の現状と展望にフォーカスして議論を深め、

あわせて、若者の生の声を取り入れつつ、今後の施策の方向性を共有、アピール文書に集

約します。 



報告「グローバル化する世界における若年雇用の重要性：ＩＬＯの視点」 

 

ＩＬＯ雇用総局長臨時代理 兼 能力開発・雇用局長 

ジェーン・スチュワート 

 

会場の皆様おはようございます。お会いできてたいへんうれしく思います。まず ILO と

ともに若年雇用という重要な問題について対話を重ねる機会を設けて下さった日本政府に

感謝申し上げます。なぜ対話を『重ねる』と申し上げたかと言いますと、2002 年にバンコ

クでおそらく若年雇用について 21 世紀初かと思われます討議、これを開催するにあたって

私たちは協力してきたからです。それ以来、本日参加している多くの国々で若者を支援す

る試みが高まっています。一例をあげるなら、スリランカとインドネシアは国連、世界銀

行、ILO、若年層を含む利害関係者の提携に基づく ILO 主導の若年雇用ネットワークの主導

国となる政治的決断をしました。また、韓国政府は ILO の若年雇用イニシアティブ支援活

動におそらく史上初の直接投資を行いました。現在この資金はベトナム、ネパール、スリ

ランカで活用され、まもなくモンゴルと中国でも活用される予定です。本日の参加国から

頂いた重要かつ貴重な報告を拝見しましたところ、これらは私自身、また ILO が 2005 年ジ

ュネーブで開催される ILO 総会の一般討議を策定準備するにあたって大きな助力となるで

しょう。  

 

2002 年の会合以来、各国政府、労使団体はこれらの組織の社会的、経済的、政治的な成

功において若者が果たす役割の重要性についてますます注目するようになってきておりま

す。加えて、若年雇用の問題に対処することは、昨日討議されました貧困削減、持続可能

な開発、さらには安定と世界平和といった広範な問題においても鍵となるということが認

識されております。  

 

ILO では、以下の各項目に関してよりよく理解し、対応するために調査分析を継続、強

化しております。  

 

－ なぜ若者の失業は増加傾向にあるのか。昨日事務局長が申し上げた通り、1993 年時

点における若年層の失業者は 6,900 万人であったのが、10 年後 8,800 万人に増加しま

した。若年層は世界の総人口のたった 18％を占めるだけなのに対して失業者数は総失

業者数の半分を占めます。  

－ なぜ成人の失業と比較して若者の失業はよくて 2倍、いくつかの国では 5倍以上に

もなるのか。昨日事務局長はこれを世代間の断層であると指摘しましたが、このこと

は私たち皆が取り組むべき課題と言えます。  

－ なぜ同年代の男性と比べて若年の女性は仕事を探すのが難しい状況が続いているの

か。パートタイム、契約雇用、派遣社員の増加が若者に及ぼしている影響、また若者

にとって雇用機会の 93%がインフォーマル経済下であるという事実が現在及び将来の



彼らの雇用に与える影響がどのようなものなのか。  

－ 学校を卒業してから仕事を得るまでの過渡期に強い関心を抱いています。この過渡

期は以前よりもはるかに多様かつ複雑かつ長期にわたっていること。日本のニート（学

校等の教育機関に所属せず、職に就いておらず、職業訓練にも参加していない若者）

は、こういった変化の反映と言えるでしょう。  

－ 若者が抱いている仕事社会に対する願望の変化についても私たちはこれをより理解

するために調査しております。「フリーター」達はおそらくこの就職願望の変化を反映

していると考えられます。  

－ もちろん、障害を伴った若者、先住民や少数民族の若者、HIV/エイズ感染者の若者

の直面する固有の現実は何かということも重要な問題です。  

 

これらの各項目は 10 月ジュネーブで開催された若年雇用に関する三者構成会議で広く

討議されました。参加された各国政府とソーシャル・パートナーは、上記のような数多く

の諸問題を鑑み、若年雇用に対処することが一層重要になってきたという合意に達しまし

た。彼らによれば、若者の失業の動態を把握することは重要ではありますが、それは問題

の一角に過ぎず、ILO の課題として仕事には就いているもののディーセント・ワークから

は程遠い労働環境にある若年層の男女を含めなければなりません。  

 

また、会議の参加者達は、一つだけで全ての問題に対処できる解決策は存在しない一方、

ばらばらな解決案をあちらこちらで実施する時代は終わったということを認識しました。

昨日事務局長が申し上げた通り、会議の結論として、以下の政策メッセージに至りました。

つまり統合されたかつ整合性の取れたのアプローチをとることが必要であり、それにはマ

クロ経済・ミクロ経済双方の政策及び労働市場の需要供給、雇用の質と量に焦点をあてる

ことが重要であるということです。  

 

マクロ経済政策の重要性を考慮するにあたって、私たちが認識している通り、また参加

国の 皆様方の多くが報告書で強調されているように、総需要の増加及び経済成長が必要と

言えます。同時に、昨日の議論からも明らかなように市場に完全に委ねてしまっては、常

に成長に雇用の増加が伴うとは限らないのです。雇用はマクロ経済政策の中心課題として

位置付けられるべきで、単に派生的なものとして捉えられるべきではありません。昨日多

くのパネリストがグローバル化と地方化（localization）の補完性を取り上げていたこと

はたいへん興味深いことでしたが、このことから効果的な若年雇用戦略においてもメソ（中

間レベル）及びミクロ政策が果たす役割がいかに重要かが計られます。その地域の若年の

事情を最も把握しているのはコミュニティであって、地域・地方レベルの政策の責任を担

う必要があるのです。私たちが需要供給の双方を考えるにあたっては、これまでの経験か

ら需要サイドでは国家またはコミュニティが労働集約的インフラプログラムを実施すれば

若者の雇用機会が生まれることを知っています。他には ICT（情報通信技術）のように若

者の関心を反映した有望な経済部門で産業政策が支援された場合、労働市場規制において

適切な柔軟性と保護が考慮された場合、起業家精神が奨励された場合、賃金の補填や他の

関連制度が思慮深く活用された場合が挙げられます。一方、昨日も非常に多くの支持が見



られましたが、供給サイドでは基礎教育や職業訓練や生涯学習への投資が重要であること

が挙げられます。キャリアカウンセリング、適切な労働市場情報を含めた雇用サービスも

エンプロイアビリティ（雇用される能力）を支えるのです。  

 

すでに申した通り、雇用機会の増大も重要ですが雇用の質も等しく重要なのです。労働

市場規制における優れたガバナンス、労働基準の適用、ならびに社会パートナーの参加は

すべて欠くことのできない要素です。  

 

そしておそらく最も重要なことですが、三者構成会議参加者の認識によれば若者が自分

たちの声をあげ、雇用支援策の実施に主体的に関わっていくことが 21 世紀にふさわしい解

決策を見出す鍵であるということです。  

 

ILO はこういったアプローチを支援する重要な機関として位置付けられています。ILO

のディーセント・ワーク・アジェンダはこれらの結論の規範となり、世界雇用戦略、つま

りディーセント・ワーク・アジェンダの雇用戦略は統合的な整合性のある枠組みを形成し

ています。私たちが、世界的なイニシアティブとしての若年雇用ネットワーク（YEN）の中

でリーダーシッップを発揮することは重要で、私は事務局長の「YEN のためにより多くの

円（yen）を」という提言が、私たちが共に目指すことのできるものになることを願ってい

ます。 

 

最後に、三者構成会議では私たちの若年雇用に関する政策提言が、貧困削減戦略文書

（PRSP）、ディーセント・ワーク国家プログラムやミレニアム開発目標に関連した他の国家

プログラムに確実に反映されるような働きかけをすることが奨励されました。また、参加

者達は ILO が若年雇用問題に関してより多くの更に質の高い指標を整備し続け、国家レベ

ルの成功例、ならびに私として付け加えさせていただければ、地方レベルでの成功例を集

約・共有すること、各国で若者の特定のニーズに応える際に役に立つツールを供給してい

くべきだということで合意しました。  

 

皆さま、以上が現時点までに明らかになった ILO の政策提言と技術プログラムに関する

議論の手短な要約です。私ども事務局としては、今回の謂わば予備的な結論が再確認され、

若年雇用問題に対処するための努力を我々が一層推し進めることが加盟国ならびにソーシ

ャル・パートナーの間で支持されるべく、来年 2005 年 6 月の ILO 総会での重要な討議を心

待ちにしております。本日の議論が皆さんの ILO 総会における議論への計画、参加の一助

となることを願っております。  



日本の若年雇用・能力開発対策－基調報告 

 

日本国 厚生労働省政策統括官 

太田俊明 

 

 皆さん、おはようございます。厚生労働省の政策統括官の太田でございます。今日は我

が国の若者の雇用問題についてご紹介をさせていただく機会を得まして大変ありがとうご

ざいます。お手元に日本文と英文の資料を配付してございますので、資料に基づきまして、

我が国の雇用失業情勢、あるいは若者の雇用の現状と対策、そして今後の課題なり対応策

なりについてお話しさせていただきたいと思います。 

  

雇用失業情勢 

 最初に、我が国の雇用失業情勢、全般にどのような状態かにつきまして資料の１頁に基

づきましてお話しさせていただきたいと思っております。 

 まず、完全失業率でございますけれども、今、最新の数字が今年の 10 月で 4.7％という

状況でございます。平成１４年、平成１５年に、過去最悪の 5.5％という数字を記録して

おりますけれども、今年になりましてからは、だいたい４％台で推移しており、改善が見

られるという状況でございます。もう少し長いトレンドで見ますと、我が国はやはり国際

的に見ますと、失業率が低い国でございます。例えば、1990 年代はじめは２％ぐらいの完

全失業率で推移しておりました。しかしながら、いわゆるバブル経済の崩壊によりまして、

雇用情勢は急激に悪化いたしました。失業率で見ますと、1994 年には３％台になり、1998

年には初めて４％台、そして 2001 年には５％台になり、その後先ほど申し上げたとおり

5.5％まで上昇したということでごさいます。ただ、最近の景気回復の中で今年になってか

らは４％台の後半で推移してきた。ある程度改善してきた、というのが現在の状況でござ

います。一方でもう一つの指標、これはハローワークの窓口の数字でございますけれども、

有効求人倍率で見ますと、0.88 倍ということでございまして、ここ２，３年、かなり回復

してきたということでございます。この 0.88 倍というのは、1993 年以来 11 年ぶりぐらい

の水準まで回復をしてきている、という状況でございます。現下の雇用情勢をまとめてみ

ますと、厳しさが残るものの引き続き改善している、というのが、政府の見解でございま

す。この厳しさが残るというのは二点ございます。一点目は、今日の課題でございます若

年者の雇用が大変厳しいということです。それからもう一つは、今日は特にふれませんけ

れども、地域格差が非常に甚だしくなってきているということです。雇用情勢の良いとこ

ろは失業率３％台前半でございますけれども、厳しいところは８％台近いということで、

地域間の格差が目立って来ている、というような問題が残されてきているところです。私

どもとしましては、当面、失業率を何とか４％台前半まで低下させることを目標にして、

各種の雇用対策を講じているというのが、雇用の現状でございます。 

 それではそういう中で、もう少し数字的なことをお話申し上げたいと思いますけれども、

若年者の雇用の現状はどういうことになっているのか、ということでございますが、これ



は資料の２頁から４頁をご参照いただきたいと思います。特に 24 歳以下の若者の失業率と

いうのは、10 年前は 5.1％でしたけれども昨年の数字では 10.1％まで上昇している、倍増

しているということで厳しい状況が続いているわけでございます。失業者数で見ましても、

最新の数字で我が国の失業者数が 311 万人でございますけれども、この内 35 歳以下の若者

が約 150 万人ということで、半分くらいを占めているというような状況でございます。若

い人の失業率が高いというのは、一般にどこの国でも平均より高いというのが通例ではな

いかと思っております。これはやはり、自分にあった仕事を見つけるために、離職するこ

とが多いこと、あるいは未婚の人も多いので転職のコストも低い、こういうことが理由で

はないかと思っております。ただ、最近の我が国の状況は、今申し上げたとおり、若者の

10 人に１人が失業者だという状況です。それから３頁の方にございますように、いわゆる

アルバイトとか、パートタイマーで働いている、日本ではフリーターといっておりますけ

れども、この数が 200 万人を超え、10 年前と比べますと、倍以上に増加しているというこ

とで非常に非正規雇用、不安定雇用が増えてきている、ということがございます。さらに

は、最近はいわゆるニート、働いてもおらず教育も訓練も受けていないという無業者が 50

万人を超えるということで極めて深刻な状況となっているわけでございます。もう少し、

４頁で具体的な就職状況をみて参りますと、高校あるいは大学を卒業して、どんな就職状

況かということでございますが、これは 10 年前と比べますと卒業してからの就職者の比率

が相当程度、低下してきているわけでございます。例えば高校を卒業したものにつきまし

て見ると、就職者の比率は 10 年前の 29.7％、約３割、50 万人くらいいたわけでございま

すけれども、6.4％、21 万人に減少しているということでございます。一方で無業者が 5.2％

から 10.3％、倍増しているということでございます。また、大学卒業者で見ましても 10

年前就職者の比率が 76.2％であったものが 55.0％に減少ということでございます。大学を

出てすぐ就職する人が半分くらいしかいないという状況でございます。一方、無業者が

7.1％、３万人から 22.5％、12 万人へと、急増してきています。就職した後の状況をみま

しても非常に早期離職者の割合が増えてきているわけでございます。卒業３年以内に離職

するものの割合は、高校卒業生で約５割、大学卒業生で約３割、ということで、学校を出

て就職したけれどもすぐ離職してしまう、３年くらいで離職してしまう、こういう方の割

合が非常に上昇してきているということでございます。 

 

厳しい雇用失業情勢の要因 

 それでは何故こんな状況になったのか。就職しない人が増える、就職しても不安定雇用

が多い、あるいは早期離職者が多い、こんな状況に何故なったのか、を考えてみますとい

ろんな要因が考えられるのではないかと思っております。まず、一つは企業側の要因とし

ましては、やはり経済情勢が停滞しているとか、生産拠点が海外移転等をするということ

で採用を抑制している、ということが一点ございます。それから二つ目は人件費の安いパ

ートとかアルバイトとかの非正規雇用へシフトしている。正規雇用ではなくて非正規雇用

が増えているということでございます。三点目は、学校を出てすぐの人を採用するよりも

中途採用、即戦力志向が強くなっているということが挙げられるのではないかと思ってお

ります。全体として若者が就職するためのハードルが非常に高くなってきている、という

ことがあげられます。一方、若者の方の要因でございますけれども、いくつかありますが、



一つは職業意識が未成熟ということで何をやりたいのかがわからない、決められないとい

う点があると思います。それから二つ目は職業に対する知識や体験が不足している、そも

そもどんな仕事があるか知らない、あるいはわからないということがあるように思います。

三点目は社会人なり、職業人としての基礎的な学力とか素養が不足しているというような

ことも挙げられると思います。企業側と若年者側の問題が相互に関連して悪循環を起こし

ている、企業側の方はなかなかいい人材を採用できないので採用を減らず、若者の方は、

採用されないので自信も意欲もなくしてしまう、というようなことがあって不安定就労と

か無業者が増加している、と考えられるのではないかと思います。また、もう一つは行政

としても、これまで就職に関する情報提供とか、相談指導の体制とか、あるいは教育訓練

等々、必ずしも十分でなかった、というような問題があるわけでございます。 

 

若者の不安定就労等が社会に及ぼす影響 

こういった状況、若者の不安定就労が多いとか無業者が多いということは様々な問題を

もたらすのではないかと思っておりますけれども、大きく二点申し上げますと、一つは本

人にとりましては、やはり若い時期に必要な技能・知識の蓄積がなされないということで、

将来にわたるキャリア形成の支障となるということがあるのではないかと思っております。

それから、国や経済・社会全体で見ますと、今後の産業とか社会を支える人材の育成が図

られないで、経済成長の制約とか社会保障の脆弱化にも繋がるおそれがある、ということ

でございます。従いまして、若者の職業的自立は喫緊の課題でございまして、雇用問題だ

けではなくて、教育、産業、社会全体の問題として国家的な課題として取り組む必要があ

るということでございます。 

 

日本国政府の取組 

政府全体でこういう認識の元に、昨年、関係四大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経

済産業大臣、経済財政政策担当大臣、関係各省集まって「若者自立・挑戦プラン」を作成

いたしまして、若年者雇用問題に政府全体で取り組むこととしたところでございます。私

ども厚生労働省としましては、この「若者自立・挑戦プラン」に基づきまして、対策を講

じているところでございまして、資料で見ますと５頁から７頁ぐらいにかけての対策とい

うことでございます。で、例えば一つは、フリーター等の常用雇用への促進を図る「若年

者トライアル雇用」ということでございまして、これは、トライアル雇用、試しで雇って

いただきまして、常用雇用に繋げるということで、常用に移行した割合は大体８割ぐらい、

かなり成果の上がっている対策でございます。それから、都道府県の主体の取り組みによ

ります、若者のためのワンストップサービスセンター、いわゆる「ジョブ・カフェ」と呼

んでおります。それから三点目が企業実習と一体となった教育訓練を行うことによりまし

て一人前の職業人を育成するための、日本版デュアル・システム。こういった対策に取り

組んでいるところであります。 

 

ジョブ・カフェ 

今お話しした対策のうち、今年になって始めた新たな取り組みを二つ、詳しくご紹介し

たいと思っております。まず、一つは資料の６頁にございますようないわゆるジョブ・カ



フェ、若者のためのワンストップサービスセンターでございます。これは若い人たちの声

を直接聞いて、きめ細やかな効果のある政策を展開するための新しい取り組みとしまして、

地域の主体的な取り組みによって、整備をするものでございます。具体的に申し上げます

と、都道府県が地域の学校、教育機関との連携の下に若者に対する職業の情報提供、職場

体験の機会の提供、就職支援サービス、こういうものをワンストップでサービスを提供す

る、ということでございます。これに併せて厚生労働省では、都道府県の要請に応じまし

て、ハローワークを併設して若者に対する職業紹介事業を実施することによりまして、都

道府県の主体的な取り組みを支援しているところでございます。今年の７月までに設置が

予定されておりました 43 の都道府県で運用が開始されたところでございまして、まだ始ま

ったばかりでございますけれども、利用実績としては、今年の上半期で利用者数が約 31

万人、就職者数が約１万人となっているところでございます。どんな評価がされているか

と聞いてみますと、一つは若者が気軽に立ち寄れる場所として機能をしているということ、

もう一つは、きめ細やかなカウセリングとかセミナー等を通じて知識の向上が期待できる、

精神的ケアの効果も認められて就職の可能性が高められているというような声も聞かれま

す。それからもう一つは対象者を若者に限定するために、同じ世代のものが同じ悩みを抱

えていることを認識できていい刺激となっている、という評価も聞かれるところでござい

ます。 

 

日本版デュアル・システム 

それから二つ目の新しい取り組みといたしまして、資料でございますと７頁、日本版デ

ュアル・システムということでございまして、これはドイツのデュアル・システムを参考

に今年から新たに厚生労働省と文部科学省が連携して行っている職業訓練制度でございま

す。この制度は若者を対象としまして企業と教育訓練機関をコーディネートしまして、企

業における実務訓練と教育訓練機関における座学を並行的に行って終了時に訓練成果につ

いて能力評価を行って一人前の職業人を育成する、それによって職場に定着をさせる人材

育成システムでございます。「働きながら学ぶ、学びながら働く」というものでございます。

例えばホテル業であれば、週三日は民間の教育訓練機関などでマナーとかサービスの講習

を受ける、残りの週二日は実際にホテルで仕事をすることを通じて訓練生の即戦力を養成

するものでございます。このシステムの当面の主な対象は、概ね 35 歳未満であって、就職

活動を続けているが安定的な就職に繋がらず、このシステムを通じて就職に向けて訓練を

受けるという意欲がある者でございます。具体的には先ほど申し上げました、学校を出て

も就職できなかった人、あるいは無業者、フリーター等を想定しているところでございま

す。このシステムによって本格的な雇用に繋がれば一番良いわけでございますけれども、

本格的な雇用に繋がらなくても、このシステムを通じて、若者を一人前の職業人として育

てることができるのではないかと思っております。そうすることによって学卒未就職者、

学校を出て就職できなかった人が、無業者とかフリーターとして社会に定着することを防

ぐという効果も期待しているところでございます。まだ、始まったばかりでございます。

実施状況でございますけれども９月までに全国で約１万３千５百人の受講を開始したとこ

ろでございます。私どもといたしましては、今述べてきたような対策を講じてきたところ

でございます。 



若者自立・挑戦プラン 

私どもといたしましては、今述べてきたような対策を講じてきたところでございますが、

最近では、先ほど申し上げたとおり、いわゆるニートといって、働いてもおらず教育も訓

練も受けていない若者が増加してきているということで、必ずしも働く意欲が十分でない

若者が増えてきている、あるいは、意欲はあったのだけれども失われた若者が増えてきて

いると、こういうものに対する対策が非常に重要な課題になってきております。 

そこで、政府全体の取り組みとしまして、これは文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産

業大臣、経済財政政策担当大臣、内閣官房長官といった関係５大臣により、今年の９月に

「若者自立・挑戦プラン」の具体化ということで資料の８頁にあるような対策を策定いた

しまして、総額 810 億円の来年度の予算要求を行ったところでございます。このプランの

ポイントは三点ございまして、小学校から大学まで、地域や産業界との密接な連携による

若者に対する人材育成の推進、というのが一点でございます。それから二つ目は働く意欲

が不十分な若者、あるいは意欲を失った若者に意欲の喚起から就業・定着までの総合的な

対策を実施しようというもの、三点目が、企業の人材育成の促進を通じた若者の能力の推

進、この三つがポイントでございます。それらを実現するための具体的な施策が、資料に

ございますような、六点です。一点目がキャリア教育の強化、専門的職業人の育成、二つ

目がフリーター・無業者に対する意欲の喚起、三点目が成長分野を支える人材の育成、四

点目が企業内人材育成の促進、五点目が草の根 eラーニングの推進、六番目が国民運動の

推進、でございます。今日は時間の関係もございますので、ポイントだけをかいつまんで

主な施策についてお話ししたいと思います。 

まず、一点目がキャリア教育の強化、専門的職業人の育成ということでございます。職

業に対する教育を高校なり、大学の段階で始めてももう遅いのではないかということがご

ざいまして、小学校、中学校の段階といった早い段階でのキャリア教育を行うことが、必

要であるということであります。中学校を中心に五日以上の職場体験を行って、子供達に

額に汗して働くことの大切さを身につけてもらうことを実施することとしております。こ

れは、文部科学省を中心に、三年間で、全国全ての公立中学校、約１万校ございますけれ

ど、そこで中学２年生を対象に実施することを目指しております。厚生労働省としまして

も、ハローワークから学校に企業人材を派遣するなど、文部科学省、経済産業省ともに三

省連携してキャリア教育の強化を図っていきたいということでございます。 

それから、二つ目のフリーター、無業者に対する意欲の喚起でございます。これは厚生

労働省中心で対策を実施するということでありまして、先程来、働く意欲が十分でない、

あるいは意欲はあったけれども就職活動の過程で自信とか意欲を喪失して働く希望を失っ

てしまった、こういう若者が増えている、ということに対する、新たな対策でございます。

具体的な対策としては、五つございますけれども、一つは、「若者自立塾」の創設というこ

とでございます。これは、一定期間、合宿形式による集団生活で生活訓練とか就業体験な

どを通じて職業人、社会人として必要な基本的な能力の獲得、勤労観の醸成を図って働く

自信と意欲を付与し、そういう自信と意欲を付与した上で就職活動を行っていただく、と

いうものでございます。それから二つ目は就職基礎能力速成講座ということでございまし

て、これは民間の事業者を活用して職場におけるコニミュケーション能力とか、基礎的ビ

ジネスマナー等の修得を図るための講座を実施しまして早期の就職促進を図るというもの



でございます。それから三点目は、ジョブパスポートの普及促進でございます。これは、

例えばボランティア活動などの無償の労働体験等に関する情報の収集・提供を行って、こ

れらの活動の実績等を記録する、我々、「ジョブパスポート」と呼んでおりますけれども、

こういうものを作りまして、企業に対する働きかけ等々を行って、これらの活動実績が企

業の採用選考に反映されるように普及を図る、というものでございます。四点目が、実践

的な職業訓練の枠の拡大ということでございまして、民間委託による無料の若者向けの実

践的な職業訓練の枠を拡大して、ジョブ・カフェにおいても受付を開始しようと、いうも

のでございます。それから最後五点目は、ものづくり立国ということで、工場、民間、公

共の訓練施設等の親子等への解放促進、あるいはものづくり技能に関するシンポジウムの

開催、さらには若者によるものづくり技能競技大会の実施などを通じまして、ものづくり

に親しむ社会を形成し、その基盤の上に熟練技能の高度化を図るというものでございます。 

もう一つ最後に、六番目に国民運動の推進というのがあるのですが、やはり若年者の問

題は、国、社会全体の課題であるということで国民各層の関心を喚起して若者に働くこと

の意義を実感させ、働く意欲、能力を高めるために、経済界、労働界、地域社会等の関係

者が一体となって国民会議を開催したり、啓発活動に取り組む国民運動を展開しようとい

うことであり、国、社会全体をあげて、若者の雇用問題に取り組もうということです。 

 

最後になりますけれども、我が国は、いよいよ 2007 年、３年後には人口減少社会に突入

いたします。もう、既に 15 歳から 65 歳の生産年齢人口は 1996 年から減少し、労働力人口

も 1999 年から減少しております。従いまして、今申し上げました若者あるいは高齢者、女

性、国民全ての人が、意欲と能力とに応じて、働ける社会を作っていけることが重要でご

ざいます。みんなで社会参加し、働いて経済や社会を支えていく、全員参加型の社会を作

っていくことが必要でございます。特にその中で、貴重な人材でございます若者が自信と

意欲を持って、その能力を発揮して働けるように取り組んでいくことが必要でございます。

今回のシンポジウム、ＩＬＯの取り組み、あるいはアジア各国の取り組みも十分参考にさ

せていただき、また、労使をはじめ、関係者のご協力をいただきながら、今後とも、この

若者の雇用問題に全力で取り組んでいきたいと考えております。私からは以上でございま

す。ご静聴、ありがとうございました。 



日本の若年雇用・能力開発対策－コメント 

 

電機連合中央執行委員長 連合副会長 

古賀伸明 

 

電機連合の古賀でございます。先ほど太田統括官より現在の若者の雇用環境、就労環境

そして今後の施策につきまして報告がございました。私ども労働組合としましても今のこ

の若年者の問題というのは、社会の活力に影響を与えるばかりか、経済全体の生産性が低

下をする、そして税金、社会保障システムの埒外におかれてしまうために公助、自助、共

助の成り立つ社会システムの均衡が保てなくなる、そんな課題を抱えていると思います。

また、これも統括官からありしましたように、いわゆる 2007 年問題も含めて若年者の雇
用対策や人材育成というのは極めて重要な課題であり、フリーター、ニート対策も含めて、

総合的な雇用対策として早急に充実させる必要がある、と考えております。さらに、フリ

ーター、ニートということからすればこうした世代の子を抱えていて悩んでいる人もたく

さんいらっしゃるということでございまして、学校、地域を含めた取組も非常に重要では

ないかと思います。 
これらの背景には若年者の多様な意識というものもあるように思います。けれども、私

は、やっぱり景気の長期低迷、グローバル化の中での競争の激化に伴い、従来、これらの

若年労働者も企業の中で正社員として、長期的な視点で育成され、そして社会人として基

本的な資質と共に、職業能力が高められてきたということが少し、日本の社会の中で変質

をしていっている。企業の人材ニーズや採用戦略の変化と共に職業能力の蓄積の機会が少

なくなっている、ということが背景にあげられるのではないかと考えております。 
このようなことを前提に、いくつか課題提起、そして、我々がやらねばならないことを

述べてみたいと思います。まず、一つは若年者の雇用や能力開発に積極的に取り組む企業

に社会的な評価を与え、その企業に対する支援策を充実、拡充することが必要ではないか

と思います。二つ目には、教育現場や公的な職業訓練施設、民間事業所を活用して社会や

企業のニーズに即した能力開発を促進すると共に、ＮＰＯ、労働組合との積極的な連携に

よって、地域地域の事情に踏まえた若年者雇用対策を推進する必要があると考えておりま

す。三つ目には、先ほど太田統括官の方からありましたように、国民会議、国民運動の推

進として国民会議の設立が提起されていました。私たち労働組合も、非常に重要な政策で

あり、積極的に関わっていきたいと思っております。これらの国民会議において、働くこ

との喜びとか、働くことの楽しさとか、あるいは働くことの厳しさ等々を実感している職

場経験者を積極的に活用していくことが必要ではないかと思います。四点目は、小、中、

高の教育課程において職業観や勤労観を醸成するために、自己の適性を模索するための学

習、あるいは身体を通じて自分自身で経験する、そんな体験学習を積極的に取り組んでい

くことが必要ではないかと考えているわけでございます。 
 
 



電機連合における取組－電機産業職業アカデミー 
さて、本日はせっかくの機会でございますので、我々電機連合が昨年 10 月から電機産
業職業アカデミーというものを具現化させました。そのことについて、少しご紹介をし、

私の報告に代えさせていただきたいと思います。 
組合員一人一人が豊かで幸せな生活の実現のためには、今、私たち自身がどんな働き方

をするのか、あるいはこれからのキャリアをどうしていくのか、ということが非常に重要

になってきています。労働組合としては今まで労働環境の整備にはかなり力を入れてきま

した。けれども働くことそのものに、どれだけ本質的に切り込んできたのか、そんな活動

を展開したのかという反省がございます。先ほどいいましたように、職業能力を高め、自

己実現を図りながら、職業人としての幸せを追求する、そのためには自らのキャリアとい

うものを自らが考えなければならない時代に入ってきた。ということで、この電機産業の

職業アカデミーを労働組合として取組を始めました。組合員の皆さんをサポートする取組

として四つの取組を推進しております。一つは職業適性検査というものを電機連合のホー

ムページ上で行える仕組みを作りました。そして二つ目は職業能力開発、キャリア開発の

相談に対応しよう、ということでキャリアデザインセンターというものを電機連合に置き

ながらそこでの相談対応、というシステムを作りました。そして三つ目は電機連合構成組

合企業にお願いをしまして、いま、電機 14 社の研修をオープンにしていただき、電機連
合の組合員であればどこの会社の研修でも自由に受講できる、このような体制を敷きまし

た。そして四つ目には採用情報の提供ということで、電機連合に加盟している組合の企業

が発表している採用情報を全てオープンにホームページ上で見られるようにしたわけでご

ざいます。加えまして、一番重要なことは、キャリアの開発推進者を養成しようという取

組も進めております。組合員の皆さんのキャリア形成をサポートする、キャリア開発推進

者を労働組合としても各組合に養成していこう、ということで、2003年 10月から取り組
み、現在 200 名弱のキャリア開発推進者が誕生しています。もちろん、この取組はそう、
簡単なものではないと思いますが、一歩ずつその取組を推進していく中で、労働組合、働

く側としてのキャリア、あるいは働く側としての働き方、そんなことを追求していきたい

と思います。 
加えまして、私は金属労協（IMF-JC）の議長も兼務しておりまして、IMF-JCでは「も
のづくり」の伝承、発展ということが非常に今、危機ではないかということで、これまた、

長い取組となりますが、小学生、中学生を対象にしながら、IMF-JCとして「ものづくり」
教室というものをトライアルしております。労働組合の役員ＯＢの方の支援・協力も含め

て、「ものづくり」を実際に体験してもらう、こんな取組を労働組合として展開しようとし

ていることをご報告し、私のコメントに代えさせていただきたいと思います。ありがとう

ございました。 



日本の若年雇用・能力開発対策－コメント 

 

富士電機ホールディングス（株）相談役 

加藤丈夫 

 

加藤でございます。私は現在、日本経団連の労使関係委員会の委員長を勤めております

が、経済人の集まりである日本経団連の経済同友会も、この若年雇用と能力開発の問題に

ついては、重大な関心を持っておりまして、議論を深めていく、というところです。 
 
経営者が取り組むべき課題 
今日はその中から、当面経営者が取り組むべき課題について、四点コメントさせていた

だきたいと思います。 
第一の問題は、先ほど太田統括官からもお話がありましたように、企業として長期的な

採用計画、安定した雇用対策をしっかり作るということです。長引く不況の中で、企業は

やむを得ず、在籍している社員の早期退職、転職の勧奨ということを続けて参りました。

このことが、結果的に若い人たちの採用の門戸を狭めることになりました。若い人たちの

雇用に大きな影響を及ぼしたということは残念ながら認めざるを得ません。幸い、景気が

少し回復して参りましたので、この際改めて、企業が長期的な継続した安定した雇用計画

というものを策定する必要があるという風に考えております。今、私たちが非常に危機感

を持っておりますのが、こういう景気の動向によって若い人たちの採用の動向というのが、

増えたり減ったりする、ということは将来の会社の人員構成に大きな歪みを生ずる、同時

に特に物作りの企業にとって非常に重要な技術、技能の伝承ということが途切れてしまう

のではないか、ということです。このことを改めて企業経営者は考え、安定した継続した

雇用プランということをテーマに掲げたいと思っております。 
二つ目の問題は学校と企業の交流を推進する、ということです。近年、大学と企業の間

では産学の連携ということがだいぶ進んで参りましたけれども、その前の段階、中学校、

高等学校と企業との交流というのは必ずしも十分ではありませんでした。特に若い人たち

に職業観を植え付ける、大事な中学、高校の場面で企業のニーズというのをどういう風に

反映させていくかという取り組みが十分ではなかった、と思います。現在、特に経済同友

会が力を入れておりますけれども、中学、高校と企業経営者との交流を深めようという取

り組みを推進しております。具体的には、企業のトップが中学、高校に出かけて、授業を

受け持つ、それを通じて学校の先生との懇談の機会を増やす、ということで昨年は約 150
名の経営トップが中学、高校に出かけましたけれども今年は 200人以上の経営者が学校で
実際に授業を受け持つということを目標としています。逆に先生が企業の生活を体験して

いただく、教師の企業研修の機会というのをこれから増やしていきたいと思っております。 
三番目は学生の企業体験の充実です。先ほど太田統括官からもお話がありましたように、

現在はインターンシップ制度を取り入れる会社がかなり増えて参りました。大企業では約

３分の１がこの制度を取り入れておりますけれども、現在のインターンシップ制度という



のは就職を予定している企業に３ヶ月とか６ヶ月、就職前の体験ということで行われてい

るケースが非常に多いのですが、これからは、企業がもう少しその枠を広げて、単に採用

予定の学生だけじゃなくて、幅広い層の学生を受け入れる、現在は大学生が中心ですけれ

ども、高校生、中学生まで範囲を広げていくということが大切だと思います。先ほど太田

統括官からもお話がありましたように、現在、兵庫県、富山県などで中学生が一週間、就

労体験をする、これが大変、職業観を持つのに有効であるという報告がなされています。

文部科学省では 2005年からこれを全国に展開して、ポイントは中学二年生、14歳の時期
が一番大事な時期だそうですけれども、この時期の就労体験について企業も積極的に応援

してきたいと思っています。 
四つ目の問題は、企業の中でのＯＪＴの充実です。統計によりますと、企業が計画的Ｏ

ＪＴに費やす時間は 1990 年代のはじめから 2000 年のはじめ 10 年間の間に、1990 年代
のはじめは 74％あった企業が、2000 年のはじめには 42％に減少した、ということです。
同じように全体の教育訓練費というのも、この 10 年間で１千億減少した、ということで
す。これは企業がかなり即戦力を採用することによって起こった現象とも言えますが、こ

れからはやはり改めて、企業としてＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴの強化に取り組む必要があると

考えています。最近、我々の間で議論されているのは、日本の物作りの現場で、「現場力」

というものが低下しているのではないか、ということです。いろいろなところで事故が起

こったり、災害が起こったりしている。改めてＯＪＴを充実して、この、日本の産業の特

徴である、「現場力」の回復強化に努めていきたい、このことが我々の四番目のテーマです。 
具体的なテーマばかりのご紹介になりましたけれども、今、経営として取り組みたいと

いうテーマについてご説明いたしました。ありがとうございました。 



日本の若年雇用・能力開発対策－質疑応答 

 

会場からの質問１ 

二つ質問があります。一つは、日本はかつて高齢者問題といっておりました。今、若年

問題も出てきました。一体、高齢者の取り組みに重点を置くのか、若年者に重点を置くの

か、ということについて個々のお考えを聞きたい。第二点は、安定と変化、両方の要素が

あって、今、お話を聞いていると、古賀さんは、どうも変化の方に対応することを考えて

おられる、加藤さんの話は、変化に対応するといったお話がどうも安定の方に傾いている

様に思われる、両方とも大切とおっしゃるでしょうが、どちらが大切なのかという簡単な

お答えをいただければありがたい。以上です。 

 

会場からの質問２ 

私は行政の方に、これは要望ということになりますが、ちょっとお聞きいただきたいと

思っております。今、私どもが関係して取りまとめております、全国勤労青少年ホーム、

これは全国に約 500 カ所ございます。昭和 34 年の勤労青少年福祉法に基づいて勤労青少年

の職業指導、そして職業訓練の奨励、そして余暇対策といいますか、戦後の集団就職で中

小零細業に勤めた若者が、仲間がいない、遊ぶ場所がない、ということで設置された施設

でございます。この 500 の活動ホームは、今おっしゃった人材養成にもかなり関わってく

ると思います。約 11 万５千の若者が登録しまして、そこでクラブ活動、いろんなホームが

主催する講座で互いに切磋琢磨しております。この施設は体育館から研修所、かなり広く

若者が活動する施設となっております。ところが、その施設が今、次々と閉鎖しまして、

月間 30 カ所くらいは閉鎖しております。その原因は、地方の行政財政改革の中で切られて

いく。もう一つが、運営するノウハウが地方ではなかなか蓄積されていないということで

す。それぞれの施設はこの問題、フリーターの問題にしましても、高い認識、危機感を持

っております。 

もう一点お願いしたいことは、あるホームでは毎年登録者の登録替えをします、このと

きに約 20％ですか、その若者が、無職で職業欄を空欄にしている。それは言いたくないの

か、働いていないのか、いわば約 20％はニートに近いような状態であります。この、500

に近い施設を青少年対策の中で活用していただきたい。30 数年歴史があるわけでございま

す。それが私の行政に対する要望であります。どうかよろしくお願いします。 

 

会場からの質問３ 

二つございます。まず、太田さんに対する質問です。若者がフリーターやニートになる

ことを許してしまう、今45歳から55歳ぐらいの親の世代への教育も必要なのではないか、

と思いますがいかがでしょうか。それから、加藤さんには、先生あるいは学校に企業の方

が行く、または先生が企業に行く、これはとてもすばらしいと思います。先生が企業に行

って社会経験を積まれることはとても大切だと思います。その一方、企業のトップの方が

学校に行かれて話をされるのは社交辞令ばかりでしたので、20 代とかですね、入社５年程



度の若い人に本当の実体験を語って貰いたいと思っておりますがいかがでしょうか。この

二点、よろしくお願いします。 

 

太田俊明 厚生労働省政策統括官 

三点、それぞれの方へのお答えを申し上げます。はじめの高齢者と若者のバランスでご

ざいますけれども、結論から申し上げますと、私ども、高齢者も若年も両方重要だと考え

ております。それは、先ほど申し上げたとおり、2007 年から人口減少社会に入る、労働力

人口はもう既に減っている。このままで行きますと 2015 年まで労働力人口は約 400 万人減

るわけでございます。このことは経済成長にも非常に大きな影響を与えるということで、

若者、高齢者、女性、みんなが全員参加型の社会を作っていくことが必要である、と申し

上げました。若者も高齢者も女性もみんなで働ければ、何もしなければ 400 万人減る労働

力人口の減少を 70 万人程度に留めることができるということで、それぞれ対策の対応は違

いますけれども、重点を置いて取り組むべき課題だと考えております。 

それから二点目、勤労青少年ホーム活用でございますけれども、若年者雇用対策問題、

ここ２，３年、我々、力を入れて取り組んでおります。ジョブ・カフェなり、来年度から

は若者自立塾という形で、いろんな形での対応を考えておりますけれども、やはり総合的

な取り組みが必要でございますので今までの勤労青少年ホームでの経験など、十分活用さ

せていただきたいと思っております。 

それから、三点目、親への教育も必要ではないかということで、私ども、まさにおっし

ゃるとおりだと思っております。この問題は若者だけでなくて、社会全体で取り組んでい

く問題であると考えております。雇用問題だけではなくて教育、産業、社会、非常に広が

りの大きい問題であると考えております。従いまして、労使あるいは地方関係者、みんな

が入った国民会議で意識の喚起を図っていこうということでございますので、そういう形

では、親も含めて社会全体で取り組むということが重要である。とりあえず私からは以上

でございます。 

 

古賀伸明 電機連合中央執行委員長 連合副会長 

高齢者、若年者の問題ですけれども、当然のことながら両方だということになると思い

ますが、私は、課題というのがどこにあるのかということを今一度整理をしなければなら

ないだろうと思います。雇用ということをとらえても雇用って一体なんだということにな

っていくわけです。何らかの形で社会に参画しうる、社会と関わっていく、そんな方策を

どう選択肢を増やしていくかということは片方では非常に重要なことではないかと思って

おります。 

二つ目の安定と変化ですけれども、私は決して安定と変化が相矛盾するものではないと

考えております。そして、今、我々がおかれた状況というのは、むしろ、昔、相矛盾して

いるような事柄をも異なる次元で統合しながら新しいコンセプトをどう作っていくかとい

う時代を生きていると私自身は感じております。そういう意味では、安定か変化かという

ことに対して、こちらは○でこちらは×、ということではないでしょうし、安定と変化と

いう二つの中から、全てどちらかということよりも、双方にバランスを取りながら、対応

していく、必要があるのではないか、ということをお答えとして申し上げます。 



 

加藤丈夫 富士電機ホールディングス（株）相談役 

高齢者、若年者の問題ですが、数字につきましては太田さんからお話がありました。私

たちがこれから問題になると思っているのは、今、お話になった 2007 年問題です。ちょう

ど 2007 年というのはベビーブームで生まれた人たち、1947 年から 49 年に生まれた団塊の

世代がちょうど 60 歳を迎える時期で、この層は今、700 万人いるといわれていまして、他

の世代よりも２割から５割人口が多い。この人達が一挙に現役世代から去ったときに、先

ほど申し上げた、技術、技能の伝承というのはきちっとできるのか、ということが私たち

の大きな問題意識です。ですから、我々は、この団塊の世代に何とかソフトランディング

する施策を講じたい、これが高齢者対策です。そして、この技能、技術をしっかり若い人

たちに伝えていきたい、これが若年者対策のポイントだと思います。 

それから、二番目の安定と継続ですが、私が安定といっていますのが、例えば、新しい

人たちの採用政策について、これは企業の反省ですけれども、景気のいいときには大卒の

社員を１年に 500 人採用する、少し景気が悪くなるとそれが 100 人になる、あるいは一挙

にゼロになる、今まで、残念ながら企業はそういう採用政策を採ってこざるを得なかった

のです。しかし、これからは、ゼロから 500 という形ではなくて、長期的な採用計画の中

で安定継続ということが大事であるという風に思っております。 

最後の、トップの出張事業ですが、おっしゃるように中学生や高校生達が具体的に自分

の進路を考えるヒントということでいえば、30 代から 40 代の、今第一線で働いている人

たちの学校との交流が十分に大事だと思います。これからやっていくべき課題だと思って

おります。ただ、大企業のトップが授業をすると、社内で社員に訓辞をするよりは、50 人

の中学生の授業をする方が、はるかに緊張するのです。これは非常に私は良いことだなと、

トップが本当に教育を考えるいいチャンスだと思っております。この二つを組み合わせて

いきたいと思っております。 



アジアの若年雇用・能力開発対策－韓国 

 

韓国労働部雇用政策審議官 

申英撤（シン・ヨンチョル） 

 

若年雇用に関するシンポジウムに参加された尾辻秀久日本国厚生労働大臣、ファン・ソ

マビアＩＬＯ事務局長、各国からの代表者、出席者のみなさま！ 

 

私は、本シンポジウムの開催に尽力された日本国政府とＩＬＯのみなさまに対し、心か

ら感謝申し上げたいと思います。 

 

とりわけ、韓国の若年雇用政策について紹介する機会をいただいたことをうれしく思う

とともに、感謝申し上げます。 

 

議長及び会場のみなさま、 

 

「グローバル化と若者の未来に関するアジア・シンポジウム」のテーマは、すべての国

際機関と同じく、アジア各国が努力を傾注して克服していかなければならない課題であり

ます。 

 

国と国の間の境界があいまいになっていく中で、社会のあらゆる場面において、競争は

より激しくなり、市場は社会のすべて構成員に対し、自らの生存の為に変わっていくこと

を強いています。 

 

グローバル化と競争は、経済効率を高めることにより、物質的な繁栄をもたらしている

かもしれません。しかしながら、他方で、効率性のみを強調するグローバル化は、一定の

階層の利益だけになって、すべての人にとっての生活の質の改善をもたらさないでしょう。 

 

特に、グローバル化は学校卒業後、はじめて労働市場に参入しようとする若者により大

きな影響をもたらしています。若者は厳しい競争の中で、職業能力の欠如と労働市場に関

する情報の不足により、働く場を見出すことができないでいます。 

 

こうしたことが、グローバル化に係る問題と若年雇用に関する問題とに同時に取り組ん

でいかなければならない理由です。 

 

グローバル化の影響は、一国の中だけでなく、さまざまな国々の間でも異なっています。

多様な国々から構成されるアジアにおいては特にそうです。 

 



ここで、私は韓国における経験を紹介させていただきたいと思います。韓国における経

験をお話しすることは、きっとグローバル化を繁栄のプロセスに変えるための手助けにな

るであろうと思います。 

 

1960 年代から、韓国の労働市場は、急速な経済成長の中でかなり安定していました。 

当時、輸出主導成長戦略の遂行とともに、重要産業分野は、労働者不足を経験しました。 

当然、雇用政策は熟練労働者の養成と供給に集中しました。 

 

1997 年の終わりから、韓国の労働市場は、量質共に大きな変化を受け始めました。 

1997 年に韓国と他のアジア諸国を襲った金融危機は、韓国経済をすっかり変えてしまい

ました。 

 

市場で生き残るために、官民すべての部門が事業再構築を余儀なくされました。その過

程で、多数の会社が、市場を撤退することを余儀なくされました。 

 

事業再構築の努力と破産会社の撤退は、年間雇用の減少をもたらしました。雇用の吸収

力は低下し、失業率は金融危機以前の 2～3％の水準から、1998 年には７％に跳ね上がりま

した。 

 

労働市場の突然の悪化は、初めて仕事を見つけようとする若者に大きな影響をもたらし

ました。若者の失業率は、1996 年の 4.6％から 1998 年には 12.2％に上昇しました。 

 

先例のない莫大な失業者数に直面した韓国政府は、自らを「反失業内閣」と名付け、失

業問題を克服するために、すべての人々と共に総力をあげての努力をしました。 

 

大規模公共事業や、起業支援、若年者向けのインターンシッププログラムなど、短期的

な施策により、失業者に対して仕事が供給されました。 

 

これらの短期的施策の他に、中長期的施策も実施されました。 

具体的には、中小企業やベンチャー企業の育成、雇用保険の適用範囲の拡充といった社

会的セイフティーネットの拡張、雇用を安定させるためのインフラ整備、職業訓練の強化

による雇用創出などでした。 

 

失業問題は、不断の事業再構築と改革の努力の結果により改善しました。失業に対する

韓国政府の対応は、失業率を３％台に低下させ、労働市場を安定化させる上で、重要な役

割を果たしました。 

 

それにもかかわらず、民間部門で実行された事業再構築と改革により、企業は正社員(常

雇)の雇用に消極的となりました。労働市場は全体的には安定していますが、若者の失業率

はなお７％台という高水準を記録しています。 



 

韓国の若年労働市場における最も著しい変化は、需要サイドにおいて、若者の求人の減

少が起こったことです。経済成長は、1990 年代の７％から 2003 年には 3.1％に減速しまし

た。産業構造の複雑化によって雇用創出力も低下しています。 

 

労働力供給サイドにおける主要な変化は、大学進学者数の増加に伴う、大卒者数の大幅

な増加です。高卒者の大学の進学率は 1990 年には 33％にすぎませんでしたが、2004 年に

は 81％にのぼりました。全体として、1985～2003 年の期間で、大卒者数は、ほぼ２倍にな

りました。 

 

若者が仕事を選ぶ上できつい仕事を避けようとする傾向が、若年者失業の原因の一つと

なっています。大卒者が好む大企業、金融機関、公益企業の様な、「いい職」の数は減少し

ているにもかかわらず、若者が中小企業で働くことを嫌がっているゆえに、中小企業は、

労働者不足に苦しんでいます。 

 

職業紹介、職業相談を主管する公共職業安定所など雇用を支える社会基盤も弱体のまま

です。 

もう一つの要因は、求人や、産業に特有の要求などといった情報を提供するシステムが、

存在しないことです。 

 

こうした若年者の失業を引き起こす要因を認識し、韓国政府は最近、その問題に取り組

むための、さまざまな方法を導入しています。 

 

まず初めに、政府は、潜在成長力を高めることをとおして、より多くの雇用を創出する

とともに、産学連携の推進により、産業界のニーズに適した人材を開発しようとしていま

す。 

 

取組の重点は、雇用の安定を確保する職業能力開発と、学校から仕事への円滑な移行を

進めるためのインフラ整備とに置かれています。 

 

しかしながら、長期的施策の確実な成果を立証するためには、かなり長い時間を必要と

するでしょう。このため、若者に仕事を見つける動機を与え、彼らの雇用に適する能力を

維持するための短期的施策が、長期的施策と密接に連携して実行されています。 

 

また就職過程での摩擦要素を最小にするための努力の中には、公共部門における雇用創

出、さまざまな就労体験を提供すること、及び職業紹介を容易にすることを含んでいます。 

 

韓国政府は、若者の失業問題に取り組むための主な施策として、「職業体験プログラム」

を実施しています。このプログラムを通して、学生は、民間企業や公共団体で働く機会が

持てます。 



 

このプログラムに参加している生徒は、さまざまな仕事と職業の理解を高め、将来彼ら

にとって適切な仕事を選ぶことができます。私は、社会経験や具体的な将来の計画を欠く

若者に対して、労働経験を提供することは、きわめて重要であると信じています。 

 

我々は、若者が、適切な職業上の考え方及び仕事をさがす能力を十分に開発することを

可能にさせるため、すべての若者がレベルに応じた職業訓練や職業相談を受けられるシス

テムを確立するつもりです。 

 

職業訓練や職業相談サービスは、いつでも学校において若者に提供されるべきです。学

校にも仕事にも行かない若者に対して、職業能力開発プログラムを、彼らが労働市場に参

入する手助けとなるために提供されるべきです。 

 

特に「リスクを持った若者」や学校を中退した若者の職業能力開発は、職業経験を積む

手助けすることによって、彼らの労働力率を改善するでしょう。 

 

「リスクを持った若者」が経済・社会から締め出されることを防ぐため、そして、彼ら

の仕事の安定を手助けするため、生涯能力開発の機会が彼らに提供されるべきです。 

 

職業能力開発は、労働市場に参入前だけでなく、参入後も必要です。グローバリゼーシ

ョンの進展と急速な科学技術の革新により、高い技術と専門的知識を備えた労働者への需

要が増加している一方で、熟練を要しない肉体労働への需要は減少しています。 

 

その上、ビジネス環境の変化に弾力的に対応しようと、弾力的な雇用システムを選ぶ会

社が増えています。 

 

こうしたことを背景に、職業能力開発は、個人のエンプロイアビリティ及び企業の生産

性を改善し、そして、社会的統合を成し遂げるための重要な役割を担うようになってきて

います。労働者間の、知識と技術の格差は、労働市場での不平等を引き起こす主な要因と

なって現れています。 

 

こうしたことから、誰にでも、いつでも、どこでも、学習する機会を提供する生涯学習

システムの重要性が強調されています。したがって、韓国政府は、学習、仕事、そして福

祉をつなぐ「生涯学習福祉システム」の実施を計画しています。 

 

聴衆のみなさん! 

 

私は、この時機を得たシンポジウムは、グローバル化の中で、アジア全体で起きている

若者の失業傾向に対応する方法を討論するための公開討論会として重要であると思います。 

 



若者の失業問題は切迫しているとの認識のもと、ＩＬＯは 2005 年総会で、若者の失業に

ついて討論する予定です。 

 

また、2005 年、韓国の釜山で開かれる予定の ILO アジア太平洋地域会合にも期待して

います。若者の失業問題が、会議の主な協議事項に選定されていて、同問題が徹底的に議

論されるでしょう。 

 

韓国政府は、このシンポジウム及び来たる 2005 年のイベントの成果が、ＩＬＯ加盟国は

もちろんアジア地域全体にとって、有益な論及になるよう、心から希望します。 

 

韓国は相互協力に意欲的であり続けることを、皆様方にお約束します。 

 

最後までご静聴、ありがとうございました。 

 



アジアの若年雇用・能力開発対策－インドネシア 

 

インドネシア労働・移住省 職業訓練・国内雇用総局長 

キルナディ 

 

議長、(各国)代表、聴衆のみなさま、 

 

 インドネシア政府に代わって、私は、あたたかい歓迎とこのシンポジウムの主催国の親

切なもてなしに対し、日本政府へ感謝の気持ちを述べたいと思います。 

この機会に、若者の考え方とグローバル化に対する情報交換をするために、この重要なシ

ンポジウムを用意して下さったＩＬＯ、国連大学、そして日本厚生労働省にも、心から感

謝の気持ちを述べたいと思います。 

我々が討論し、若年雇用の問題に係る経験を共有するであろうゆえに、このシンポジウ

ムはとても重要です。 

 

 若年雇用の問題は、社会的、経済的、そして安全の不均衡状態を誘発する重大問題であ

り、その不均衡は、若者が阻害される終局的な原因となります。 

若者の失業は、暴力、犯罪、そして政治的不安定の増大という、国家単位や全世界単位で

の影響をもたらしています。 

これらの問題には、関心を持ち、総合的政策を打ち立てることによって、解決策を見出

す必要があります。 

 

 2003 年の全国労働力調査では、インドネシアには 950 万人の失業者がおり、25 歳以下年

齢層が全労働力人口の 20%なのに、950 万人の失業者のうち、ほぼ 60%が 25 歳以下であり

ます。 

 

 インドネシアの若者のほとんどが、地方に住む女性であり、限られた教育、訓練、経験

しかないために、就職の機会が限られてきています。 

なおその上、職がある若者とはいっても、平均 32.36%は、不完全雇用です。 

これは、彼らが仕事不足で、また、十分に稼げない事を意味しています。 

 

 インドネシアにおける、若年雇用の状況と、失業している若者や不完全雇用の若者の挑

戦の状況を、簡潔に説明しましょう。 

このプレゼンの最後に、若年雇用の支援活動に関するいくつかの政策を、簡潔に説明し

ましょう。 

 

若年労働市場 

Ａ わずかな雇用創出 



インドネシアの経済は、景気後退や景気停滞を経験後、回復しました。 

経済成長は、2003 年には 4.0%まで改善し、2004 年には 4.5%に昇ると予期されます。 

このような経済成長の中では、雇用創出、特にフォーマルセクターでのそれは、 非常に

限定され、若年労働者を含めた労働供給のますますの増加に適応させるには、かなり不十

分です。 

フォーマルセクターに雇ってもらえない人々は、失業するかまたは、最後の頼みの綱と

してインフォーマルセクターで働くしかありません。 

 

インドネシアの雇用の産業構造は、完全に変化してきており、それが若年雇用に影響し

ています。 

若年雇用の情況として、大部分の産業において、若年被用者のパーセンテージが増加し

ていることは、驚くべきことではありません。 

若者の大部分が、農業、製造業、貿易産業に従事しているものの、1990 年から 2003 年

の間に、農業と社会サーヴィス産業に従事する若者の比率は低下しています。 

 

農業業界に従事する若者の比率は、1990 年の 55.2%から、2003 年には 42.8%へと、減少

しています。 

若者の比率が多いことで２番目にランクされる製造業部門では、その比率も増加してい

ます。 

居住地域に関して、都会の若者は、地方の若者と比べると、異なった傾向があります。 

都会の若者は、たいてい製造業や商業に従事しますが、それに対して、地方の若者の大

部分は、農業に従事します。 

 

Ｂ 教育水準 

若者の大部分は、小学校かまたは普通の中学校程度の学力を有し、それは 2003 年では

66.8%を占めます。 

しかし、小学校及び中学校程度の両方を合わせた全割合は、1990 年と比較してほぼ同じ

ですが、小学校程度の学力の若者の割合は、1990 年の 42.2%から 2003 年には 30.0%へと低

下しています。 

 

Ｃ 若者の人口 

 2003 年労働力調査は、15 歳～24 歳の若者が、約 3,980 万人だと計上しており、女性は

若者の全人口の 49.2%を占め、そして若者の大部分は地方に住んでいます。 

若者の割合は、全人口の 18.3%に匹敵し、これは 1990 年の 21.60%という記録よりはやや

少なくなっています。 

 

Ｄ 労働力 

 2003 年の若者の全人口は 3,980 万人であり、およそ 2,048 万人が労働力(人口)で、1990

年の 1,729 万人より増加しました。 

若者の労働力参加率は、1990 年の 50.93%から 2003 年には約 51.5％に上がりましたが、



総労働力率の 65.7%よりは下回っています。 

1990 年から 2003 年の間、15～19 歳の若者の労働力参加率は、20～24 歳の労働力参加率

よりも少なくなっています。 

 

上記に加え、20～24 歳の労働力参加率が増加の傾向にあるのに対し、15～19 歳の若者の

労働力参加率は、減少の傾向にあります。 

全般的に、若年男性は若年女性よりも、労働力参加率が高くなっています。 

 

Ｅ 若年雇用の人口比 

 2003 年の 15～24 歳の若年雇用数は 1,477 万人であり、1990 年から、若く職のある男女

合わせて 113 万人減少しています。その内訳は、それぞれ男性が 22 万人、女性が 91 万人

の減少です。 

15～24 歳の雇用の減少は、主に 15～19 歳の雇用の減少が原因といえます。 

その上、若者の人口比自体が、1990 年の 46.86％から 2003 年には 37.12%に減少してい

ます。 

 

Ｆ 若者の失業 

 若年失業者は、全失業者数のうち、高比率を占めています。 

2003 年の失業者数は 950 万人ですが、その中で約 570 万人すなわちほぼ 60%が、15～24

歳の失業者であり、その大部分は 20～24 歳の失業者です。 

 

2003年、若年失業率は27.88%であり、失業率全体の平均が9.50%であるのと比較すると、

そのほぼ３倍にあたります。 

全体として、失業率は男性より女性の方が高くなっています。 

 

Ｇ 不完全雇用 

 2003 年の若年者の不完全雇用は、総不完全雇用者数の中で、だいたい 478 万人すなわち

ほぼ 16.80%になっています。1990 年と比べると、206 万人が減少しました。 

この低下は、1990 年の 381 万人から 2003 年には 187 万人へと 15～19 歳の若年者数自体

の低下によります。 

2003 年の若年者不完全雇用は、それぞれ男性が 56.70%、女性が 43.30%を占めています。 

 

 

Ｈ 若年者の失業期間 

 若年求職者の就職活動戦略は、年齢層に応じて多様で、労働市場に違いがあることを示

唆しています｡ 

15～24 歳の若年求職者の平均就職活動期間は、1990 年には 9 か月であったのが 2003 年

には約 7 か月に低下しました。 

 

若年雇用政策 



 インドネシアの発展において果たす若者の役割を、政府は戦略的に考えています。 

この重大問題は、若者を国家の発展源の一つであると考え、若者を大事にするよう、国家

政策において長い間懸念され、さけばれてきました。 

若者を啓発する努力や方法には配慮が必要で、包括的な雇用戦略と施策をうちたてること

により若者は適切に応対されるべきであり、その雇用戦略及び施策の主なねらいは下記の

通りです。 

１ 若者を適材適所で、雇用し活用する。 

２ 若者の雇用創出の公平配分を果たす。 

３ 若者のために労働保護を設ける。 

４ 若年労働者の福祉を手厚くする。 

 

 若年者失業問題を克服するための戦略は大まかに、供給サイドの志向と需要サイドのア

プローチに分類できます。両アプローチには、エンプロイアビリティ、創業(アントルプル

ナーシップ)、雇用創出、そして平等雇用が関係している。 

 

 若年失業者をなくそうと努めるこれらの政策に基づき、インドネシア政府はアクション

プログラムを掲げる努力をしてきました。 

その施策の大部分には、政府、民営部門、非政府組織、そして他の関係者を含んだ、さま

ざまなプレーヤーが参加しています。 

 

 行われてきたいくつかの施策は下記の通りです。 

 

１ インドネシアの若年雇用ネットワーク 

 すべての若年者政策およびプログラムを調整、調和させるために、インドネシア政府は

既に若年雇用ネットワーク(インドネシアＹＥＮ)を準備しました。 

若年雇用ネットワークは、ネットワーク、国家行動計画、そして政府、使用者団体、労働

組合、若年者組織、その他民間組合団体間の協力を樹立して、若年者失業を軽減するため

の各種の努力と資源とをプールすることをねらっています。 

 

２ 職業訓練能力開発 

 失業問題は、いくぶんか、教育システムが、たいてい仕事の分野と関係のないカリキュ

ラムを提供しているという事実に起因します。 

 たくさんのさまざまな訓練プログラムが、労働市場で即戦力になる若者の労働能力を伸

ばすために展開されています。これには国家職業資格体系の開発も含まれます。 

このようなプログラムは、労働移住省やその他の機関によって実施されています｡ 実施さ

れてきたいくつかの訓練(プログラム)については次の通りです。 

a   機械、自動車、溶接、電気、そして商業といったさまざまな訓練は、職業訓練セン

ターによって提供されます。 

政府は現在、中央政府の管理下にある６の大きな職業訓練センターを含め、全州と

多くの郡都に設置されている、およそ 153 の職業訓練センターを運営しています。 



b   自営業者になるための訓練には、通常、ビジネス式訓練と結合した訓練、融資や助

成金や営業場所(を得やすくするための)支援も含まれます。 

ｃ   創業家(エントルプルナーシップ)になるための訓練には、創業家に必要な技量訓練

も含まれます。 

その技量は、世界経済において競争力有利を維持するためにも重要です。 

 

3 雇用機会の拡大 

 雇用創出プログラムも、地方に住む若年失業者や若年不完全雇用者というような、労働

力となるいくつかのグループのための特別プログラムを通じて実施されており、若年失業

者を減らすだけでなく、終身雇用の仕事をも創出することをめざしています。 

雇用創出プログラムは、労働集約型の計画を通じて実施されており、大部分が地域開発プ

ログラムと結びつけられています。 

 プログラムの方法には、ボランティア労働者の利用を通じた雇用創出開発もあります。

他の若者を教導し、管理し、自営が出来るように訓練する為に、ボランティアで従事する

若年者が動員されます。 

 

４ 公共職業安定機関の整備 
 失業に関する労働市場の主な問題の一つは、摩擦的失業をもたらしてしまう情報の不十

分さです。(公共)雇用サーヴィス強化の努力は、労働市場の若年失業者問題の是正に鍵と

なる手段だと考えられています。オンライン職業サーヴィスというような仕事と求職者と

をマッチさせる自動化システムである「インドネシア型ジョブネット」を確立することは、

我々が優先すべきものの一つです。 

 

５ 仕事フェア 

 労働移住省はさる 2004 年 5 月に全国仕事フェアを実施し、将来見込みのある雇用者なら

びに将来見込みのある被雇用者、特に若年求職者を集めました。 

中央政府と各州政府の協同で、仕事フェアは、2004 年 12 月に拡張して行われます。 

 

６ 学校における職業ガイダンスの強化 

 労働移住省と国民教育省は、中学校に職業ガイダンスの教師とカウンセラーを配置する

ことを支援しています。労働市場新参加者または学生に対し、労働市場の基本原則の知見

をふやして、彼らが雇用(される)前に、教育課程から社会人となる移行を容易にするため

の努力が払われています。 

 

 これらが、インドネシア政府が行った、若年雇用と労働政策におけるいくつかの主要点

です。我々は、このプレゼンが、皆様にインドネシアの若年労働市場問題に対してより良

い考え方を理解する手助けとなることを望んでいます。 

 

どうもありがとうございました。 



アジアの若年雇用・能力開発対策－参加国からのコメント 

 

 

次の参加各国から、若年雇用問題に関する各国の実情や対策に関するコメントがなされ

た（詳細についてはカントリーレポート（別冊）を参照）。 

 

 

ベトナム、中国、マレーシア、シンガポール、パキスタン、バングラデシュ、 

タイ、スリランカ、ブルネイ 

 



若者の声 

 

◆パネリスト 

林 宏美     本田技研工業（株）埼玉製作所 

塗装・樹脂工場化成１モジュール 

大村恵美     篠宮竹細工所 

瀬下 素     ワタミフードサービス（株）社長室広報担当 

高成田健     日本労働者協同組合連合会センター事業団 

東関東事業本部事務局長 

◆司会 

玄田有史   東京大学社会科学研究所助教授 

 

 

【日本の若者の現状】 

玄田有史 

今回「グローバル化と若者の未来に関するアジア・シンポジウム」ということでさまざ

まなセッションが行われています。この一時間あまりのセッションは、じかに若者から話

を聞いてみようというセッションです。 

今、日本の若者は非常に生きづらさを感じています。生きることが苦しい。さまざまな

国の比較調査を見ましても、将来に対して希望がない、未来を感じられない、そう答える

若者の割合は、日本が他の国に比べても極めて高い、突出していると。実際その将来に対

する難しさを感じている兆候というのはさまざまな現象としてあらわれています。今、日

本経済は徐々に改善したとはいえ、まだ 10 代とか 20 代の失業率は非常に高い水準が続い

ています。また、失業者ではないにせよフリーターというふうに日本語で呼ばれている正

規の仕事ではない人達が増えていて、なかなか安定した仕事に就くことができません。ま

た、1998 年以降日本では少年犯罪であるとか非常に難しい問題が増えてきています。最近

では、失業者でもない、フリーターでもない、働くこと自体に希望を失った若者達、これ

は日本語では「ニート」（ＮＥＥＴ）と呼んでいます。ニートというのは、”not in education 

employment or training”の頭文字をとってニートと言っています。こういう働くこと生

きることに対して難しさを感じている若者が非常に増えている。 

いったいどうすればいいのか。日本だけでなくこれからアジア各国も抱えていく問題で

しょう。ただ、その中ですべての若者が苦しい状況にあるわけではない、また苦しい状況

にありながらも、そこで自分自身どうしていけばいいのかいろいろ試行錯誤を重ねながら

自分自身の未来を切り開いていこうとする若者達もちゃんといます。今日はこの四人の

方々に集まっていただきました。 

 

【若者の紹介】 

林さんはものづくりという現場で働いていらっしゃる方です。グローバル化の中で日本



の製造業は果たしてどうなっていくのか、苦しいことが多いのではないか、そう思いなが

らも実際お話をうかがうと、林さんの話は大変明るい、将来に対する未来を感じさせてく

れます。大村さんもいわゆる職人という世界で生きていらっしゃる方です。学校を卒業し

て、先生もしくは親方のもとで働きながら、今その職人の世界に飛び込んで自分の未来を

切り開いていこうとしている。グローバル化の中で、職人なんてものはもうこれから難し

いのではないかと悲観的な意見が多い中で、あとで大村さんはどういうことをおっしゃる

のでしょうか。また瀬下さんが働いていらっしゃる会社というのは、いわゆるサービス業

の会社です。日本全体のフランチャイズチェーンとして 400 店舗を超える居酒屋を経営さ

れている、そういうサービス業で働いてらっしゃる方です。そのフランチャイズチェーン

で働いている若者というのはいわゆる正規の職員ではありません。多くはアルバイトとか

パートというかたちで働いています。パートやアルバイトなんて仕事は単純な仕事ばかり

でつまらない仕事ばかりなんじゃないかと思っている人がたくさんいます。果たして本当

にそうでしょうか。またいろいろな店舗を任されて自分が店長になったり自分自身でお店

を切り盛りしたりしていく、そういう思いで働いている方達もこのサービス業の中ではた

くさんいらっしゃる。いったいそういう正社員以外のかたちで働いている人達が、今何を

考えまた彼らをもっと応援していくために私達は何ができるのか。高成田さんは労協ワー

カーズコープいわゆる非営利の活動をされています。今日本では NPO が急速に増えてきま

した。そうはいっても先進国の中で、日本は NPO とか非営利で活動されている方が極めて

少ない。その中でも若者が新しい働き方としてこの NPO 非営利の活動に注目しています。

今私自身多くの若者に会うと何か社会のためにやりたいんだと自分のためではなく社会の

ために何かをしていきたいんだ、そこでやりがいを感じたいんだと思っている若者が非常

に増えている。高齢者や障害者をサポートしながらそういう自分自身の未来に対して社会

に何かをしていきたい、そう感じている若者が高成田さんの所を訪れます。いったい彼ら

は何を考え、また高成田さん自身も何を感じるのか、そういう話をこれから聞いていきた

いと思っています。 

まず最初に、４人の方の自己紹介を兼ねまして、ビデオを皆さんに御覧いただこうと思

っています。まずはそのビデオを御覧いただいてから四人の方から直接お話をうかがって

いきたいと思います。 

 

 

 

 

 

ビデオ上映 

４人の職場の様子や、仕事に対する考え方等についての本人や上司へのインタビューが

まとめられたビデオが上映された。 

 
 

【働く姿】 

玄田 

15 分ばかりのビデオを御覧いただきました。どうでしょうか。皆さんが日本の若者につ

いて感じてらっしゃったイメージと同じか違うか。日本の若者は元気がないとか、何考え

ているか分からないとか、無気力だとか、そういうことをお感じのことが多々あったかと

思います。ただここにあらわれている姿は決してそういう人達ばかりではないということ



を短い映像ですけれども多くのことを語っているように思います。高成田さん御自身も含

めて４名の方の働く姿を見て率直に何かお感じのこととかおありですか。 

 

高成田健 

はい。林さんとか大村さんはまだ 20 代そこそこで、瀬下さんや私は、当時は遊んでいま

したよね。学生で、将来何するか、働くなんてことは全くイメージしてなかっと思うので

すけども、その歳でもうこの道で食べていきたいというふうに決められるというその度胸

がすごいと思っている。やっぱりやめようとか思ったりはしないのですか。 

 

林宏美 

やめようとはあまり思わない。今の仕事がとても楽しいので。 

 

玄田 

しんどいこととか全然ない？ 

 

林 

交替制がしんどいです。 

 

玄田 

何がしんどい？ 

 

林 

朝起きるのが。 

 

玄田 

何時に起きるの？ 

 

林 

朝早いと６時半に仕事なので家を４時半には起きて支度して出ていかなくてはいけなく

て、それがしんどいです。 

 

玄田 

人間関係のしんどさは？ 

 

林 

周りが気をつかってくれるのでとてもよい関係にいます。 

 

玄田 

大村さんは仕事をやっていて大変だなと思うことはどんなことですか？ 

 



大村恵美 

私自身はあまり大変だと感じない。けがなどはしますがそれでやめたいとは全然思わな

い。とにかく途中でやめたくないのもあると思います。 

玄田 

瀬下さんはこの二人のビデオを見た印象はどうですか。 

 

瀬下素 

私より若い方ですが、自分の道をもって進んでいるというところに共感する。皆さん自

分より年代が上の方と一緒に働いている中で、自分の場所を見出して楽しく仕事をしてい

ることにとても好感が持てます。 

 

玄田 

大村さんは林さんとは違うと感じたところがありますか。 

 

大村 

つくるというところでは似たところがあるので、林さんとは同じだなと思いました。 

瀬下さんや高成田さんは人に教える側で立場が上位だが、自分は下なので分からないとこ

ろもあるのですが、それでも年代の上の方と一緒に働くということで、憧れというかいい

目標になった感じがします。 

 

玄田 

高成田さんはどうですか。 

 

高成田 

確かに製造業ではある意味自分たちで開拓するというか、つくっていく、瀬下さんなら

新しいお店をつくったりだとかいうところがあります。私でいうと、新しい公共サービス

ですとか福祉の現場を今の時代にそくして新しいものをつくっていく喜びがあります。非

営利なので食べていけるかという問題があるのですが、あまり大きな会社の歯車で自分が

どこになっているのか分からないというよりは、直接実感できるという仕事に非常にやり

がいを感じています。 

 

玄田 

その意味では林さんは日本を代表する大きな会社だよ？ 

 

高成田 

そうですね。ある意味非常に単純作業ですよね。すごく地味な仕事の感じがすると思う

のですが、それを 10 代の女性がやっているとは驚きを隠せない。 

 

林 

単純作業の中にも私がしっかりやらないそのあとの工程が大変になってしまうので、単



純だけど私のところは大事なところだと思っていつも仕事をしています。 

 

玄田 

だけど何が単純作業だろうか？ワタミで働いてらっしゃるアルバイトの方達も人から見

るとね…。ワタミではアルバイト用のマニュアルがあるでしょ？  

 

瀬下 

はい。ワタミには単純作業のマニュアルはあるのですけれども、モットーとしましてマ

ニュアルは捨てろといっています。 

 

玄田 

どういうことですか？ 

 

瀬下 

すべてはお客様のためにお店の中で自分がお客様のためにいいと思うことだったらマニ

ュアル以外の事でもやってもいい。それでお客様が喜んでくださってありがとうっていっ

てご満足して帰ってくださるならどんどんやりなさいという社風があります。 

 

玄田 

自分で判断して考えろということですね。 

 

瀬下 

社員もアルバイトもそうですが結構自分で試行錯誤して取り組むという姿勢があります。 

 

玄田 

瀬下さんご自身が店長をされていたことがありますが、そのとき働いていた店員さんに

どんなことをおっしゃっていたんですか？今おっしゃった、自分で考えろマニュアルを捨

てろとご自身としては。 

 

瀬下 

まずお客様を思う心を持ちなさいというのが一つ。心の面とあとは技術面。おじぎ。あ

いさつ。トレーの使い方など。二つのうち技術だけではやはりいいお店はできないけれど

も心だけでもやはりいいお店はできなくでふたつをバランスよくのばしていく。今ワタミ

でアルバイトをしている子は１０代がほどんどで、高校生以上の子が多く働いている。初

めて仕事をする場合、まだお金をもらうという意識がなかったりとか、自分のした作業に

対する責任をあまり感じていなかったりとかします。こういった子に対して仕事の作業を

教えると同時にそれだけでなく働くってどういうことかそういう心まで教えられたらいい

なと思っていました。ただ単に時間とお金をひきかえるだけじゃなくてそれ以上のものを

伝えることでどんどんいいお店もできるしアルバイトさんのためにもなる、そんなお店を

心がけていました。 



 

【若者を支える周囲の人々】 

玄田 

これまで日本の社会において特に働くということには学校を卒業していわゆる正社員に

なってその中でさまざまなトレーニングを受ける、具体的にはオンザジョブトレーニング

と呼ばれる仕事をしながら学んでいく、その中でいろいろな経験をしてスキルや能力を高

めていく、それが結果的に年功的な賃金になるとか長期雇用になるとか人が人を育てると

いうことを非常に重要してきた国である。それが日本経済の繁栄を招いた。それがあると

きからそういうやり方は古いのではないか、人を育てていくなんてこのグローバル化の変

化の激しい時代にのんびりしたことはできない、もっと自分自身で能力を高めていく、学

校を卒業したらすぐに役立つ力を身に付けていなければならない、即戦力にならなければ

ならない、そのことが特にこのバブル経済が崩壊したあとに強く言われるようになりまし

た。ただ、今の映像を見る限りでも思うのが、果たしてそんなに自分自身の力だけででき

ることっていったいどれくらいあるのだろうと。最初の映像もそうですし、大村さんとか

もそうですけども、やっぱり人を育てていくためには育ててくれる人材がいて、その人た

ちが時には厳しく、時には優しく、若い人たちを育てていく、こういう人を育てるという

ことを大事にしない限り、なかなか日本経済というのは未来はないんじゃないか。大村さ

ん（ビデオの中で）篠宮先生はあまり怒ったりしないと言っていましたが、実際怒られた

り褒められたりされたことはないのですか。 

 

大村 

はい。強く叱られたりすることはない。 

 

玄田 

そのなかで先生から言われたことで強く覚えていたり記憶に残っていることはあります

か。 

 

大村 

怒られたことはないが、この仕事というか修行をして先生のほうからなにげなく「こう

いう作業をすること、つくることは君には合ってるのかなあ」と、褒めていただいたりそ

ういうふうに認めてもらえたときに「すごい先生がそう見てくれるなら、ああいいんだな」

って、すごくうれしかった。 

 

玄田 

どんな高校生でしたか？ 

 

大村 

特にこれといって。今こういう芸術的なものに関わっていますが、美術を専攻していた

とか何かつくっていたとかそういうことをまったくやっていなかった。 

 



玄田 

そういう意味では千筋（せんすじ）との出会いは大変大きかった？ 

 

大村 

はい。この仕事に出会ってなかったら何をしていいのか分からず無目的のまま過ごして

いたのかなと思う。 

 

玄田 

林さんは会社ではほとんど男性ばかりだと思うのですが上司から叱られたりほめられた

り何でもいいのでありますか？ 

 

林 

色の設定を間違えてしまったときに。私の仕事は中塗り色を設定する仕事で。 

 

玄田 

皆に分かりやすく言ってあげて。塗装の仕事かな？ 

 

林 

塗装の仕事は、まず溶接工場から鉄板のボディを受け取り、塗装前の処理（脱脂､洗浄､

被膜）を施し下塗りをします。次に中塗りという下地の色を塗りさらに本塗装をし、 

出来映えを検査した後に、完成車の組み立て工場にボディを渡します。これが私たち 

塗装工場の仕事です。その中で、私は中塗りの下地処理の工程に所属しており、下地色

の設定をしています。あってはならないことなのですが、色の設定を間違える時があって、

そういう時ちょっと｢やったな」って感じで言われましたけど、でも「間違えは誰にでもあ

る」と言われて、｢次は、何故間違えたかを考え対応して、再発させないようにすればいい

から｣と、上司からアドバイスを受けています。 

 

玄田 

彼女が勤めている会社は本田技研という創業者が本多宗一郎という方の考え方が今でも

息づいていて私も好きなのですが、入社すると最初に失敗する人間が一番偉いんだってこ

とをいわれますよね。チャレンジしていくことを失敗することをおそれないということを

強く言われるところで、多分さっき私が言ったように今若い人達が即戦力にならないとい

けない、すぐに通用しなければならないということでなかなか失敗するということが認め

られていないのではないか、ちゃんと失敗させてあげないとやっぱり苦しいだろうという

こと。今最初に話した苦しさというのは日本の若者達は早い段階でやりたいことを見つけ

なさいとか、自分の目標を持ちなさいとか、そういうことをすごくいわれている。普通や

りたいことなんて簡単に見つからないし特に十代や二十代でやりたいこと見つけるなんて

難しいはずなのに見つけてうまく振るまえとかいわれてしまう。やはり今日本の若者がや

りたいことが見つからないというのは本人達が決して甘えていたりなまけているからでは

なくて、さっき育成っていいましたけど、若い人達はちゃんと失敗させてあげたりすると



いうことがこれからの社会本当に必要なんじゃないかという気がします。高成田さんは、

実際、高齢者や障害者の方をサポートする仕事をしながら若い方にもたくさん出会われる

と思うのですけど、どういうことを今の若い人達についてお感じですか？ 

 

高成田 

はい。午前中の厚生労働省の説明の中にもありましたように、デュアルシステムと呼ば

れる講座と現場の仕事を実際組み合わせてやる仕事もやらせていただいています。今、三

十歳以下の若年層の訓練などもやっているのですけれども、非常にこの福祉の分野に若い

人が今興味を持っているというか、関心をもっているということを感じています。それは

なぜかというと、皆さん共通すると思うのですけど、ビデオでも言っていましたけども、

直接返ってくる、その笑顔が直接返ってくるとか、感謝される、そういったことに携わり

たいという若者が増えてきていると思っています。そこの訓練が難しい所で、ただ介護の

技術を身につけさせればそういうところに進めるのかというとそうではありません。私た

ちが大切にしているのは、どちらかというと心というか気持ちで、相手のことを思いやっ

てサービスをする、介護をするというようなことを、どのように理解してもらうか、そう

いったことが非常に重要かなと思っています。 

 

【コミュニケーション】 

玄田 

高成田さんの所に訪れてくる若い人達の特徴とか感じることはありますか？無気力なの

ではとか力がないのではないかとか。 

 

高成田 

確かにコミュニケーションというところで、異世代と、介護でいうと、自分の両親より

上のおじいちゃんおばあちゃんと話をするわけですが、それが非常に苦手な方が多い。そ

ういう方々といかにスムーズに話していけるようにするかというところが難しいです。 

 

玄田 

こつはありますか？ 

 

高成田 

私が思っているのは、あんまり相手を楽しまそうとかお世話しようというふうに気負わ

ないことです。やはり自分が楽しいと思うことを話したりやったり自分も一緒になって笑

うというふうにしないと相手はこんな若造に笑わせてもらっていると思ってやはり楽しく

はないので、自分が常に楽しく感じるような接し方というのは非常に必要ではないかと思

います。 

 

玄田 

林さんもビデオの中で誰とでも話せるようになったとおっしゃっていましたが、最初か

らうまくいきました？ 



 

林 

最初私は休憩室ではしゃべらなかった。 

 

玄田 

どんなきっかけでしゃべるようになった？ 

 

林 

きっかけは班の班長さんがよく世話してくれて周りの人も話しかけてきてくれて、それ

で話せるようになりました。 

 

玄田 

あんまり学生時代はそういう自分と全然歳が違う人達と話す機会ってないですよね？ 

 

林 

はい。 

 

玄田 

話してみてどうですか？楽しい？価値観も違うし性別が違うとなかなか話が合わないな

んてことも多いじゃないですか？ 

 

林 

そうでもない。気を遣ってくれているのかわからないんですけども、周りの方と普通に

会話もできますし、楽しく会話させていただいています。 

 

玄田 

大村さんも竹細工の人と仕事していると年齢の違う方も多いと思うんですけど、何か感

じたり何か気をつけたりしていることはありますか？ 

 

大村 

自分の親方も自分より年上の方で他の竹だけではなくて木工とか漆とかいろいろいらっ

しゃるんですけども、そういう人達もすごく年齢が上で、向こうの親方の方からもいろい

ろ話しかけて下さいますし、私のほうも親方達の話を聞いているといろいろ参考になるこ

ととかもさらっと言っています。 

 

玄田 

例えばどんなこと言っている？ 

 

大村 

自分の業種だけでなくて、木工のほうは関係ないのだがこの木はかたいとか、こういう



この木目がなんとかという専門的な話なのですが、まったく違うようでいて物作りという

ところは同じ業種です。そういう自分の専門的なものだけじゃなくていろんなものの知識

を自分の中に取り込んでさらに竹に生かせるのではないかということもやっと最近気付き

まして、それで、本当に話を聞いているだけでも参考になります。 

 

玄田 

自分自身がこれからこの仕事を続けていって、話を伺っている方の年齢に自分がなった

ときそこまで続けていく自信はありますか？ 

 

大村 

確かな自信はない。 

 

玄田 

正直いって最初にお話しましたが、職人の世界は決して楽な事ばかりではないですよ

ね？ 

 

大村 

はい。地味だし華やかではない。 

 

玄田 

将来に不安はありますか？ 

 

大村 

不安はありますがそれを自分で解決していく、やりがいもそれと同じくらいあるという

感じなのでそれにつぶされないように自分でしっかりしてどんどん切り開いていくことを

心がけています。 

 

【それぞれの目標】 

玄田 

そうですか。自分が自分のボスになると英語では being my boss といいます。今の日本

の若者に起きているさまざまな変化の中で、自分でリーダーになるとか自分で会社をつく

ろうとか、自分のお店を持ちたいとか、他の先進国に比べてやや弱くなっている。アジア

の中で見ても。自分で自分がボスになるなんてそんなリスキーなことちょっと失敗すると

心配だということで、日本の若者が選択したくないなと思っている、そういう統計をみた

ことがある。実際サラリーマンの雇用も苦しいのですが、自営業というのも減っていて、

若い人達が自分でボスになるという選択肢がなくなって自営業が減っている。これからち

ょっと大きなことをうかがいます。瀬下さんがお付き合いされているその会社の方で、そ

の店長さんのかたとかは必ずしも経営者ではないかもしれませんが一つの店を任されてい

る人材として自分が一つの店を持つとか経営者になる、そういう人がこれからは増えてい

くといい。例えばワタミフードの渡辺社長などは今日本で非常に注目されている社長なん



ですが、これから日本で若いリーダーがどんどん育っていくためには社会にどんな環境が

もっと整う必要があると感じますか？ 

 

瀬下 

私の会社では、働いている人は皆若い。若い会社で今年ちょうど創業 20 周年を迎えまし

た。周りで一緒に働いている方も若いし、部下も若いし、その中で今私の会社にいる人達

は、明確に目標を持った人達がほとんどです。 

 

玄田 

例えばどんな目標ですか？ 

 

瀬下 

30 歳までに自分の店舗を持つ、独立して自分の会社を持つ、そして何店舗かの経営者に

なるとか、農業にも取り組んでいて、農場とかもある。今は店長としてやっているが何年

後かには、農場で働くようになりたいとか、皆さん明確な夢を持って働いています。この

明確な目標というのが自分の仕事に対してやる気もでてきますし、あとは今の自分と目標

の自分の差を埋めていかないとそこにはたどり着けないので、ちょっとつらいことがあっ

たとしても頑張れると思う。しっかりとした目標を持ちながら働くというのは必要だと思

います。 

 

玄田 

あなたの目標は何ですか？ 

 

瀬下 

私の目標は、やはり自分でお店を持つことですが、今はそこからは外れています。今の

仕事は移って一年も経ってないので、アシスタント的な、私の仕事のかわりなんていくら

でもいるような仕事をしています。あと５年くらい先には、もう自分がいないとどうにも

ならないくらいの存在になりたいと思って勉強しているところです。 

 

玄田 

高成田さんの目標は？ 

 

高成田 

学生時代に障害児と関わるようなボランティア活動をしていて、その時に、障害を持っ

た方々の働く場所が世の中になかなかない、どちらかというと日本の福祉というのは高齢

者の方もそうなのですが、おおざっぱにいうと山奥で、ひとくくりにさせてあまり害がな

いようにという感じですね。しかし、最近はそうではなくて、どういうふうに共存してい

くかとか、政策も含めかわってきている。そういうものを自分自身がつくっていきたいな

と思っています。そのために一番こわいのは福祉というのは視野がどんどん狭まっていっ

てしまうことなので、どれだけアンテナをいっぱいもって情報をとれるかというのがすご



く重要だと思います。 

 

玄田 

情報のアンテナをひろげるためにご自身は何か工夫していることはありまか？ 

 

高成田 

テレビはある意味情報が一方的に流れているが逆にあまり知識にならないことが多いの

で、積極的に情報をとるために、本を読んだり、文字をなるべく追うようにと思って新聞

を読んだり、というように最近立場的なことも含めてやるようになっています。 

 

玄田 

お話をうかがっていてもそうですしビデオの印象もそうなのですけれども四人の方は決

してアグレッシブな感じはしません。これは自分がやっていくんだというようながつがつ

とした目標というか、そういうのはあまり感じません。私も大学で若い人達とつきあって

いたりいろんなかたにお話を聞いていたりても、すごくなにか途方もない夢をもっていて

それを実現するために邁進するというのは若者の中でもかなり珍しいほうだと思う。ただ

その中でどうすればいいのか、実際なかなか目標が持ちにくい時代の中で、自分自身が、

すぐには届かないかもしれないけれどもちょっと努力すれば実現できるのではないか、そ

ういう自分にとって具体的な目標を持つことが今の中では非常に重要になっている。しか

もその目標というのは自分の中だけではなかなか設定できないから、世代が違う、環境が

違う人とのつながりというのを大切にしたい。四人のお話でもやはり人とのつながりとい

うのをたいへん大切にされていて、そこから学ぶことが多いという発言が多々出てきます。

おそらくこういう状況は、多くのアジアの国々でもこれからもうすでに起こっていること

かもしれませんし、ますます起こってくるのではないでしょうか。経済が成長段階にある

ときには、具体的に自分自身の目標を持つということは必要ないのかもしれない。もっと

いい家に住みたいとか、もっといい車に乗りたいとか、ホンダでも高級車にのりたいとか。

ただこれがある程度成熟段階になると、なかなか目標が持てなくなる。社会も持てなくな

るし個人ももてなくなる。そういうときに一人一人の若者がどう自分に合った目標を設定

していくことができるのか、そのために社会がどうやって若い人達とどう関わっていくの

か。今の日本の若者の苦しさは全部自分自身で考えなさいとか、自分自身の力できりひら

いていきなさいということをやや強調しすぎている感じがする。育成の大切さとかもっと

上の世代の人間達がどう若者達に関わっていけるのか、こういうことについてもっとひろ

がっていかなければならないと思います。高成田さんがやっている活動というのも、広く

社会に新しいネットワークをつくっていくという一つの大きな試みであろうと思っている。

さて、今日は時間も本当に短いので皆さんから一言二言いただくことになりますがどうで

しょうか。今まで仕事をやっていて、楽しいことばかりで不満はないと林さんはおっしゃ

いますけど、実際これからの目標で何か感じていることはありますか。 

 

林 

これからの目標は、まだ入ったばかりで会社のこともよく分かりません。 



 

玄田 

なんで私はここにいるんだろうという感じはしませんか？ 

 

林 

そうですね。誰からも頼られる人になりたい。なんでもできるような人になりたいと思

います。 

 

玄田 

そのためには何をすればいいのですか？ 

 

林 

まず目先のこと、自分の工程のところをできるようになって違う工程のところも覚えて

ちゃんとしていきたいと思います。 

 

玄田 

そのために自分に今なにが欠けていますか？ 

 

林 

欠けているものは違うことを覚えることです。 

 

玄田 

違うこととは？ 

 

林 

違う工程のことです。 

 

玄田 

今の自分の工程だけでなく隣の工程も覚えることだね。覚えることによって何が変わっ

てきますか？ 

 

林 

覚えることによって自分の視野がひろがると思います。 

 

玄田 

具体的ですね、ありがとうございました。大村さんはこれからのご自身の目標とはどう

でしょうか？ 

 

大村 

はい、私は職人になるにはとても時間がかかるというか、技術の習得とはちょっとやっ



てすぐできるというものではないのでこれからずっと続けて自分のものにしていくという

ことです。とにかく続けることがとても大切なことなので続けていきます。また、ビデオ

にもありましたが、これまでは職人さんもつくっているだけでよかったんですけども、こ

れからはつくるだけではだめで、店頭に出て販売ということも考えないといけなくなりま

したので。 

 

玄田 

それは大村さんは得意なほう？ 

 

大村 

とても苦手です。人前に出るのがとても苦手なので。 

 

玄田 

では今日も大変ですよね。そういうことも考えないといけないのでそのために自分自身

がどうかわっていかないといけない？自分から何を変えていかないといけない？ 

 

大村 

今感じていることは、人とのコミュニケーションのとりかたです。自分をピーアールす

る、商品をピーアールする力が足りない。 

 

玄田 

その力を身につけるために何をすればいい？ 

 

大村 

現場というか、展示会に行って実際にやらないと、本当に、いくら知識だけ入れても実

際に経験を積まないといけないことなので、自分のつくることにしても実際にやって店頭

に立ったりしてそれで自分で覚えていくしかない。 

 

玄田 

そうするとまだまだ失敗を繰り返さないといけない？ 

 

大村 

はい、まだまだです。 

 

玄田 

ありがとうございました。では瀬下さんのご自身の目標というのは？先程おうかがいし

ましたけど具体的には？ 

 

瀬下 

今の林さんと大村さんの話を聞いて少し思ったことがありまして一つのことに没頭する



ことがとても大事だと思いました。それから私の体験の中にもあるんですけども、やはり

会社に入っていつもいいことだけではなくて、ちょっと辞めたいなと思うときもあります。

自分が店長をしていたときにもう会社の方針や上司や言われることとか、自分のやりたい

こととか、たくさんのことがこんがらがってどうしていいのか分からなくなり、どうしよ

うと悩んでいるようなときがありました。とりあえず、どうしていいのかは分からないけ

れども目の前で、いいお店をつくるというその一つののことだけに没頭するとおのずと道

がひらけてくるというのをすごくそのとき感じたことがあって今二人の話を聞いてちょっ

とそういうことを思い出しました。今若い方が、一つのことに没頭することがとても大事

なのかなと思いました。 

 

玄田 

ご自身はどうですか？ 没頭していますか？ 

 

瀬下 

今は今の仕事にどっぷりはまっています。 

 

玄田 

高成田さんはどうでしょうか？ 

 

高成田 

はい、私はこの中で唯一三十代ということで、実は子供が二人いるんですけれども、自

分の生活もちゃんと守りながら、組み立てながら仕事もできる、そういう働き方をしたい

なと思っています。特に協同組合とかＮＰＯはなかなか食べていけないと思われがちで、

実際食べていくにはつらいのですが、共働きですけれども、なかなかそういう働き方が難

しいのではないかと一般的に思われてしまう。たとえば子供を産むと今、日本でいうと一

人に 2000 万円、大学卒業させるまでにかかりますといわれる。するとみな一瞬にして、「え、

2000 万円どうやって稼ぐの」となってしまう。実際問題職場の仲間とそういう情報交換を

すると、「じゃあ、うちの子供の服をあげるよ」とかいって２歳までうちの子はほとんど服

を買わなくなったんですけれども、そうやってお金をかけないで生活していけます。あま

り情報に流されないで自分で一歩ずつ踏み出していくということを実践しながら若い人達

もどんどん自分なりの働き方、生活をつくっていけたらいいなというふうに思っています。 

 

【まとめ】 

玄田 

ありがとうございました。今日のお話を聞いていて改めて感じたのは、日本の若者は決

して捨てたものではないということです。最初にお話したように、日本の若者というと、

なんか元気がない、勉強もしない、無気力だ、そういうことをよくいわれる。しかしなが

ら、それはあくまでイメージであって確かにそういう若者もいるかもしれないけれども、

仮に今目標が見つかっていないとしても、その状態に満足しているわけではない。自分自

身やりたいことが見つからない中で、どうすればやりたいことを見つけられるのか多くの



若者が悩んでいる。しかも、今日話をうかがった皆さんも、自分自身が何をすべきか何が

足りないのか、急に聞かれる中で、ちゃんと自分の言葉で具体的に答えることができます。

今日は別に何のシナリオもありません。今日特にこれを聞くからこれを答えてとかはなに

もありません。私は若者の問題はもっと若者に任せていいのではないか。若者に起こって

いる様々な問題は、自分たちと同じ目線で考えることができる若い人達にもっとやっても

らっていいのではないか。今まではなんとか若者の問題はすぐ上から大人が高い目線から

若者に接することが結果的に多かったのではないか。若者達に大人が適宜アドバイスをす

ることも必要だけれども、もっと若い人達自身に失敗をさせてあげたり、経験をさせてあ

げたりすることによって変わっていくのではないか。そういうことを改めて強く思うこと

ができました。 

 

【会場との質疑】 

玄田 

質問はありますか？ 

 

会場からの質問１ 

私も最近若年者の雇用者問題について少し調べております。今日は、さきほど玄田先生

がおっしゃったような、意欲がないとか、働くことに対して目標がもてないといった若者

とはまったく違っていて、是非大学に来て話をしていただきたいような若者ばかりです。

特に女性の方に。職業人生の中で、男性は、結婚して子供を持つということにあまり変化

は無いと思います。しかし、女性の場合、こういう仕事をしたいと思っていても、その先

にある結婚あるいは子育てという障害にあたってあきらめてしまうという若い女性もたく

さん見ております。そこで、特に自分の職業人生や将来という点とプライベートにかかる

問題、結婚して子育てしながらも仕事を続けていくのか、続けていける可能性があるのか

というような点を是非うかがってみたいと思います。 

 

玄田 

瀬下さんどうですか？ 

 

瀬下 

そうですね、昔はそういうことを考えなかったのですが、最近結婚、出産という問題が

とても自分の身近な問題に思えてきて、私はまだ結婚もしていないんですけれども、やは

り不安は感じます。出産するには絶対休まなければならないし、休んでいる間に今の自分

のポジションに次の方が入ってきて戻って来たときに自分のポジションがないのではない

かという不安にかられたりもします。また、結婚、出産をもししなかったら、このまま一

人で自立して生きていくのに大丈夫なのかとか将来的な不安をとても考える年代になりま

した。ただ最近思うのは、そういう中でもやはり自分は一つこれという仕事を見つけてプ

ロになるということができれば、今の会社にはおさまっていなくてもいいと思っています。

例えば、私はワタミという会社で働いていますが、結婚して出産するときにもしかしたら

辞めて、子育てが落ち着いたときに次のステップへ、自分の持っているプロフェッショナ



ルなものを生かして次の会社に就職、仕事を見つけるというのでもいいのかなと思い始め

てきました。そう考えると、今のワタミでずっと働くというふうに考えると少し難しい点

もあるかもしれないなと思うのですが、自分のしたい仕事であれば会社を選ばないという

ことならば、仕事にはこれからも就けるというふうに自信は持っています。 

 

玄田 

林さんと大村さんはまだ結婚とか考えないよね？ 

 

大村 

はい、ちょっとまだ考えられません。 

 

玄田 

ただ、いわゆる現場ではサービス残業とかないですもんね。 

 

大村 

はい。 

 

玄田 

職人であれば結婚と出産は両立しやすいのでは？ 

 

大村 

はい、私の竹工芸は内職という感じなので、たとえ結婚して子供を産んで休んでも、と

りあえず子供が手が離れるようになれば、また仕事を始められることが可能な職業なので、

そのあたりは困るということはないと思っています。 

 

玄田 

仕事と家庭を両立させるために周りや地域の理解といった最終的に仕事の内容とは関係

ない。日本ではまだまだ三歳神話というのが根強くて三歳までは母親が育てないといけな

いんだというような社会通念みたいなものがなかなかぬけません。本当はそれは科学的根

拠はまったくないことであって、やはり子供を健康に育てていくためには皆で育てていく、

家族全員で育てていく、地域で育てていく、社会で育てていく、というふうな環境をつく

っていかないといけない。女性の両立もそうですし、少子化の問題についてもいい解答は

出ないと思う。 

 

会場からの質問２ 

皆様のご両親が職業選択にどのように関わったのか、どのような影響があったか教えて

下さい。 

 

林 

私の親は、お前が選んだ所なら、と特に反対しませんでした。 



 

大村 

親は特に何かに就けということはありませんでした。私がやりたいと思ってやること、

自分で目標を考えてそれに進んでいくというなら応援するという形で支えてもらいました。 

 

瀬下 

自分のやりたいことをやりなさいということでした。影響を受けたなと思うことは父が

仕事熱心だったのでそういう姿を見ていてとても私に自立心がついたのかなと思います。 

 

高成田 

私も父が新聞記者で、地域経済をどうするかということを勉強していたようです。私も

メディアというかたちではありませんが、フィールドのほうからどういうふうにつくって

いくかということで挑戦していて、特に職業に関して何も言われたことはありません。 

 

玄田 

ありがとうございました。時間ですので終了します。 



パネルディスカッション２「グローバル化と若年雇用」 

 

◆パネリスト 

ハリマ・ヤコブ      シンガポール全国労働組合会議副書記長 

金 榮培         韓国経営者総協会副会長 

今野浩一郎        学習院大学教授 

張麗賓          中国労働科学研究所研究員 

ジェーン・スチュワート  ＩＬＯ雇用総局長臨時代理  

兼 能力開発・雇用局長 

◆モデレーター 

諏訪康雄            法政大学大学院教授 

 

【パネルディスカッション２の趣旨】 

諏訪康雄 

このセッションでは、グローバル化と若年雇用対策についてみなさまと考えていきたい

と思っております。若年雇用の現状と対策につきまして、少しそれぞれの立場からパネリ

ストのみなさんにご発言いただきまして、その後、若者自身、あるいは国際機関、政府、

労働組合、企業、さらには若者に日々接する立場にある人たち、そういう関係者が若者の

エンプロイアビリティを高めるためにはどういうふうに対応していけばいいか、将来の方

向をどう見据えていったらいいかということについて検討していきます。 

ここでパワーポイントを用いて説明させていただきます。まず、年齢と仕事の世界での

評価についてマトリックスを描いてみました。一番左の下のところが子ども時代です。か

わいがってはもらえるかもしれませんが、社会的に高い評価をされてみんなから頼られる

ということはあまりありません。そういうことがあるのは、モーツアルトとかの異能な人

だけであろうと思います。縦軸が社会的な地位、横軸が経済的地位と言えるでしょう。そ

して、子ども時代から青年期に入っていきますと、社会的にはまだ居場所が見つからない

のですが、経済的に少しずつ必要性が出てきまして、若者達のかなりの部分が仕事の世界

に入っていきます。そして仕事の世界で自らも勉強し、周囲から支援をされ、教育され、

そして何よりも毎日仕事を積み重ねていく上で労働能力を高めていき、周囲からも頼られ

る存在になっていきます。先ほどの玄田先生のセッションでご発言をされていた４人の若

い人たちは、みんな間違いなく今確実に経済的に評価をされる世界に入り、報酬をもらい、

さらに社会的にも経済的にも高い評価がされ、周囲から信頼される人間になりたいという

夢をもって一歩ずつ日々を送る状況になっているわけです。さらに壮年期に入りますと、

社会的に非常に高い評価を得る人が出始め、それぞれの職場においても一定の頼られる存

在になっていきます。もちろん、技術水準、技能水準あるいは知識経験が高まっていき、

それに応じて市場価値も高まり、エンプロイアビリティも高まって経済的な報酬も高まる。

しかし、高齢になっていきますと、社会的には一定の評価がされて尊敬される、あるいは

それなりに敬意を払ってもらえるのですが、残念なことに、経済的にはもうそろそろリタ



イアしてくださいという要請を受け始めます。それは、考え方が古くなったり、技能が、

経験が陳腐化してしまったり、あるいは産業や職業そのものがいらなくなってしまったり

というさまざまな事情によります。これをまとめてみますと、高齢者は社会的に尊敬され

るけれども、経済的にはあまり必要とされないことが多い、若者は経済的にはそれなりに

必要とされるが、社会的には尊敬されないことが多い、これが普通の状態だとします。 

そうしますと、困った状態、非常につらい状態というのは、尊敬もされなければ必要も

されない状態です。若者が置かれたときの一番悲惨な状況です。我々が若者の雇用対策で

まず考えなければいけないのはこれだろうと思います。次に、普通の状態、これは、尊敬

はあまりされないけれども、それなりに必要とされるという状態であります。まず、必要

とされる状態にどうやって移っていったらいいのか、そして最後は、若者といえども尊敬

されるし必要ともされるという状態が一つの理想だろうと思います。一番下の理想の状態

に早く到達できるようにプログラムを組み、それを促進できるようにするにはどうしてい

ったらいいか、その出口を見つけるための議論を皆さまにお願いしたいと思っております。 

 

【アジア６か国の職業訓練施策】 

今野浩一郎 

労働政策研究・研修機構という日本の研究所で、私も入りまして、アジアの６カ国の職

業訓練施策について調査をいたしました。その中から、アジア各国の政策については多様

性がございます、その中にも共通性があるという点に焦点を当ててお話をしたいと思いま

す。 

アジア各国をみますと、９０年代の後半の金融危機、経済危機以降、各国とも職業訓練

政策を変えております。特に若年層に対する教育訓練については、経済危機以降の経済回

復の中でグローバル化に対応しながら経済を回復させる、企業は競争力を発揮するという

中で、人材ニーズが高度化してきています。そういう中で、能力開発についての新しい課

題が大局的に二つ起きているということです。一つは人材ニーズが高度化していますので、

特に低学歴層、あるいは訓練をあまり受けていない人たちの雇用は非常に難しくなるとい

う状況が生まれており、そういう人たちの全体の底上げが第一の職業訓練政策のターゲッ

トとなります。他方で、各国とも高学歴化が進み、大量の大卒者が労働市場に登場してい

ますが、その人達の就職が極めて難しい状況になっております。高学歴者でかつ就職の難

しい人、もう少し言いますと、高度化する人材ニーズに合っていない能力を持っている高

学歴の人たちに対してどういう訓練をするのかという問題がもう一つございます。ですか

ら、片方では底上げ、片方では、今まではまったく問題なかった高学歴層の訓練をどうす

るのかという二つの問題を抱えています。今日はそういう状況の中でどのような新しい動

きが共通的に起きているかということについてお話しします。 

一つはこういう変化の激しい時代ですので、いわゆるエンプロイアビリティを長い職業

期間にわたって維持するために、生涯能力開発という方向で能力開発政策を作っていくと

いう動きです。個人的にもっと重要ではないかと思うのは、各国において教育と訓練の融

合化が進んでいるという点です。両者を融合化することによって新しい政策を作って今の

状況を突破しようというのが第一番目の動きです。それと同時に重要なのは、教育訓練と

雇用の融合化を図ろうという動きです。今回の会議でも、日本版デュアルシステムが紹介



されているようですが、同じようなシステムがタイ、韓国、シンガポールにもあります。

そういう状況を踏まえ、今後我々は若年者のための能力開発政策というものを強化してい

くためにどういうことに注意すべきかということになります。一つは、教育と訓練の融合、

教育訓練と雇用の融合というのが進んでいる中で、教育を担当する政府機関、職業訓練を

担当する政府機関、実際に雇用する企業の三者による協力関係の構築が非常に重要になっ

ていきます。また、使える能力“can do ability”をベースにして教育と訓練と雇用をつ

なぐということになりますと、“can do ability”というのは、何なのか、あるいはそれを

どう評価をするのか、その評価結果を教育とか訓練といったプログラムにどうやって反映

させていくのか、あるいは職業的な資格とどうリンクさせるのか、ということが非常に重

要になってくると思います。したがって、いくつかの国では、 “can do ability”とは何

かということを再検討し、再構成しようという動きが出ております。それと同時に、教育

と訓練、教育訓練と雇用の結合は、日本も含め、アジアの国はあまり慣れていない訓練プ

ログラムです。したがいまして、このプログラムをもう少し広げていくためには、解決し

ていかなければならない問題がたくさんあるだろうと思います。訓練プログラムの内容そ

れ自身もありますが、それとともに、企業に受け入れてもらう体制をどう作るのか、ある

いは企業の中で訓練を受けるときの訓練生の条件をどういうふうに設定していくのか、そ

ういう仕組みをこれからどんどん作っていかなければいけない。ところが、教育訓練の投

資に関するベストパフォーマンスを、あるいはベストプラクティスを各国で比較をして、

情報を交換し合うための国際的な基盤が非常に弱い。したがいまして、こういう国際的な

会議の機会を使って、アジア各国あるいは世界が、教育投資ポートフォリオの情報をお互

いに交換できるような体制を作っていくことが、ベストプラクティスを作っていく上で非

常に重要だろうと考えています。 

 

【韓国における若年雇用問題と対策】 

金榮培 

第一に、グローバル化の経済的影響は、否定的な影響と肯定的な影響に分かれています。

そして、資源の合理的流通、規模の経済、効率性、自由貿易などがプラスの影響です。否

定的な影響の方ですが、経済上の支配や、相互依存がさまざまな経済層で強まりすぎてし

まうこと、所得格差の拡大といった問題が挙げられます。次に、産業の空洞化現象、また、

若者の失業率の上昇、非正規雇用の問題等が挙げられます。 

次に移ります。韓国は、過去数十年間ほどは、技術や資源の活用により、たいへん良好

な経済実績を示しておりました。そうした中で、多くの企業が海外に進出することを図っ

たわけですが、１９９８年にはすでに３６８社が進出を果たし、その数は徐々に増えてい

きました。しかし、韓国では、非常に強い労働運動があり、短い期間に労働組合が賃金を

押し上げ、労働費用が急増し、その結果、多くの韓国企業は他の操業場所を求めました。

よって、韓国においては通常のグローバル化の他にも賃金の上昇などがこのような効果を

引き起こすことになりました。その結果、製造業の空洞化がみられています。次ですが、

グローバル化が韓国の若者に及ぼした影響に関する図です。この下の数が全体の失業率、

上の折れ線が若年労働者の失業率です。失業水準は、西側諸国よりも比較的低水準であり

ます。多くのアジア諸国においては家族によって守られているために失業が隠されている



傾向があります。次に、韓国において若年労働者の失業率が高いことの背景についてです。

技術革新と産業構造の高度化が行われ、十億ウォンのＧＤＰを創出するのに要する人数が、

１９９０には６８．７人でしたけれども、２００２年には４１．９人にまで減少しました。

つまり、雇用なき成長が起きていたわけです。次の問題ですが、産業界の需要と学校教育

のミスマッチの問題が起きています。経験者を雇用するという傾向がありまして、新たに

人を雇うときには、１９９６年には３９．６％経験者の雇用をしていたわけですけれども、

２００４年にはそれが７９％にまで跳ね上がっております。さらに、仕事に対するえり好

みですけれども、賃金や業績の格差を背景に、多くの人が大企業に就職したがり、中小企

業への就職を避けていたわけです。そこで、これによって大企業と中小企業の労働力不足

の度合いに差が出てしまいました。その次は、韓国における労働力不足の傾向についての

統計です。その次ですが、グローバル化に韓国の若者に及ぼした影響で、ＯＥＣＤが韓国

に対していくつか助言を行いましたけれども、韓国においては解雇権に対する厳しい制限

があること、正規従業員の雇用に消極的であること、また、非正規従業員が増えているこ

と、さらにそれによって労働市場の二重性が深まっているということが指摘されました。

その解決策としまして、非正規従業員のための社会的弱者対策を拡充するとともに、正規

従業員の雇用の柔軟性を高めることが指摘されました。最後は、グローバル化に対処する

ために、正しい価値観と職業に対するしっかりとした見通しを持つこと、また、グローバ

ル化の現実と正面から向き合うこと、そして、職場を生涯の職場ではなく生涯の職業とし

て考えることが指摘できます。 

 

【若年雇用問題と労働組合の取組】 

ハリマ・ヤコブ 

若者雇用問題への挑戦に関する労働運動の見解を提示したいと思います。 全体的に見て、
アジアでは、人口の多くを若年層が占めています。若者の雇用率は、経済条件に従い、国

ごとにかなり異なっています。ほとんどの国において、若者の失業率は他の年代よりも高

いです。 発展途上国では、機会が限られており、教育投資が十分に行われていないため、
多くの若者が低賃金のインフォーマル部門に従事しています。そこでは労働者に対する保

護も脆弱であり、健康と安全に有害でさえあるかもしれません。政府が直面する課題は、

若者がフォーマルな部門できちんとした仕事に従事することができるように教育と技能を

高め、機会を得るための道筋をいかにして若者に提供するかということです。 
発達した経済においては、教育システムは、若者が経済の成長部門で働く準備をするた

めの重要な役割を果たします。そこでは、仕事がより知識集約的です。ミスマッチが起こ

るところでは、若者は労働市場に入るための準備が十分になされていません。これは、投

資の浪費にとどまりません。彼らが資格を持ちながらも仕事を見つけることができないと

き、彼らにフラストレーションと不幸な状況を引き起こすのです。経済の変化や新技術の

開発により、仕事に求められるものは絶えず発展していることから、産業界と教育システ

ムが密接に連携していくことは、若者が労働市場において要求される技術や知識を身につ

けるために重要になってきています。 
今日若者が参入しようとする労働市場は、パートタイムや一時的な労働の急速な増加に

よって、より多くの努力を必要とし、かつ断片化されたものになってきています。こうし



たことが、若者の未来に対する見方やキャリアの計画、結婚についての意思決定に影響を

与えているかどうかということについては、十分な調査や研究がなされておらず、はっき

りしたことは言えません。しかしながら、政策立案者にとっては研究されていくべき領域

でしょう。 
今日若者が抱える共通の不満は、使用者が、彼らを雇わない、または新しい経験を試み

る機会を彼らに与えない理由として、しばしば彼らの経験の欠如を指摘することにより、

彼らがしばしば労働市場における機会がもたらす利益を享受できないということです。 し
たがって、使用者が偏見を持つことなく、若者が経験を積み、貢献するための適切な機会

を提供することが重要です。 
また、政府が、急速に変化する環境の中で、若者が仕事を見つけ、維持することを支援

するために適切なキャリア・ガイダンスやカウンセリング支援を提供することも重要です。

年功序列型賃金制度を背景として若者の昇進を遅らせることは、若者の中にフラストレー

ションを引き起こします。若者にとってより挑戦的でよりダイナミックな報酬システムは、

仕事への忠誠心だけではなく、成果に対する認識も高めることができるでしょう。同時に、

先輩が若者をサポートする環境を整えることにより、職場における若者の統合を大いに助

けるでしょう。 
シンガポール全国労働組合会議（NTCU）はシンガポールにおける労働者のエンプロイ
アビリティの向上と雇用を促進するための活動に積極的に取り組んでいます。数年前に政

府基金を得て始まって以来、NTUC は既に 18 万人を訓練しています。メンバーのおよそ
３分の１が３５歳未満です。メンバーの大部分は団体協約によりカバーされています。こ

れは、労働市場における不均衡に対処するための重要な手段です。このようにして、若者

と高齢者の間にある賃金格差を縮小することができます。また、NTUCは削減された労働
者の就職を援助しています。私たちの雇用サービス所に登録する人々のおよそ３０％が３

０歳未満です。このように、私たちのサービスは若年層に対しても役立っています。 
 

【中国の労働市場と若年雇用対策】 

張麗賓 

これから申し上げることは、私見として受け止めていただきたいと思います。 

労働市場の視点から若年労働について考えてみたいと思います。 

労働市場の環境を改善するということが、若年者が雇用を通して社会に貢献する重要な

ポイントです。中国の労働市場における若い労働者の量は大きいですが、将来無制限に提

供されるものではないと言いたいと思います。２番目の特徴といたしまして、若い労働者

に対して、将来において可能な限り働く場が提供されるようにするということが、中国社

会の大きな課題となっております。教育を通じて職業能力を高めることが政府の責任であ

ります。３番目ですが、若い人たちの大半が地方に住んでおります。雇用機会を求めて都

心部に移転をしております。これもまた社会にとってそういったような移住者を支える責

任があります。４番目に、公式な労働市場は柔軟性に欠けており、もっと規制緩和が必要

です。他方、非公式部門の方は雇用の保護が不十分であり、法律の制定、規制の強化が必

要です。 

次に、中国におけるこれまでの若年雇用対策の進展状況についてです。若年雇用の特徴



を考えますと、政府の政策介入が不可欠ですが、それは労働市場の役割を加味したもので

なければなりません。労働市場のメカニズムが若年雇用問題を解決できるように整理され

る必要があると思います。次に、労働市場は、ますます公式化され、統合化されてきてお

ります。昨年以降非公式部門の雇用の成長は鈍化する一方で、公式部門の雇用の創出が拡

大し、若年雇用の場が広がってきています。雇用の安定と社会保障を非公式部門の労働者

に提供するための政府による一連の政策が実施されております。その結果、若い人たちが

非公式部門でも前よりもよい質の仕事が得られるようになりました。３番目に、青年のエ

ンプロイアビリティも改善されています。職業・技能鑑定システムや労働者養成制度、資

格証明制度の導入が図られております。しかし、まだまだ十分な就労の機会は提供されて

いません。やはり教育を改善することが将来の若年雇用にとって重要です。特に中等教育

の充実が問われるところです。労働集約的な産業の開発も引き続き重要になってくると思

います。失業者、特に国営の企業でリストラになった若い人たちを支援していくことが必

要になります。結論といたしまして申し上げたいことは、高い建物を建てるには、やはり

基盤づくりが大切だと思います。同じことが若年雇用についても言えるわけであります。

やはり雇用サービスなどを含めて国際的な経験を政策と慣行の両面で身につけていくこと

が重要なことだと思いますが、何よりも大事なのは、国内の事情だと思います。その両方

があってはじめて若年雇用問題が解決されると思います。 

 

【論点の整理】 

諏訪康雄 

ここまでに出たところ、私なりに整理をさせていただきたいと思います。 

第１点目は、若年雇用の重要性はどこの国もあるいは国際機関も今や認識を高めてきて

いる。２点目は、なるほど、それぞれの国における産業の発展段階や歴史・文化により、

問題の現れ方には違うところがありますが、よく似た問題を抱えているのではないだろう

かということです。３点目として、アジアの諸国は、かなり似た対策を検討又は実施して

いるのではないかと思われます。問題は４点目なのですが、グローバライゼーションが進

展する中で、変化の早さにどこの国の政府も、労使も、場合によっては学者の認識も、必

ずしも追いついていかないということです。また、５点目として、仮に追いついているよ

うに見えたとしても、対策を立てる側がしばしば年齢がかなり上であり、その持っている

時代認識や社会のコンセプトがどうしても遅れがちになるということも指摘しておかなけ

ればいけないと思います。６点目ですが、新しいパラダイムが必要になってきている。例

えば、今野先生のご報告によると、教育と訓練と雇用をどう統合していくかということで

ありました。また、他のパネラーの皆様からも、例えば産業政策、経済政策と雇用政策を

どのように統合していくか、ということが指摘されました。ヤコブさんなども、ワークキ

ャリアに配慮をした諸政策の統合を語っていらっしゃったと思います。このように、新し

いパラダイム、何か新しい若者の雇用政策に関する統合を我々に要求しているように思わ

れます。 

 

【エンプロイアビリティと教育訓練、雇用に係る新たな動き】 

諏訪康雄 



後半はできるだけ若者のエンプロイアビリティに焦点を当てて皆様からご意見をいただ

こうと思います。もう１本の柱は、教育訓練と雇用の間での新しい統合の動きです。この

点について新しい工夫があったら発言をしていただこうと思っています。その中で若者の

モチベーションをどうやって高めるかということなども是非ご発言いただければと思いま

す。 

 

ジェーン・スチュワート 

興味深いことに、パネラーの皆さんの発言にはいくつか共通のメッセージというものが

見られました。一つは、今野教授、ヤコブさん及びチャンさんが挙げられた情報の共有に

ついてです。ＹＥＮ（ユースエンプロイメントネットワーク）の一環として、国連事務総

長は、ＩＬＯに対し、各国の若年雇用問題に係る行動計画についてグローバルな分析を行

うよう要請をされました。世界的な動向の分析に資するよう、本日ご出席いただいた政府

代表の皆様方から、各国の国連代表に対して、今日の午前中にご紹介いただいた有益な情

報を提供していただきたいと思います。 

二つ目は、エンプロイアビリティについてです。ここで行われている議論の中心は教育、

訓練及び生涯学習の重要性、さらに、新たな統合されたアプローチを見つけることにあり

ます。一方で、こうした新しいアプローチにつきものの適切な教育学や学習方法はどうな

のでしょうか。グローバル化の中で、社会が変化しているわけですが、より柔軟に、より

迅速に学習するための戦略がきっとあるのではないかと思うのです。 

このセッションの前に若い４人の日本の働く人々からのすばらしいプレゼンテーション

がありました。彼らを見ていれば、若者というのは問題ではなく、むしろ解決策であるい

ということが分かります。私たちは、若い人達が持つ能力に対して尊敬の念を示すべきで

しょう。私は２人の男の子の母親でもあるのですが、とりわけ IT テクノロジーに関する彼

らの柔軟性と学ぶ戦略は疑いのないところです。若者は、経験、素質及び才能を有してお

り、年齢に応じて、社会に対し貴重な貢献をすることができるのです。若者の希望、労働

意欲を引き出すということ、また、使用者として、政策立案者として、我々は彼らの希望

を満たしているか、彼らのニーズに応えるような政策や解決策を導き出せるのかどうかに

ついて、自らに問うことが大事なのではないでしょうか。 

 

張 

エンプロイアビリティを高めるにおいて、教育が最重要です。中国では毎年、中卒の 50％、

また高等学校のやはり 50％が上級レベルに進まないという状況があります。エンプロイア

ビリティを引き上げるため、教育を十分提供することが最重要な課題です。エンプロイア

ビリティを教育などとどのように統合するかについては中国では新たな動向が見られてい

ます。しかし基本的なところから取りかかるべきでしょう。労働意欲、自主性についてで

すが、健全な制度をつくることがそのような意欲を引き出す第一の基礎だと思います。こ

うした制度によって若者の創造力そして活力を引き出すことができると思うからです。 

 

金 

エンプロイアビリティ向上のための制度ですけれども、３つの異なる方法を提案したい



と思います。第１は、産業と学校の連携を強めることです。また、大学間の競争を促すこ

とも重要です。第２に政府の支援が必要です。つまり教育の自立性を保証することです。

さらに、産業界における再訓練のコストを下げること、そして雇用の安定を図ること、そ

して政府がそれに対する支援を提供することです。第３に、各個人が生涯学習を通じた自

己実現を図ることが大事です。若い人達は現在の環境の中で自己発展、自己啓発を行うこ

とによって個人の競争力を高めていくことが大切でしょう。 

 

ハリマ 

申したいことが２点ございます。１つは、若い人達はＩＴに精通しているので、教え方

は違った方法で、もっと IT を活用し相互方向性があるようにしていくべきであり、それに

よってよりよいかたちで教えていくことができると思います。 

もう一つがイノベーションと創造性です。若い人達が創造的、革新的であるにも関わら

ず、活用されていません。多くの組織は硬直化しており、若い人達の可能性を発揮できる

場面が少ないわけです。 

シンガポールの公務員を例にとりますと、若い人達にグループをつくらせます。そして

そのグループがいろんなアイデア、提案などをまとめていきます。そして先輩もメンバー

と一緒になってそれをとりあげていくわけです。この種のグループは極めて効果的です。

こういったグループをどんどん作り、提案やアイデアを上にあげ、それを採用していくべ

きではないかと思います。 

 

今野 

さきほどは教育と訓練と雇用の融合が必要だということを申し上げました。教育や訓練

の内容が産業のニーズと合っていないということです。これは、人材を教育して訓練して

産業界に送り出すという供給側の問題として私は言ったわけです。ただ最後に、逆の面を

少しお話ししたいのですが、特に日本の状況を念頭においてお話したいと思います。日本

の企業が若い人を採用する時に「どういう人が欲しいですか」と質問すると、「いい人が欲

しい」と言われます。いい人って何でしょうか。教育訓練について問題を指摘するのであ

れば、産業界もどういう人が欲しいのか明確に定義してそれを社会に発するという努力を

する必要がある。これがないと若い人は迷うだけです。 

 

【会場を含めた質疑応答】 

会場からの質問１ 

情報の共有化のためにも、アジアからみえられた方々に自国で行われている施策の中で、

他の国にもあるいは特に日本に対しても参考になるような例として紹介できるものがあれ

ば教えて下さい。 

 

ハリマ 

質問者の考え方に同感です。例えば、ＩＬＯの主導により、ベストプラクティスに関す

る情報を収集し、各国が共有化できるようにすることが有益であると思います。 

シンガポールは天然資源がない小国ですので、人材育成または人的資源の開発に大いに



力を入れています。学術的に優れている人達は大学や短期大学に進み、それほど学問的な

ものに得意でない人たちは、例えば職業訓練、技術訓練所に行くことによって、誰であろ

うと自らの能力を高めるチャンスが与えられます。過去においては、教育はいわば横並び

方式でしたが、何度も教育のやり方をかえて、その結果それぞれ子供達のニーズに答えら

れるような教育にしようとしたわけです。子供によって能力もニーズも異なっているから

です。またもう一つ、スキルの向上と、特にもうすでに仕事をしている人達のスキルアッ

プに力を入れています。職場での変化があまりにも早く、またいろいろな景気などの動き

も速く、例えば好景気であっても数年しか続かないわけです。したがって、継続的に人々

を訓練して備えていかなければなりません。スキル向上のための基金が９２年に創設され、

すべての使用者は出資しなくてはなりません。このことは特に自ら訓練できない中小企業

の使用者にとって重要です。 

 

金 

若者のエンプロイアビリティを高めるためには、やはり教育システムがもっとも重要で

あると思います。韓国人は平等社会なので皆が教育の格差がある、大学の格差があるとい

うことを受け入れられないわけです。その結果、皆ステレオタイプになり、入学試験もや

らないということになってしまします。そのような教育制度のもとでは、ビジネス部門に

とって欲しい卒業生が得られないわけです。この１０年間見てみますと、大学生の数は倍

になったわけですが質は低いという深刻な問題を抱えています。そこで、他国のシステム

の導入によって教育制度をかえることが今韓国に一番求められていることだと思います。 

 

張 

中国の大卒者は今雇用問題に直面しています。２０～３０％は卒業後すぐには就職でき

ないわけです。そこで中央政府は大卒者の雇用を促進するための政策を取りまとめていま

す。大卒者に西部の貧しい地域で働くことを奨励・優遇することは、その一つです。卒業

生は、地方政府によって仕事を提示され、１～３年後、新たな選択肢を得ることができま

す。大卒者がそこで働くことによって多くを得ることができることから、たいへん効果的

だと思います。 

 

スチュワート 

情報の共有化に関して言えば、このシンポジウムはいい機会ですし、企画していただい

た日本政府に対して感謝申し上げたいと思います。日本政府も支援しているアジア太平洋

地域技能開発計画（APSDEP）は、アジア太平洋地域における職業訓練機構のネットワーク

ですが、そうした情報の共有化ができるもう一つのフォーラムです。これを通じて当該地

域における経験を共有し合っていただくのも一つの手ではないかと思います。それから、

カリキュラムの中で企業家精神の文化を育むことも大事だと思います。若者の声のセッシ

ョンに出演した竹細工の大村さんなどは、製作だけでなく店頭に立って売るということも

おっしゃっていました。ＩＬＯも、彼女のように起業家精神を育成することを手助けでき

ると思います。 

 



今野 

社会、産業界、企業のいずれにとっても、将来のための投資は不可欠です。投資には３

つの種類があって、設備に投資するか、技術の開発に投資するか、人に投資するかの３つ

があります。政府、企業の経営者、産業界のリーダーは、将来の設備の投資と技術に対す

る投資についてはお互いに国際的に、あるいは国内的に情報を共有化し、それをベースに

してポリシーをつくっているわけです。ところが、教育投資、訓練投資の情報の共有化は

欠けている。そこで、基本的な政策形成のレベルで情報を共有化し、それを踏まえてベス

トのポリシーを描けるようにして欲しいと思います。 

それから、アジア各国は、デュアルシステムや職業訓練の資格と教育訓練の資格のリン

ケージ、大学生のインターンシップの改善など、おおむね共通したことをやっています。

これらの失敗成功を共有化するということが非常に重要かなと思います。 

 

諏訪 

アジアからのパネリストの４か国（中国、韓国、シンガポール及び日本）をみると、共

通点があったのであろうと思います。それは教育に非常に熱心であった、教育投資が経済

発展にとって社会の安定にとって非常に重要だということでやってきたのだろうと思いま

す。ただし今野さんがおっしゃられたとおり、最近の動きを含めましてこの点に関する経

営者も含めた情報の共有というものがどうもいま一つよくなかったところがあったのだろ

う。今日みたいな機会をかわきりに今後とも是非ベストプラクティスの交換を行っていく

べきだとのご意見には、私も全く同感に思ったところです。 

 

会場からの質問２ 

高校生のインターンシップをアジアの国でどのようにおやりになっているか、お話いた

だきたいのですが。 

 

張 

中国でも高校生を対象とするインターンシッププログラムを持っております。このプロ

グラムには高校を卒業した人達が２，３年間職業訓練をまず受けるのですがそれを行うこ

とによって仕事の準備を整えます。中国では正式教育の他にも多くの人が職業訓練校に通

い、訓練を受けています。これは公式な教育ではありますけれどもそのいわゆる学問的な

側面のものではありません。このような教育に通う学生達は学校内そしてまた工場での実

地の訓練を積む機会があります。もう一つ別の例ですが、職業訓練校に在籍している学生

そして大学の学生がインターンシップによって実際に働く機会が与えられています。多く

の近代的な技術やさまざまな職業での実地経験を積むことができます。第３に、非常によ

い評判の企業を選びそのような企業に生徒を、インターンシップを行うために送るという

ことも行っています。 

 

金 

韓国ですが、通常、大学卒業生がインターン生となります。特に１９９８年以降韓国が

経済危機に苦み外貨が不足した時期、多くの企業が新規採用をしませんでした。そこで、



政府は、大学卒の給料の半分を支給することによって企業に対して学卒に門戸を開いて欲

しいと支援をしました。それによって若者の失業率が下がりました。しかし、企業が例え

ば１００人のインターンシップを学卒に門戸を開放しても、１年後企業は数人だけを選ん

でほとんどを放出してしまうということになり、あまり人気のない制度になってしまいま

した。現在韓国は、インターンシップのそもそもの目的に立ち返り、よりよいプログラム

を開発しようとしている最中です。 

 

ハリマ 
シンガポールでは学生、技術訓練校、あるいは職業能力開発校の学生を対象に行われて

います。おおむね１６歳以上の生徒達が対象になり、職業能力開発校あるいは技術訓練校

の生徒が一定期間企業に派遣されます。これは学校のカリキュラムの一部として行われ、

その技術教育あるいは職業能力開発を修了するための条件となっています。もう一つ別の

かたちの協力ですが、それは職業能力開発校の生徒達に企業を経営するという機会を与え

るのです。特定の製品を企業から委託されそれを職業能力開発校の中で売ります。つまり、

彼らが小売業者であるかような試験的な小さな環境をつくるのです。それによってマーケ

ティング、計画、企画、資源の配分などの経験、つまり事業を運営しているという経験を

得させるのですが、これもやはり企業との協力で行われています。職業能力開発校や技術

訓練校は政府からの補助金をかなり多く得ています。使用者はただ機会を提供するという

ことになっています。 

 

スチュワート 

一つの国のモデルを他の国に適用するというのは一つの挑戦です。しかしながら、ドイ

ツのデュアルシステムは、日本を含め、各国において適用されています。さまざまなかた

ちで教育と訓練と雇用とを統合していく協力モデルはこれからも増えていくでしょう。 

 

【まとめ】 

諏訪 

最後に一言ずつパネラーの皆様からご意見をいただこうと思います。 

 

今野 

教育と訓練と雇用の融合及び国を超えた情報共有がコンセプトだと思います。前者に関

し、ヨーロッパの長い経験が研究者としてはたいへん興味があります。特にデュアルシス

テムなどは９０年代以降に外から見ていると再復興した姿が見えます。そういう点ではヨ

ーロッパの人達とも情報を交換したいと思っています。 

 

ハリマ 

現在のトレーニングは仕事に密接しすぎており、非常に範囲の狭いものになっておりま

す。仕事に直結した訓練の場合、他の仕事に移って行かなければならないというときに難

しくなるのです。ですから新たなスキルを身につけて次の仕事に移っていけるスキルこそ

が大事だと思います。 



 

金 

大学で教えている友達に、どんなアドバイスを学生に与えているのかと聞いたところ、

グローバル化した社会において、それぞれの場所に対応したエンプロイアビリティが大事

になってくるということであります。学生に対しては、仕事を見つけたいといっても、韓

国に限定するのではなく、中国や日本、あるいは他の国に目を向け、もっと目をひろげて

エンプロイアビリティを考えろと言っているわけです。グローバル化した社会だから、場

所によってエンプロイアビリティは変わってくるからそれが大事だということです。 

 

張 

まず最初にすべきこと、それは具体的なかたちで行動することだと思います。例えば調

査をする必要があると思います。特別調査を実施することで、若年の雇用状況を把握し、

それをきちんと研究として取り上げていくことが第一歩だと思います。それによって、若

年雇用問題を包括的に理解することができます。その結果、政策立案のための貴重な示唆

が得られるでしょう。 

 

スチュワート 

３点ほど簡単に申したいことがございます。このシンポジウムを通して、私たちは主に

教育と訓練の重要性に焦点を当ててきましたが、私は、質の高い教育を行うことはかなり

の投資が必要だということを再度言わせていただきたいと思います。このことは、ジュネ

ーブにおける若年雇用に関する政労使三者構成会議の参加者からも指摘されたように、マ

クロレベルの政策の中でとらえていくべきであります。２つ目ですが、来年の６月にジュ

ネーブで開催予定のＩＬＯ総会において、若年雇用について一般討論を行うことになって

いますので、ここにお集まりのみなさまの多くにお越しいただければと考えております。

最後に、司会者に対し、このパネル・ディスカッションを非常に効果的な方法で進めてい

ただいたことについて御礼を申し上げたいと思います。 

 

諏訪 

少しだけ締めくくりの確認をして終わりに致します。第一番目はベストプラクティスを

もっと国際的に共有していこうではないかということです。改めて強調したいと思ってい

ます。また、エンプロイアビリティや教育訓練、雇用という問題を考えるとき、若者が袋

小路に入るようなキャリアに入らないようにする、つまりその先３０年４０年と働き続け

る若者が生涯を通じて意義のある仕事をし続けられるように、そして社会に自分なりに貢

献できる、自分なりに自己実現できるようにするためには、とりわけキャリアに焦点をあ

てる、しかもそれは過去形ではなく未来形のキャリアです。その若者が持っている将来の

キャリアをどのように政策的に、あるいは雇用の場において、教育の場において確保して

いき、支援できるか、これが非常に重要なポイントとして浮かび上がってきたと思います。

要するに今回２日間に渡って議論して分かったことは、「鉄は熱いうちに打て」、という古

い格言がありますが、熱いうちに新しい鉄を打つがごとく、次の時代を担う人材の教育訓

練、職業経験の付与に配慮をしていくことの重要性です。こうした試みを改めて２１世紀



の初頭に世界は問われているんだということを確認させていただきました。しかしどう打

つか、何に向けて打つか、この点はまだまだ議論や実験を繰り返して行く必要がある。そ

のためにはもう一度もとに戻りますが、ベストプラクティスをお互いに共有し、次に向け

てさらに実験を繰り返していく、これが求められているのではないかと思います。 



第２日クロージング 

 

 

シンポジウム２日目のクロージングにおいては、高橋一生 国際基督教大学教授・国連

大学客員教授によるシンポジウム要約が行われ、本シンポジウムの総括議長である衛藤晟

一 厚生労働副大臣より総括文書が発表された。また、堀内 光子 ILO 駐日代表より閉会

挨拶が行われた。 

  



第２日クロージング－シンポジウム要約 

 

国際基督教大学教授 国連大学客員教授 

高橋一生 

 

１．グローバリゼーションの含意として、パートナーシップとシェアリングが、いろいろ

な局面で、今まで以上に重要になっている。  

 

（１）「若者の声」で、仕事のやりがいに関し「達成することの満足感」、さらに「人々の

輪が広がり、人とのつながりで自分自身が豊かになる」との発言があった。仕事を通

じてのシェアリングとパートナーシップが重要。  

 

（２）いろいろな形で指摘があったが、教育・訓練・雇用を別々の課題ではなく、融合さ

せ、パートナーシップの下に、グローバリゼーションがもたらす課題に対処していか

ないと、若者の雇用問題は解決不可能。  

 

（３）成功例 のみでは 軽佻浮薄になりかねず、失敗例についてもその原因を探ること等

が重要で、両方の共有が必要。そのためには、国際機関特にＩＬＯ、企業、労組、政

府、研究者など関係者のパートナーシップが不可欠。  

 

（４）「高年齢者の雇用を重視するのか、若者の雇用を重視するのか」という質問に関し、

二者択一ではなく両方をどう組み合わせるかが問題だと回答があったが、若者に必要

なのは学ぶことで、教えるものを持っているのは高年齢者で、どういう風に組み合わ

せるかが重要。  

 

２．若者は、社会学的な視点からは多様－多分文学者にとっても－であるが、経済学者か

らみるとかなりパターン化しており、均一の問題が各社会にあるという指摘があった。

社会政策では多様なメニューが必要だが、経済政策では、マクロ・ミクロの両面から整

合性のある追求が必要だとの認識がある。多様な社会政策のメニューと整合性のある経

済政策、さらにその両方が統合された政策をそれぞれの社会でどう追及するべきか課題

となっている。  

 

３．グローバリゼーションは、企業の従業員に対する教育訓練投資を減少させ、日本のよ

うに企業が訓練投資を行っていた社会でさえ投資が減少すると指摘された。しかし、教

育制度自体は大きく変わらないであろう。企業は訓練しない、教育制度自体は大きくか

わらないという状況下で、どうやってそのギャップを埋めていくか、社会、政府その他

の施策等を通じていろいろな解決法を探るのが、グローバリゼーションの下での各国単

位の競争になる。  



 

４．若者の仕事の将来は、市場グローバリゼーションの下では今まで以上に不安定になる。

社会状況の不安定さと若者本来の不安定さの相乗効果で、若者は非常に不安定になって

いる、不安定さからＮＥＥＴという形で逃げる者、テロリズムという極端な形をとる者

もある。拡大した不安定さをどうやって生産的なダイナミズムに転換させていくかが課

題。  

 

５．「若者の声」では、女性の結婚、出産を含め、将来の不安定さに関し、プロとしてやっ

ていければ大丈夫という回答が聞かれた。おとなが線を引いた生涯教育ではない、若者

自身が回答を探す必要がある。今までのキャリアプロセスはただ１つ、男性の年齢に即

したキャリアプロセスだった。それに対し、緒方貞子氏は、70 代半ばにＪＩＣＡ理事長

に就任され、ご自身について、「女時間を生きている」という表現をされた。子育てや介

護などがすべて終わり、仕事に専念できる状況になってＵＮＨＣＲの代表になられた。

若者も複数のキャリアパターンという回答を出すのかもしれない。生産活動に吸収され

る方法を模索するのかもしれない。我々が設定する生涯教育のカリキュラムは、若者が

受け入れにくいものになりがちで、若者を信用するシステムにしていいのではないか。  

 

６．「グローバリゼーションと若年雇用」というテーマに関し、１つ明確になった。雇用の

主たる担い手である企業、社会の大きな枠組みを設定する政府、労組、若者自身、学者

も「これからの世の中はこうだ」と描ききれず、皆が暗中模索である。わからないこと

が多い中で、2 日間のシンポジウムは非常に重要であった。何がわかり、何がわからな

いか確実にしながら、市場中心の高速軌道のグローバル化から振り落とされないで、そ

れを御するような知恵を少しでも身につける、そのためには、皆が部分的な知見を持ち

寄って今回のようなシンポジウムを繰り返し行うことが重要である。  



 

 

議長総括 

 

 



議長総括 

 

2004 年 12 月２日及び３日、ＩＬＯ(国際労働機関)、国連大学及び日本の厚生労働省は、
アジアからハイレベルの参加者を招聘するとともに、ファン ソマビアＩＬＯ事務局長、フ
ァン ヒンケル国連大学学長を迎え、東京において標記シンポジウムを開催した。アジアか
らは１４カ国の政府代表が出席するとともに、労使等関係団体も多数参加した。 
本シンポジウムにおいては、経済のグローバル化が進展する中で、仕事の世界を通じて、

すべての人にグローバル化の果実を得るための機会を与える方策、特にアジアにおいてデ

ィーセント・ワークを実現していくための取組について、各国の創造的な取組に関する紹

介を含め、活発な議論が行われた。ＩＬＯ事務局長からは、本年２月に出された「公正な

グローバル化：すべての人々に機会を創り出す」（「グローバル化の社会的側面に関する世界委員

会」報告）を踏まえた基調報告がなされた。また、国連大学学長からは、世界的な広い視野

に立って、「公正なグローバル化」に向けた取組のあり方について報告がなされた。さらに、

テーマの当事者である若者による発言のセッションも設けられるなど、本シンポジウムの

内容はたいへん有意義なものとなった。その結果、参加者は、これまでの各国政府、ＩＬ

Ｏ、国連、ソーシャルパートナーによる真摯な取組を評価するとともに、今後も、公正な

グローバル化の実現と若者がいきいきと働き開花する社会創造を目指して関係者が努力を

重ねることで意見が一致した。 
 
 
１ グローバル化と若者の仕事 
 
・ 近年の急速なグローバル化は、世界中に新たな経済機会を創出したが、一方で、多

くの国々及び人々はその利益を享受できないでいることから、社会的側面を重視する

グローバル化が求められている。こうした中で、世界委員会報告は、自国における取

組及びグローバルレベルでの改革について詳細な提言を行っている。 
・ とりわけ最優先されるべき課題は、ディーセント・ワークを得たいという人々の強

い願いを満たすことである。人々がグローバル化を肌で感じるのも、人々の生活に影

響が出るのも、主として仕事を通じてである。グローバル化の恩恵を広く共有するた

めにはできるだけ多くの人にディーセント・ワークが行き渡るようにすることが重要

である。よって、公正で人間中心のグローバル化を実現するため、ディーセント・ワ

ークを世界的な目標として位置付けるべきである。グローバル化に伴うアジアのさま

ざまな課題についても、こうした視点に立って取り組んでいかなければならない。 
・ アジアにおいても、グローバル化の恩恵は一部の人にもたらされているにすぎない。

とりわけ、若者は労働市場へ新規参入する弱い立場にあることから、グローバル化の

負の影響を受けやすい。したがって、すべての人に機会を与える公正で人間中心のグ

ローバル化を実現するためには、弱い立場に置かれている若者に十分配慮していく必

要がある。 



・ 他方、若者は豊かな創造性、柔軟性を有しており、さまざまな活動を通じて知識や

経験を蓄積することにより、次代を担う中心的な存在へと成長していく可能性を持っ

た存在である。現に、グローバル化により急速に変化する経済・社会の中で、少なか

らざる若者が職場の第一線で活躍し、経済や社会に貢献している。 
・ このように、若者は広く経済・社会の発展に寄与する大きな可能性を秘めた「資産」

である。こうした若者の潜在能力を引き出すことにより、それぞれの地域の経済社会

が活性化され、ディーセント・ワークを生み出す基盤が構築される。現に、アジアで

は、若者を、将来を担う「資産」として位置付け、若者の能力開花に向けて教育等の

積極的な投資を行い、その結果飛躍的な発展を遂げ、あるいは遂げつつある例も多く

見られる。このようにして培われてきたアジア経済の成長力は、世界の注目を集めて

いる。 
・ したがって、あらゆる地域において、できるだけ多くの若者がその能力を十分に発

揮し、仕事を通して経済や社会にいきいきと貢献できるようにすることは、すべての

地域のすべての人にとってのディーセント・ワークを実現するための重要な鍵となる

ものである。 
 
 
２ 若者の雇用をめぐる現状と対策 
 

(1) 若者の現状 
・ グローバル化の進展により競争が激化する中で、実践的な知識や経験、さらには

人的ネットワークの重要性が増大しているが、若者は現時点ではこれらを十分に有

しておらず、不利な立場に置かれている。 

・ 世界の若年者の失業率は、成人の３．５倍であり、アジアでも約 3,800万人の若
者が失業している。 
・ 失業していることすら許されない状況に置かれ、劣悪な労働条件のもとでインフ

ォーマルな仕事に就き、先の見えない貧困に苦しみあるいは、健康を損なう若者も

多い。 
・ 他方、自らの努力や社会の支援が奏効し、社会で活躍の場をみつけ、懸命にかつ

生き生きと働き、社会に貢献している若者も多い。 
 

(2) 若年雇用のための重要な対策 
・ 本年 10 月にジュネーブで開催された若年雇用に関する三者構成の会議「前に続
く道」など、これまでの国連をはじめ、関係者の若年雇用に関する議論により、別

添に掲げる政策を政府が統合的に実施することが重要であることが明らかとなって

いる。 
・ これらのうち、本シンポジウムにおいては、若者が十分に能力を発揮し、いきい

きと働く社会を創造するための方策について、エンプロイアビリティの向上を中心

に議論を行った。 

 



 
３ 若者がいきいきと働き開花する社会の創造をめざして 
 

(1) 若者がみずから機会を掴み取るための努力 
・ 若者は、試行錯誤を繰り返す中で成長し、活躍の場を広げていくことができると

いう特性を有している。 
・ 若者が素晴らしい能力を発揮して活躍するか、能力を高めることができないまま

に過ごすか、あるいは能力を生かせないまま貧困の罠にはまるかは、若者自身の努

力が鍵を握る。 
・ 明るい未来を実現するため、若者自身が、失敗を恐れず、みずから進んで機会を

創り出すことに努め、ディーセント・ワークを通じ自立する道を模索することが必

要である。 

・ 若者は次代を担う者として、グローバルな視点を持ちつつ社会における役割を認

識し、キャリア形成に努めていくべきである。 

 
(2) 社会の支援 
政府、労使を始めとする社会全体で、若者が「資産」であるという視点に立って、

若者の主体的な取組を積極的に支援していく必要がある。 
・ 政府は、若者のエンプロイアビリティ向上の基盤となる学校教育の充実に努める。

その上で、(i) 職業能力開発に必要な教育訓練機会の確保、(ii) 職業能力開発に関す
る情報提供、(iii) キャリア形成の促進のための支援、(iv) 職業能力を適正に評価す
るための基準、仕組みの整備及び(v) 起業支援を積極的に行っていくべきである。 
・ グローバル化の流れの中で、企業は短期的な成果主義、即戦力志向に向かいがち

である。しかしながら、企業は、仕事の提供を通じて労働者の職業能力を高める直

接的な場を提供できる立場にある。そこで、「若者は資産である」という視点に立ち、

目標を持って長期的な視点から人材育成に取り組んでいく必要がある。人材育成こ

そが企業の成長の基礎である。さらに、エンプロイアビリティの向上及び職業観の

育成を図るため、学校教育に協力していくことが重要である。 
・ 労働組合は、エンプロイアビリティの向上に係る若年労働者のニーズを把握しつ

つ、若年労働者の自発的な職業能力の開発及び向上を促進するための取組を進めて

いくべきである。 
・ 政労使はもとより、職場の上司・先輩や家族、地域など若者と接するすべての者

が、若者を積極的に育成していく必要性を自覚するとともに、育成に当たってのビ

ジョンを描き、ニーズを把握しつつ、若者が仕事の世界に入っていき、成長してい

くことを後押ししていくべきである。 
・ また、若者の主体的な取組を支援し、その能力を開花させることにより経済社会

の発展を図るという各国共通の目標を達成するためには、若年雇用ネットワーク(Ｙ
ＥＮ)、アジア太平洋地域技能開発計画(ＡＰＳＤＥＰ)など、国際的な枠組みによる支
援をさらに拡充させていくべきである。 

 



 
 
今日のシンポジウムにおいて、アジアの国々での取組に関して情報交換が行われたが、

今後も各国や国際機関における取組をより効果的なものとするため、さまざまな場を通じ

て各国の経験や知識を共有し、協力を進めていくことが確認された。我々は、こうした取

組により、若者の育成を通じた明るい未来を実現することを約束する。 
本シンポジウムの成果が、2005年６月に開催されるＩＬＯ総会における若年雇用者一般
討議の場における検討の基盤とされるものと確信するとともに、2005年後半に韓国の釜山
で開催される予定のＩＬＯアジア太平洋地域会合においても、グローバル化と若者の未来

が重要なテーマとして位置付けられ、さらに深められることを期待する。 



別添 

若年雇用に関して政府が統合的に実施するべき施策 
 
 

(a) 雇用、中でも若者がディーセント・ワークを確保することを重視したさまざまなマ
クロ経済政策の実施 

(b) 若年者の労働需要を向上させる政策 
(c) 国際的労働基準に則った適切な国内法制と適切な労働市場の運営 
(d) 公正で適正な所得を得ることができるような賃金政策 
(e) 起業を促進する機運の醸成、起業を容易にするための環境整備等の起業支援 
(f) エンプロイアビリティの向上のための支援 
(g) 労働市場情報の提供 
(h) キャリアカウンセリングの機会の提供 
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GlobalisationGlobalisation and the World of Workand the World of Work

Urgent need for fair and inclusive Urgent need for fair and inclusive 
globalisationglobalisation
World Commission on the Social World Commission on the Social 
Dimensions of Dimensions of GlobalisationGlobalisation 2004 report2004 report
ILO Decent Work Agenda ILO Decent Work Agenda –– World World 
Community can only halve 1990 level rate Community can only halve 1990 level rate 
of poverty by 2015 is decent work secured of poverty by 2015 is decent work secured 
for people everywherefor people everywhere
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GlobalisationGlobalisation and the World of Workand the World of Work

Strong policy interventions are required, at Strong policy interventions are required, at 
international and national levels to international and national levels to 
eradicate poverty and create opportunitieseradicate poverty and create opportunities
Jobless growth is a huge challenge, e.g. Jobless growth is a huge challenge, e.g. 
IndiaIndia
In India, although total employment grown In India, although total employment grown 
by 1%, there still is high unemployment by 1%, there still is high unemployment 
and low productivity employmentand low productivity employment
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GlobalisationGlobalisation and the World of Workand the World of Work

Basic social protection (housing, Basic social protection (housing, 
healthcare, old age) is still inadequatehealthcare, old age) is still inadequate
500 million working poor in developing 500 million working poor in developing 
countriescountries
Income inequality has increased Income inequality has increased 
significantly in both between and within significantly in both between and within 
countriescountries
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GlobalisationGlobalisation and the World of Workand the World of Work
Fastest job growth today Fastest job growth today –– casual, partcasual, part--time time 
or contract work => Increased workersor contract work => Increased workers’’
sense of income insecuritysense of income insecurity
Japan Japan –– ““wagelesswageless”” economic growth; Large economic growth; Large 
increase of temporary, partincrease of temporary, part--time and time and 
contract workerscontract workers
1997 1997 -- 2002: Full time workers fell by more 2002: Full time workers fell by more 
than 4 mil to 34.5 mil. Partthan 4 mil to 34.5 mil. Part--time workers rose time workers rose 
by 1.7 mil to 12.1 mil. Contract workers rose by 1.7 mil to 12.1 mil. Contract workers rose 
from 966K to 2.5 mil. Temps rose from 257K from 966K to 2.5 mil. Temps rose from 257K 
to 721 K.to 721 K.
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GlobalisationGlobalisation and the World of Workand the World of Work

““People are a countryPeople are a country’’s and s and organisationsorganisations’’
best assetsbest assets”” ≠≠ Human capital investment in Human capital investment in 
many countriesmany countries
In a global economy, education, skills and In a global economy, education, skills and 
knowledge are instrumental for economic knowledge are instrumental for economic 
survival and a better lifesurvival and a better life
However, 115 mil children in developing However, 115 mil children in developing 
countries are not in school and 65 mil of countries are not in school and 65 mil of 
them are girlsthem are girls
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GlobalisationGlobalisation and the World of Workand the World of Work

There must be serious efforts to address There must be serious efforts to address 
imbalance => more inclusive imbalance => more inclusive globalisationglobalisation
process; equal emphasis on social and process; equal emphasis on social and 
economic developmenteconomic development
Protest and demonstrations in SeattleProtest and demonstrations in Seattle
IT has IT has revolutionalizedrevolutionalized information information 
transmission; boosted peopletransmission; boosted people’’s capacity to s capacity to 
galvanize worldwide support against galvanize worldwide support against 
injusticeinjustice
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GlobalisationGlobalisation and the World of Workand the World of Work
World CommissionWorld Commission’’s Report: s Report: ““the problems the problems 
identified are not due to identified are not due to globalisationglobalisation per se, but per se, but 
poor governance. Global markets have grown poor governance. Global markets have grown 
but without parallel social and economic but without parallel social and economic 
institutions necessary for the smooth and institutions necessary for the smooth and 
equitable functioning.equitable functioning.””
What should unions do to ensure a fair What should unions do to ensure a fair 
globalisationglobalisation process where all can benefit and process where all can benefit and 
not only a small number at the top?not only a small number at the top?
How can we help to ensure a better governance How can we help to ensure a better governance 
process?process?
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GlobalisationGlobalisation and the World of Workand the World of Work
Give greater recognition and support to Give greater recognition and support to 
unionsunions’’ role and contribution to societyrole and contribution to society

Strengthen Strengthen tripartismtripartism and social dialogueand social dialogue
Unions must be represented in key Unions must be represented in key 
institutions and institutions and programmesprogrammes in formulating in formulating 
economic and social policieseconomic and social policies
Increase presence in domestic and global Increase presence in domestic and global 
arenas (ICFTU, arenas (ICFTU, GUFsGUFs, and trade union , and trade union 
centrescentres))
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GlobalisationGlobalisation and the World of Workand the World of Work
Trade unions should help to promote the Trade unions should help to promote the 
adoption of a Decent Work Agenda in adoption of a Decent Work Agenda in 
their own countriestheir own countries

ILO Declaration on the Fundamental ILO Declaration on the Fundamental 
Principles and Rights at WorkPrinciples and Rights at Work
Ratification and effective implementation of Ratification and effective implementation of 
core labour standardscore labour standards
Through enforceable legislation and Through enforceable legislation and 
programmesprogrammes and activitiesand activities

11 

GlobalisationGlobalisation and the World of Workand the World of Work

Corporate social responsibilityCorporate social responsibility
UN Global Compact and ILO MNE UN Global Compact and ILO MNE 
guidelinesguidelines
Singapore Singapore -- Tripartite CSR Initiative to Tripartite CSR Initiative to 
promote CSRpromote CSR

GlobalisationGlobalisation and the World of Workand the World of Work

Employment and Employability Employment and Employability –– pillars pillars 
for income stability and economic for income stability and economic 
progressprogress

GovernmentGovernment’’s roles role
ILO core conventions and other standards ILO core conventions and other standards 
like HRD and Education, Training and like HRD and Education, Training and 
Lifelong LearningLifelong Learning
Primary education Primary education -- basic right for allbasic right for all
Workers must be equipped with relevant Workers must be equipped with relevant 
skills to remain employableskills to remain employable
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GlobalisationGlobalisation and the World of Workand the World of Work
HRD RecommendationHRD Recommendation

Employability and skills certification that Employability and skills certification that 
will encourage mobility and adaptability will encourage mobility and adaptability 
to changeto change
Equal access to education, training and Equal access to education, training and 
lifelong learning for all including, women, lifelong learning for all including, women, 
young people, minorities, disabled, older young people, minorities, disabled, older 
workers and those in informal sectorworkers and those in informal sector
Basic social protection and collective Basic social protection and collective 
bargaining and social dialoguebargaining and social dialogue
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GlobalisationGlobalisation and the World of Workand the World of Work

Conclusion:Conclusion:
GlobalisationGlobalisation can be fair and inclusivecan be fair and inclusive
=> needs strong trade union=> needs strong trade union
=> coherent macroeconomic policies=> coherent macroeconomic policies
=> employment generation=> employment generation
=> fair and transparent corporate => fair and transparent corporate 
governance rulesgovernance rules

Thank you.Thank you.
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Globalisation and Youth Employment
• 1 out of every 6 person in the world today is 

between 15 and 24 years old
– 1 billion young people between 15 and 24 years old
– This is 18% of total world population

• World youth unemployment rate has 
increased from 11.7% in 1993 to 14.4% in 
2003
– 14.4% rate is more than twice overall unemployment 

rate of 6.2%
– 88 mil unemployed youth = 47% of 186 mil 

unemployed globally
– Youth unemployment can be as high as 25% in some 

countries

3

Globalisation and Youth Employment

• Major policy priority for trade unions
– Integrating youth and youth employment
– Must be placed high on agenda of 

government’s macroeconomic policies and 
effective implementation programme

– Investment in education and training
– Assist least developed countries to raise 

literacy and education levels

4

Globalisation and Youth Employment

• ILO Recommendation on Human Resources 
Development, Education, Training and 
Lifelong Learning
– Employers must behave responsibly and provide 

opportunities to young people through training, 
career development and a safe and healthy work 
environment

– ILO HRD Recommendation provides good framework 
for human resource development

– Social partners, through social dialogue, should 
explore this Recommendation as a basis for 
promoting employment and decent work
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Globalisation and Youth Employment
• General trend of youth employment in 

Singapore
– Decline in labour force participation rate of young 

people between 15 and 24 years old
– Labour force participation rate declined from 25.3% in 

1993 to 13% in 2003 for those aged 15 – 19; and 
declined from 80.2% to 71.6% for aged 20 – 24

– One key reason: Longer period that young people 
stay in the education system which has been steadily 
increasing over the years with better educational 
opportunities and economic growth
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Globalisation and Youth Employment
• General trend of youth employment in 

Singapore
– Unemployment among young people rose 

from 7% in June 1998 to 7.8% in June 2003
– However, pace of increase was slower 

compared to overall average unemployment 
figure, which rose from 3.2% to 5.4% over 
same period

– Generally, the young do not face a serious 
unemployment problem in Singapore
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Globalisation and Youth Employment

• General trend of 
youth employment 
in Singapore
– On average, younger 

workers who are 
retrenched take a 
shorter time to find 
another job compared 
to older workers as 
they have better skills 
and qualifications

15.850 – 59
14.140 – 49
12.330 – 39
7.820 – 29

No. of weeks 
taken to find 
another job

Age, years old

Figures as at June 2003
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Globalisation and Youth Employment
• General trend of youth employment in 

Singapore
– While number of unemployed youth rose from 

17,000 in 1998 to 20,000 in 2003, theur share 
of total unemployed shrank sharply from 27% 
to 17% over same period

– This partly reflects the ageing workforce and 
the delayed entry of youth into the labour
market
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Globalisation and Youth Employment
• General trend of youth employment in 

Singapore
– Global trend of using more contract work 

becoming more discernible in Singapore
– Viewed as an opportunity to gain as much 

experience as possible from different 
employers to enhance employability

– Also some are concerned with the lack of 
certainty and stability

– As economy matures, there may be a 
mismatch in expectations and realities among 
the young
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Globalisation and Youth Employment
• Educational opportunities

– With effect from Jan 2003, primary education 
is compulsory in Singapore (about 10 – 11 
years of basic education)

– Channelled into either technical or academic 
education where employment prospects are 
good

11

Globalisation and Youth Employment
• Unions’ role in promoting Lifelong 

Learning and Employability
– Job creation and skills upgrading
– Enhancing wages and employability through 

skills training/upgrading, employment 
assistance programme, job re-design and 
proactive review of employment policies

– Advocating portable medical and skills 
training benefits

– Strengthening social safety net
12

Globalisation and Youth Employment
• Unions’ role in promoting Lifelong 

Learning and Employability
– Skills Redevelopment Programme which was 

started in 1998
– Total training places todate: 187,316
– Survey shows SRP achieved its target in 

reaching out to older workers and lower 
educated workers to go for training and skills 
upgrading to stay employable

– Skills Development Fund
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Globalisation and Youth Employment
• Employment Assistance Programme

– SNTUC Joblink Centre was set up on Feb 
2002 – one-stop job placement centre

– Pre-counselling and training for job seekers
– “Train and place” programmes
– Todate, 6,656 job interviews have been 

arranged
– About 30% of job seekers at the Joblink 

Centre are unemployed and below age of 30 
years

14

Globalisation and Youth Employment
• Union membership

– A current challenge for trade unions in 
Singapore to stay relevant to changing and 
increasingly diverse profile of workers in 
knowledge-based economy

– Increasing job churn and industry 
restructuring

– Seamless Membership Scheme
– Organising strategies must be adapted; 

recruitment campaigns etc

15

Globalisation and Youth Employment
• Union leadership

– Trade unions must create opportunities for young 
people to achieve their aspirations, contribute ideas 
and participate actively in making decisions to shape 
the future

– Induct more young men and women to serve in labour
movement

– Establish Youth Chapters in unions
– Strengthen bonding and networking among young 

and senior union leaders through regular dialogue 
sessions and forums; engage the young at various 
levels and foster a greater sense of belonging

16

Globalisation and Youth Employment
• Union leadership

– Training courses for young union leaders
– Ong Teng Cheong Institute of Labour Studies
– Structured leadership training programmes
– National Level:

• Ministry of Community Development, Youth and 
Sports

• National Youth Council; Singapore Youth Awards, 
Outstanding Youth in Education Award etc

17

Globalisation and Youth Employment
• Conclusion

– The young is our future
– Integration into society through creation of 

employment and opportunities
– Youth development and employment must be placed 

high on governments’ agendas
– Employers must provide opportunities to the  young to 

acquire experience and skills in a decent work 
environment

– Unions need to restrategise to attract more young 
members

– Strengthen social dialogue at all levels
18

Thank You
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グローバル化と仕事の世界
　使用者の立場から

グローバル化と仕事の世界グローバル化と仕事の世界
　　使用者の立場から使用者の立場から

金 榮培（経済学博士）金 榮培（経済学博士）

韓国経営者総協会 2

目　次目　次
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グローバル化の概念グローバル化の概念

情報通信技術情報通信技術

国際貿易量国際貿易量

海外直接投資海外直接投資

短期資本移動短期資本移動

グローバル化： 世界経済の統合の過程

開発途上国における貿易量／GDP：
33.8%（1990年） 　 48.9%（2001年）

US$ 3,240億（1995年） US$ 1兆5,000億（2000年）

US$ 600億／日（1983） US$ 1兆5,000億（2001年）

韓国経営者総協会 4

グローバル化による経済的・社会的影響グローバル化による経済的・社会的影響

7.4‐5.7 (1990)中南米

4.2 (1996)4.44.3 (1990)アジア

3.42.52.8日本

4.96.96.2米国

10.510.610.4西欧

199719931987地域

〈表 1〉 主要地域における失業率

注：表中の「アジア」に日本、中国、インドは含まれていない。
出典：ILO、1998年

（単位：％）

韓国経営者総協会
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〈表2〉 先進工業国における所得格差（D9／D1）の傾向

年 米　国 英　国 スウェーデン ドイツ フランス

1980
1990
1995

3.26
3.96
4.35

2.79
3.29
3.38

2.04
2.01
2.13

2.69
2.51
2.32

3.26
3.26
3.28

注：D１およびD9はそれぞれ最低および最高の所得階層を表している。
出典：ILO、1998年

グローバル化による経済的・社会的影響グローバル化による経済的・社会的影響

韓国経営者総協会 6

〈表3〉 最も豊かな国家と最も貧しい国家における
1人当たりGDP

1960 - 1962 2000 - 2002

最も貧しい20カ国（A） 212 267

最も豊かな20カ国（B） 11,417 32,339

比率（ B／A ） 53.9 121.1

出典：世界銀行、2003年

（単位：US＄、倍）

グローバル化による経済的・社会的影響グローバル化による経済的・社会的影響

韓国経営者総協会
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〈表4〉 韓国における事業所の規模別にみた賃金格差
（単位：千韓国ウォン／月）

グローバル化による経済的・社会的影響グローバル化による経済的・社会的影響

注：（　）内の数字は中小企業と比較した場合の比率
出典：韓国労働部　「毎月労働統計」各年
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〈表5〉 韓国の製造業における事業所の規模別にみた収益性

売上高経常利益率 売上高営業利益率

2002 2003 2002 2003

大企業 5.4 6.0 7.5 8.2

中小企業 3.4 2.5 5.3 4.6

出典：韓国銀行

（単位：％）

グローバル化による経済的・社会的影響グローバル化による経済的・社会的影響

韓国経営者総協会
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　実際は、

　グローバル化への適応に失敗したことで、経済的な不公平性が

生じた。

　グローバル化は概して人類の繁栄を後押しした

　グローバル化は雇用創出、生産性向上、経済成長を促した

　世界の総生産額は過去50年間で10倍に増加し、1人当たり所得は
　 人口激増のなかで3倍に増加した。

グローバル化による経済的・社会的影響グローバル化による経済的・社会的影響

韓国経営者総協会 10

韓国におけるグローバル化韓国におけるグローバル化

　韓国におけるグローバル化に対する障害

　不安定な労使関係

　硬直した労働市場

　過度の行政介入および規制

　高い管理費と人件費

　高すぎる住居費

　季節労働者に対する労働組合の排他的態度

　労働運動家や市民団体による反グローバル化感情

韓国経営者総協会
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グローバル化に対処するための手がかりグローバル化に対処するための手がかり

法律・制度面
での変化

法律・制度面
での変化

認識・習慣・
行動面での変化

認識・習慣・
行動面での変化

グローバル化
への適応

韓国経営者総協会



グローバル化と若年雇用
　使用者の立場から

グローバル化と若年雇用グローバル化と若年雇用
　　使用者使用者の立場からの立場から

韓国経営者総協会

金 榮培（経済学博士）金 榮培（経済学博士）

1. グローバル化の経済的影響

2. 若者に対するグローバル化の影響

3. 健全で公正な経済のための若者の役割

4. 職業能力開発を通じたエンプロイアビリティの向上

目　次目　次

韓国経営者総協会

グローバル化の経済的影響グローバル化の経済的影響

グローバル化グローバル化

効率性効率性

資源の合理的流通資源の合理的流通

自由貿易自由貿易

生活の質の向上生活の質の向上

雇用創出雇用創出

規模の経済規模の経済

経済上の支配経済上の支配

相互依存相互依存

産業の空洞化産業の空洞化

所得格差の拡大所得格差の拡大

若者の失業率若者の失業率

非正規雇用非正規雇用

韓国経営者総協会

韓国におけるグローバル化の経済的影響韓国におけるグローバル化の経済的影響

〈図1〉海外進出した韓国企業の数

出典：韓国政府統計局、2003年9月
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グローバル化が韓国の若者に及ぼした影響グローバル化が韓国の若者に及ぼした影響

〈図2〉韓国における全体失業率および
　 若年労働者の失業率の傾向

出典：韓国政府統計局、｢労働力人口｣、各年
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韓国において若年労働者の失業率が高いことの背景

　雇用なき成長

－技術革新と産業構造の高度化

　 －10億ウォンのGDPを創出するのに要する人数：
68.7人（1990年） 41.9人（2002年）

　産業界の需要と学校教育のミスマッチ

　－経験者の雇用： 39.6% （1996年） 79% （2004年）

　仕事に対するえり好み

　－結果として、中小企業と大企業の間で労働力不足の度合いに差が出た

グローバル化が韓国の若者に及ぼした影響グローバル化が韓国の若者に及ぼした影響

韓国経営者総協会
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注：（1）中小企業：従業員数30～299人を指す。（2）大企業：従業員数300人以上を指す。
出典：労働部「労働需要傾向調査報告書」

〈図3〉 韓国における労働力不足の傾向

グローバル化が韓国の若者に及ぼした影響グローバル化が韓国の若者に及ぼした影響

全体

中小企業

大企業

韓国経営者総協会

解雇権に対する厳しい制限解雇権に対する厳しい制限

正規従業員の雇用に消極的正規従業員の雇用に消極的

労働市場の二重性が深まっている労働市場の二重性が深まっている

非正規従業員の増加非正規従業員の増加

解決策

－非正規従業員のための社会的弱者

対策（ソーシャル・セーフティ・

ネット）の拡充

－正規従業員の雇用の柔軟性を高める

解決策

－非正規従業員のための社会的弱者

対策（ソーシャル・セーフティ・

ネット）の拡充

－正規従業員の雇用の柔軟性を高める

出典：OECD経済審査報告書・韓国、2003年2月20日

〈図4〉韓国経済に関するOECDの報告書

　グローバル化に相反する政策

　－ 既存の正規従業員の雇用・賃金に対する過度の保護

　－　雇用の柔軟性を保証するには不十分な法令

グローバル化が韓国の若者に及ぼした影響グローバル化が韓国の若者に及ぼした影響

韓国経営者総協会

健全で公正な経済のための若者の役割健全で公正な経済のための若者の役割

グローバル化に対処するために

グローバル化の現実と正面から向き合う

生涯の職場ではなく生涯の職業

自分自身のエンプロイアビリティを向上させる

様々な経験と専門能力の均衡をとる

正しい価値観と職業に対するしっかりとした見通し

韓国経営者総協会

エンプロイアビリティ向上のための基本構想エンプロイアビリティ向上のための基本構想

大学の学務に対する自主性を保証する

産業界における再訓練費を軽減するための支援

雇用保障サービス

　　産業界と教育界の連携

　　産業界の積極的な姿勢

　　行政による支援

産業界と教育界の協力

産業界の需要に適した教育プログラム

教育市場の開放と大学間の競争

生涯の職業を通じた自己実現

個人の競争力の維持

韓国経営者総協会
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「グローバル化と若者の未来に関するアジア・シンポジウム」「グローバル化と若者の未来に関するアジア・シンポジウム」

「グローバル化と雇用・能力開発支援」「グローバル化と雇用・能力開発支援」

慶應義塾大学　樋口美雄慶應義塾大学　樋口美雄

22

１．１．財財サービスサービスの国境を越えた移動の国境を越えた移動

（輸出･輸入）の推移（輸出･輸入）の推移

33

図１ー１　国内総支出に占める輸出・輸入割合（名目）図１ー１　国内総支出に占める輸出・輸入割合（名目）
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44

図１－２　国内総支出に占める輸出・輸入割合図１－２　国内総支出に占める輸出・輸入割合
（実質、（実質、19951995年価格）年価格）
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２．２．資本の国境を越えた移動の推移資本の国境を越えた移動の推移
（対外直接投資・対内直接投資）（対外直接投資・対内直接投資）

66

図２　日本の対外直接投資と
　　　　　対内直接投資の推移 （報告・届出ベース）
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出所：『大蔵省国際金融年鑑』金融財政事情研究会、９５年からはジェトロの推計による。
注：１９９５年以降円建てで発表されるようになったため、年央の為替レートで換算しドル建て表示にした。

（百万ドル）
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図３　図３　対外直接投資、対内直接投資による対外直接投資、対内直接投資による
　　　　　　　　　　　　雇用創出者数の推移雇用創出者数の推移
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３．３．対外直接投資は日本の雇用を対外直接投資は日本の雇用を
減らしていか減らしていか

99

図４　図４　アジア地域での生産活動の有無による成長率格差　アジア地域での生産活動の有無による成長率格差　
～電機産業～～電機産業～

（海外進出企業の成長率－非進出企業の成長率）（海外進出企業の成長率－非進出企業の成長率）
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＊出所： 樋口美雄・松浦敏幸「企業パネルデータによる雇用効果分析～事業組織の変更と海外直接投資がその後の雇用に
与える影響」経済産業研究所、ディスカッションペーパー No.03－Ｊ－019、2003年12月
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図図５５　高校・大学卒業者の就職内定率の推移　高校・大学卒業者の就職内定率の推移
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図６　図６　非正規雇用者比率の推移（若年非正規雇用者比率の推移（若年1515～～2424歳層）歳層）
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出所：総務省統計局「労働力調査特別調査」、「労働力調査（詳細集計）」
注：１．各年２月、2002年以降は１～３月平均、2002年以降調査項目が変更となっているため、時系列比較は注意を要

す。

２．非正規雇用者比率は役員を除く雇用者に占める非正規雇用者数の割合

３．非正規雇用者は役員を除く雇用者から正規の職員・従業員を除いた者

（％）
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４．４．不熟練労働者の需要減少と高度不熟練労働者の需要減少と高度
専門的職業従事者の需要増大専門的職業従事者の需要増大
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５．５．柔軟な労働者再配置の重要性柔軟な労働者再配置の重要性

1414

６．企業の能力開発支援および自己６．企業の能力開発支援および自己
啓発支援の重要性と国の支援啓発支援の重要性と国の支援

1515

図図７７　労働費用（現金給与総額を含む）　労働費用（現金給与総額を含む）　　　　
　　　　に占める教育訓練費の割合（％）に占める教育訓練費の割合（％）
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７．７．国際的労働基準強化の必要性と国際的労働基準強化の必要性と
ILOILOへの要望への要望
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グローバル化と若年雇用グローバル化と若年雇用

Globalization and Youth EmploymentGlobalization and Youth Employment

Yasuo SUWAYasuo SUWA
Hosei University, TokyoHosei University, Tokyo
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年齢と仕事の世界での評価年齢と仕事の世界での評価

Need-
ed

若年 The Youth
子供　The 
Childhood

経済的
な必要
度

壮年　The Maturity高年　The Aged

Socially Respected社会的な尊敬度

3

高齢者高齢者対　若年者対　若年者

高齢者　＝　社会的に尊敬されるが、経済
的にはあまり必要とされない

若年者　＝　経済的には必要とされるが、
社会的にはあまり尊敬されない

The Aged = Socially Respected but 
Economically Not So Needed
The Youth = Economically Needed but 
Socially No So Respected

4

困った状態　→　理想の状態困った状態　→　理想の状態
HardHard →→ Normal  Normal  →→ IdealIdeal

困った状態　＝　尊敬もされず、必要ともさ
れず　（Not Respected and Not Needed)
普通の状態　＝　尊敬されなくとも、必要と
はされる (Not Respected but Needed)
理想の状態　＝　尊敬されるし、必要ともさ
れる(Respected and Needed)

5

問題はどう実現するか？問題はどう実現するか？

The problem is how to attain it?The problem is how to attain it?

LetLet’’s discuss the way out!s discuss the way out!



 
 
 
 
 
 

アジア諸国における若年者を対象とした職業訓練政策 
 

グローバル化と若者の未来に関するアジア・シンポジウム 
～若者がいききと働き開花する社会の創造をめざして～ 

2004.12.2, 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

独立行政法人 労働政策研究・研修機構 
 
 
 
 
 
 



アジア諸国における若年者を対象とした職業訓練政策 
 
1. 職業訓練政策の背景 
再編が進む教育訓練政策 
 アジア諸国の能力開発政策は、近年、大きく変化してきている。各国政府は、これまでも国

家の経済開発を進めるうえで人的資源の開発を重視してきたが、90年代後半の経済危機を転機
として能力開発政策の再編を進めてきた。 
それには、二つの背景があった。第一に各国政府は、経済危機後の失業率の上昇のなかで、

増大する失業者が新たな雇用機会を獲得できるように能力開発政策を強化した。たとえばイン

ドネシア政府は、国家主導の教育訓練によって労働力の質的向上をはかる政策を重視し、職業

訓練調整機関、国家職業訓練制度、国家資格制度の確立に取り組んでいる。 
第二には、経済危機を乗り越え、経済が新しい成長軌道に移行するなかで、企業が激化する

国際競争に対応するために人材ニーズの高度化を進めているにもかかわらず、既存の能力開発

体制が、したがって、そこで育成された人材がそれに適応できていないという状況が明確にな

り、政府はそれに対応する必要があった。 
たとえばタイ政府は、技術・技能を有した人材の不足が経済成長の足かせとなりつつあると

の認識から、マレーシア政府は、2000年から始まる第８次マレーシア計画のなかで、知識集約
型の経済を実現するには高度人材の増強をはかる必要があるとの認識から、能力開発政策の強

化を打ち出した。シンガポール政府は、1999年に作成された「マンパワー21計画」のなかで、
労働者の生涯にわたるエンプロイアビリティーの向上をはかるために能力開発を重要な政策

的課題として位置づけた。さらに韓国政府は、2004年から始まる中期雇用政策基本計画のなか
で、生涯職業能力開発体制を構築し、年間 300万人に教育訓練機会を提供することを政策目標
としてあげている。 
教育訓練政策の重点は若年者 
こうしたなかで特に問題になったのは、若年者に対する政策である。それは若年者の失業問

題が他の労働者層に比べて深刻になっているからである。90年代後半の経済危機以降、各国と
も雇用状況が改善しているものの、若年者の失業率は高い水準にある。 
若年層の失業問題の背景には、各国共通して二つの面がある。第一に、人口の年齢構成上の

要因とともに、農村部から都市部へ移動する若年層の増加などを背景として労働市場に参入す

る若年層が増大している。政府にとって、彼ら(彼女ら)に就職できるだけの能力を身につけさ
せることは重要な政策課題になっている。 
それに加えて第二に、経済の高度化をはかるために高い技能・技術をもつ人材に対するニー

ズが拡大しているにもかかわらず、若年者がそれに対応できていないという問題が表面化して

いる。これには二つの側面があり、一方では、人的ニーズの高度化のなかで学歴水準の低い若

年者にとって雇用機会を得ることが難しくなるという問題があり、これに対して能力開発政策

を強化して、若年者の能力水準を全体的に底上げすることが重要な課題になる。 
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他方では、大卒者等の高学歴若年者の雇用も問題になっている。これまでの高学歴若年者は、

少数エリートとして良好な雇用機会を獲得できていた。しかし、高学歴化が進み高学歴若年者

の供給が増加するなかで、彼ら(彼女ら)が高度化する企業の人材ニーズに適応できていないと
いう問題が深刻化している。 
たとえばタイでは、大卒者はこれまで社会のエリートとして位置づけられ、政府等の公共機

関中心に就職してきたが、彼ら(彼女ら)の就職先は民間に移りつつある。しかし、彼らの能力
が民間の人材ニーズに適応できていないという問題が出てきており、それに対応するための職

業訓練が重要な課題になっている。また韓国では、大手企業が典型労働者の採用を絞り、非典

型労働者を拡大するという方向で雇用政策の再編を進めるため、高学歴若年者の雇用問題が深

刻化し、政府は若年者失業問題に対応するための職業訓練政策を打ち出した。 
 

2. 職業訓練の政策と実施体制 
職業訓練政策 
 職業能力の開発をねらいとする各国の能力開発政策は、一般的に、学校教育機関で行われる

職業教育と訓練機関で行われる職業訓練からなり、両者は教育省と労働省(あるいは人的資源
省)等のように異なる政府機関が担当しているが、ここで主に職業訓練について注目している。 
 各国の職業訓練政策の特徴は二つの観点から整理できる。第一には、どのような労働者等に

対して、どのような職業訓練サービス(訓練内容、訓練期間など)を提供するのかであり、これ
によって訓練プログラムの構成が決まる。第二には、第一で決まった個々の訓練プログラムに

どの程度の資源を配分するかであり、これによって、どのようなプログラムに重点を置くのか

(したがって、重点的にどのような労働者にどのような訓練を行うのか)が決まる。以上の観点
から職業訓練政策を捉えると、各国の職業訓練ポートフォホリオの特質が明確になり、図表１

に韓国の例を示しておいた。 
職業訓練の実施体制 
 つぎに問題になるのは、このような職業訓練をどのように企画し、実施するかである。いず

れの国でも、職業訓練の企画と総合調整は中央政府が担当するが、職業訓練を実施する体制は

国によってかなり異なり、その違いは、職業訓練が公的訓練機関によってどの程度担われ、ど

の程度が外部機関に委託されるのかによって規定される。図表２は、各国の職業訓練の実施体

制を整理したものである。 
第一のタイプは、職業訓練が公的訓練機関中心に行われている「公的訓練機関主導型」であ

り、タイ、マレーシア、インドネシアがこれに当たる。さらに、これらの公的訓練機関が中央

政府の管轄下にあるのか、地方政府の管轄下にあるのかによって分かれ、前者の「中央集権型」

がタイとシンガポールであり、後者の「地方分権型」がインドネシアである。その対極にある

タイプが、職業訓練の実施に公的訓練機関が関与せず、外部機関に委託する「外部委託型」で

あり、シンガポールがこれにあたる。最後のタイプは、職業訓練は公的訓練機関によっても行

われるし、外部にも委託される「公的機関・外部委託混合型」の韓国であり、前述の公的訓練
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機関主導型と外部委託型の中間型に当たる。 
 
3. 公的な技能資格制度 
技能資格制度の特徴 
 各国は以上の職業訓練体制と並行して、公的な技能資格制度を整備しており、そこには国を

超えた共通性と国による多様性が見られる。技能資格制度の特徴を明かにするには、次のよう

な視点が必要である。 
① 同制度はどの範囲の労働者を対象にしているか（対象範囲の視点）。これには、どの範囲

の職種を対象にするのかに関わる「ヨコの範囲」と、どのレベルの労働者までを対象に

するのかに関わる「タテの範囲」がある。また後者の場合には、製造業を例にとると、

生産労働者を対象にする「浅い範囲」の場合と、高度な技術者までも対象にする「深い

範囲」の場合がある。 
② 対象労働者の技能をどのような基準で評価するのか（評価基準の視点）。 
③ その評価に基づいて、対象労働者（あるいはその技能）を幾つのランクに分けるのか（ラ

ンク数の視点）。 
④ どのような運営体制で技能を評価し、資格を付与するのか（運営体制の視点）。 
 第一の「対象範囲の視点」からみると、中国、韓国、シンガポールが対象範囲(ヨコの範囲)
を広く設定している国であり、それに比べるとタイとインドネシアは狭く設定している国であ

る。 
第二の「ランク数の特長」は「タテの範囲」と関連が深い。中国、韓国、マレーシアは５ラ

ンクの、タイとシンガポールは３ランクの資格制度をとっているが、この違いは「タテの範囲」

の違いを反映している。すなわち、３ランク制をとる２カ国が生産労働者を対象にする「浅い

範囲」の制度をとっているのに対して、５ランク制をとる３カ国は生産労働者から技術者まで

を対象にする「深い範囲」の制度をとっている。しかも５ランク制をとる国でも、生産労働者

に対しては３ランクとしているので、生産労働者レベルは３ランクに、技術者レベルは２ラン

クに分けるという点で国間の共通性は高い。 
第三に、こうしたランク分けの共通性に対応して、技能評価の基準についても、国間である

程度の共通性があると考えられ、タイ等のように「基礎レベル」「一人前レベル」「上級レベル」

とするのが一般的であろう。しかし、こうした技能資格が実務能力を反映できているのかとい

う反省から、評価基準を「仕事のできる能力」に組替える動きがみられる。「コンピテンシー」

を軸に能力評価基準を組み直したインドネシア、英国の技能資格制度（NVQ）をベースにして
国家技能検定システムを構築したシンガポールはその例にあたる。 
以上のように、どの国においても公的な技能資格制度が導入され、同制度は労働者の能力を

評価するともに、職業訓練との連係をはかることによって、労働者の能力開発を促進するうえ

で重要な役割を果たしている。しかし、同制度がどの程度の広がりと機能をもつかについては、

国間でかなりの格差があるというのが現実である。 
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教育と訓練を結合する新しい資格制度の動き 
 以上の伝統的な技能資格制度に加えて、職業教育とリンクする技能資格を整備する動きがで

てきている。その典型がタイの OPEN SYSTEMである。同制度は 2004年から試験的に導入
されているもので、「現場で使える能力」を重視した能力基準を設定し、それに基づいて能力

を認定し、認定を職業教育機関の単位として認める能力認定制度である。これは職業訓練と職

業教育を結合する新しい試みであり、こうした動きは若年者対象の能力開発プログラムにもみ

られる。 
 詳細は後述するが、中国等で行われている「インターンシップ」は大学等の学生が、またタ

イ等で行われている「デュアル・システム」は職業教育機関の生徒が、企業等での実務訓練を

通して実務的な職業能力を習得するための、職業教育と職業訓練を結合した能力開発プログラ

ムである。このように教育と訓練の融合化と体系化が進むという新しい動きが出てきている。 
 
4. 若年者のための教育訓練プログラム 
教育訓練プログラムの類型化 
前述した職業訓練の実施体制のなかで、各国政府は若年者に対して、どのような職業訓練プ

ログラムを提供しているのか。その構成は、どのような若年者を対象に、どのような方法で訓

練を実施するかによって決まる。訓練対象者には、学校教育に就学中の若年者、就業前の若年

者、在職している若年者、失業している若年者の４タイプがあり、実施方法には、訓練センタ

ー等で訓練する Off-JT 型と、企業における就業(OJT)と訓練センター等での Off-JT を結びつ
けた訓練・就業結合型の２タイプがあるので、それらを組み合わせることによって、図表３に

示してあるように職業訓練プログラムを体系的に捉えることができる。さらに同図表にしたが

って、各国が実施している若年者対象の主要な職業訓練プログラムを整理すると図表４になる。 
それをみると、各国とも、就業前の若年者を対象に長期にわたり訓練する養成訓練型のプロ

グラムを実施しており、同プログラムが若年者を対象とする最も中心的な職業訓練になってい

る。しかし、それ以外については、在職者訓練、失業者訓練が必ずしも若年者のみを対象にす

る訓練プログラムではない等の事情から、各国政府が共通して整備している若年者向けプログ

ラムは少ない。そうしたなかにあって、注目される若年者向けプログラムがあるので、それら

を紹介しておきたい。 
若年失業者(未就業若年者)対象の Off-JT型訓練 
主に、学校を中退あるいは卒業した後に就業していない若年者を対象にした職業訓練であり、

マレーシアでは、青年・スポーツ省管轄下に 18歳から 25歳の若年者(とくに学校中退者)を対
象にした訓練センター(国立青少年技能校)が設置されている。 
さらに体系的な職業訓練を整備しているのが韓国である。第一の「就業訓練」プログラムは、

大卒未就業者など雇用保険未適用の若年者失業者で、職業安定機関に求職登録をした者を対象

に行う職業訓練である。第二は、進学せずに中途脱落した若年者を対象にした「委託訓練」で

ある。この訓練は大韓商工会議所傘下の訓練施設と民間の訓練機関に委託されており、製造業
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などの技能人材の育成を目的に実施されている。 
訓練・就業結合型の訓練プログラム 
 つぎは訓練・就業結合型プログラムであり、それには注目される二つの動きがある。第一は、

訓練センターでの Off-JTと企業での OJTを組み合わせた欧州の徒弟制度やデュアル・システ
ムに似たプログラムであり、韓国の「２+１プログラム」、タイの「デュアル・システム」、シ
ンガポールの「見習制度」がこれにあたる。 
 韓国の「２+１プログラム」は、実務的な知識とスキルを習得することをねらいとして、技
術職業高校で２年間学習した後に、１年間を企業で実務研修(OJT)を行うというプログラムで
ある。タイの「デュアル・システム」は、職業高等学校、高等専門学校での教育と企業での実

務研修を組み合わせた職業訓練プログラムであり、教育課程(職業高等学校３年、高等専門学校
２年)の半分以上は実務研修に当てられる。2003年度には対象学生数が 43,000人の規模に達し
ている。シンガポールの「見習制度」は、文部省傘下の技術教育機構あるいは同機構が認可す

る訓練センターでの Off-JTと企業での OJTを組み合わせたプログラムである。 
 雇用・訓練結合型のもう一つのタイプは、大卒者を対象にしたインターンシップである。韓

国では経済危機の時に未就業青年を対象に始められたが、現在では、中小企業と大卒者を結び

つける機能が注目され、大学 3,4年生を対象に 6ヶ月間のプログラムとして実施されている。
また中国では、大卒者が急増し、彼ら(彼女ら)に十分な雇用機会を保証できないことが心配さ
れている。それを受けて上海市は 2002年から、就職先が決まっていない大学 4年生を対象に、
通常 3～6 ヶ月の期間でインターンシップを実施している。その後、大卒者の就業能力を高め
るための訓練プログラムとして評価され、全国的な広がりをみせている。 
非雇用型の訓練プログラム 
 これまで説明して訓練プログラムは、雇用労働者としての能力を開発するためのプログラム

であったが、最近は、起業を促進するための訓練プログラムが注目されている。中国では、若

年労働者を主な対象にして、起業あるいは自営業に必要な基礎的な知識と能力を訓練するため

のプログラムが作られており、同プログラムは ILOの「SYB訓練」がベースになっている。 
同様の動きは他の国でもみられ、雇用労働者にのみ目をむけてきた職業訓練が、非雇用型の

就業者にも範囲を拡大してきている新しい動きである。 
 
5. 結論 
職業訓練政策の新しい動き 
 これまでアジア各国の職業訓練政策、とくに若年者対象の職業訓練政策の現状について明ら

かにしてきた。それをみると各国の政策は幾つかの方向で変化しつつあり、その変化は、経済

のグローバル化が進むなかで変化し、高度化する人材ニーズに能力開発政策を適応させる動き

である。 
 まず人材ニーズが高度化するなかで、労働者のエンプロイヤビリティの向上をはかるために

能力開発を強化するという動きがみられ、とくにその必要性は、これから就業しようとする若
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年者で求められている。また同時に、将来の雇用の不安定性が増していることから、労働者が

長い職業キャリアにわたってエンプロイヤビリティを維持できるように「生涯にわたる能力開

発」が重視されている。 
 さらに、能力開発の実施の面でも新しい動きがみられる。これまでの能力開発政策は、職業

教育は学校教育機関で行ない、職業訓練は訓練機関で行うという「教育と訓練の分離」と、労

働者は教育訓練機関での教育・訓練を終えた後に雇用され、企業等で働きながら実務能力を習

得するという「教育・訓練と雇用の分離」の原則をベースにして作られてきた。しかし、こう

した能力開発政策は「教育と訓練」を融合する、「教育・訓練と雇用」を融合する方向で再編

されつつある。 
すなわち職業教育では「school to work」が問題になり、インターンシップの拡大のように
訓練との統合化を進め、また職業訓練では、訓練で得た能力を学校教育の資格に認定するなど

職業教育との連携を進めつつあり、職業教育と職業訓練は、教育・訓練内容と資格認定の両面

で融合化の方向で変化している。他方では、教育訓練機関での Off-JTと企業等での OJTを組
み合わせたインターンシップ、デュアル・システムなどの教育訓練プログラムが拡大しつつあ

り、「教育・訓練と雇用」の融合化は確実に進みつつある。 
これからの課題 
 以上の能力開発政策の新しい動きを踏まえると、能力開発政策、とくに若年者対象の能力開

発政策を充実させるための政策的課題が明らかになる。 
第一には、能力開発政策を強化することについては広くコンセンサスができているものの、

それを具体的な政策として実現するうえでの課題は多い。能力開発が人的資源に対する投資で

あるということを踏まえると、とくに、能力開発にどの程度の資源を投下するのか、その資源

をどの教育・訓練分野に配分するのか(つまり「能力開発投資ポートファーリオ」)に関する政
策が重要であるが、「適正な能力開発投資ポートファーリオとは何か」を決めることは難しい。 
こうした場合には、国際的なベンチマーキングの方法が有効である。すなわち、能力開発投

資ポートファーリオの国際比較を行い、各国がどのような特徴をもつ政策をとっているのかを

相互に理解し、政策形成に役立てるのである。しかし、現段階ではそのためのデータを得るこ

とは難しく、まずは能力開発投資ポートファーリオをお互いに比較するための国際的な協力関

係の形成が求められている。 
第二には、「教育と訓練と雇用の融合化」を促進するための政策を強化することである。「教

育と訓練の融合化」のためには、まずは、教育と訓練を担当する政府機関の協力関係の強化は

避けられない。それと同時に、「教育と訓練と雇用の融合化」の背景には、能力開発政策を変

化し、高度化する企業等の現場における人材ニーズに適合させるということがあるので、現場

が求める「仕事のできる能力(can-do-ability)」を明確化することが重要である。コンピテンシ
ーの提唱はそのための試みの一つであるが、「仕事のできる能力(can-do-ability)」の評価方法
の開発と、その結果を教育・訓練と資格認定に組み込むための仕組みづくりが重要な政策課題

になろう。 
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また「教育・訓練と雇用の融合」については、訓練・就労結合型の訓練プログラムの経験が

浅いアジア各国は、訓練の内容や実施体制から企業等における訓練生の諸条件の決定にいたる

まで多くの課題を抱えていよう。したがって、より効果的な訓練・就労結合型プログラムを作

り上げるために、まずは、各国の経験を相互交流することが重要である。また、長い訓練・就

労結合型訓練の経験をもつ欧州に学ぶことも有益でろう。 
第三は技能資格制度に関わる課題である。「教育と訓練と雇用の融合化」にあわせて、学校

教育上の資格と職業上の技能資格の連携を強化すること、「仕事のできる能力(can-do-ability)」
に基づいて能力を認定する方向で制度を再編成することが必要であるが、それに加えて、以下

の点を強調しておきたい。アジア各国間の経済交流が深まり、国境を越えた労働者の移動が増

加しつつあるが、その傾向は今後ますます強まろう。そうなると、学校教育上の資格がそうで

あるように職業上の技能資格についても、将来的には、国間で調和をはかる必要性が高まると

予想され、そのための準備が今後必要になるだろう。 
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短期型 長期型

  商工会議所等への
  委託

大韓産業人力公団
(1年課程)

技能大学
(多技能技術者養成２年課程)

 事業主への訓練費
 支援  等

ー

失業者
  商工会議所等への
  委託

その他(高齢者な
ど)

大韓産業人力公団 ー

訓練サービス内容(訓練期間)

訓
練
対
象
者

図表１　韓国の公的訓練ポートフォーリオ

就業前労働者等

在職者

社
会
的
弱
者



中国 韓国 タイ マレーシア シンガポール インドネシア

実施体制
のタイプ

(不明)
公的訓練・外部委託
混合型

公的訓練機関主導型
(中央集権型)

公的訓練機関主導型
(中央集権型)

外部委託型
公的訓練機関主導型
(地方分権型)

訓練の
実施機関

【公的機関】
○技工学校(3167)
○職業訓練センター
(3465)
等

【民間】
○民間職業訓練機構
(17,350)

【公的機関(労働部)】
～韓国産業人力公団、
技能大学、韓国技術教
育大学校等

【公的機関(地方政府)】
～一部の地方政府

【民間】
～職業訓練法人、専門
学校等(委託訓練担当)

【公的機関(労働省)】
○中央センター
○地域技能開発センター(１
２)
○県技能開発センター(６４)

【人材局】
○産業訓練校(14)
○上級技術訓練センター等(5)

【マラ公社】
○マラ活動センター(140)
○マラ職業訓練校(11)
○ﾄﾞｲﾂ･ﾏﾚｰｼｱ技術学院等(3)

【青年スポーツ省】
○国立青少年技能訓練校等
(5)

訓練を外部委託
(公共訓練機関なし)

【中央政府】
○職業訓練所(6)

【地方政府】
○職業訓練所(153)

（注）カッコ内は施設数を示す。

図表２　公共訓練の実施体制



Off-JT型
OJT型

(訓練・就業結合型)

就学中の若年者 ー インターンシップ

就業前若年者 養成訓練 デュアル・システム

在職若年者 在職者訓練 ー

若年失業者 失業者訓練 ー

訓練方法

訓
練
対
象
者

図表３　若年者のための訓練プログラムの類型



中国 韓国 タイ マレーシア シンガポール インドネシア

①大韓産業人力公団
(１年課程)

①産業訓練校
(２年課程)

②技能大学
(２年課程)

②上級技術訓練センター
(３年課程)

①就業訓練

②政府委託訓練

就職前養成訓練プログラム
(3ヶ月、6ヶ月、10～11ヶ月
訓練コース)

図表４　各国の若年者向け訓練プログラム

青年スポーツ省傘下の技能
訓練校

Off-JT
型

OJT型
(訓練・
就業結
合型)

労働者養成制度
(１～３年課程)

技術者養成コース
(３年課程)

シンターシッ
プ

在職者訓練

養成訓練型

失業者訓練

デュアル
システム

技術教育機構の訓練校
(１～２年課程)

Dual System 見習制度

　 　

インターンシッププログラム インターンシッププログラム 　インターンシッププログラム

2+1プログラム



中国 韓国 タイ マレーシア シンガポール インドネシア
人口 12億8453万人 4,815万人（2004年4月末現在） 6,401万人（2003年） 2,410万人(2002) 418万人（2003年） 外国居住者含む

343万人　　　　　　　国内居住のみ
2億1,200万人（2002年）　※JICA江尻氏資料
より

労働力人口 7億5360万人（経済活動人口） 2,292万人（2003 年） 3,485万人（2003年） 988万人(2002) 215万人（2003年６月時点） 1億77万人（2002年）　※インドネシア労働移
住省提供資料より

労働力人口に占める
若年者比率（２５歳未
満＊）

不明 16.6％（※20～29歳）（2003年） 約16.5%（2003年） - 11.7%
（15-19歳:3.5万人）､（20-24歳:21.7万人）
（2003年6月時点）

20.5％（2002年）　※インドネシア労働移住省
提供資料より

失業率 4.30% 3.4%（2003年） 約2.0％（2003年） 3.6%（2003年） 4.7%   (2003年） 9.1％（2002年）　※インドネシア労働移住省
提供資料より

若年失業率 （1996年以降統計なし） 7.4%（2003年） 約6.3％（2003年） 15-19歳　29.5%　(MTUC推計）
20-24歳  36 .1%　（MTUC推計）

15-19歳　13.0%
20-29歳　  5.2%　(2003年）

若年失業率は非常に高いとのことだが、詳
細データがない。　※学歴別失業者数の詳
細データはあり

職業訓練政策の概
要

中国では、一般の教育と平行する形で職業
教育が取り入れられており、まず職業教育、
職業訓練を受けて資格を取得し、その後就
職に至るといった流れができている。職業訓
練は、就業前訓練、在職者訓練、転業訓練
に分けられ、初級、中級、高級の職業資格
訓練とその他の技能訓練、適応性訓練など
をカバーしている。現在、政府は、高等職業
学校、中等専門技術学校、高級技工学校、
技工学校、職業訓練センター、民間職業訓
練機構、企業内訓練センターなどの職業訓
練機構において、多様な方向からの職業教
育と訓練システムを実施している。

失業者、低所得層など就業の困難な層に対
する就業促進と在職勤労者の職業能力向上
を通じた企業の生産性向上を基本方針とし、
①在職勤労者訓練、②失業者訓練、③技能
人材養成訓練を行なっている。

・技能・技術を有した人材不足。人材育成は
国家経済開発計画の重要施策
・就学率の低い都市の貧困層や地方の若年
層への教育訓練機会の提供、および、製造
現場やコンピュータ処理能力に関する職業
能力を持つ大卒者への民間企業の需要の
高まりに対応が急務
・学校教育における職業教育は教育省、在
職労働者および貧困家庭の子弟の職業訓
練を労働省が受け持つ。近年は基本枠組み
を越えて職業訓練を展開、より実践的な職
業訓練プログラムへと改定を進める

・職業教育は、広範囲な専門分野の基礎的
な知識や技術を体系的に付与することを主
眼とし、主に教育省が担当する。若年者を対
象に、学校教育の中等教育及び高等教育に
おいて実施。
・職業訓練は、生産現場で即戦力となる人材
を養成するために、企業から要求される職業
能力を勘案したカリキュラムに基づいて「も
のづくり」の技術・技能を付与することを主眼
とし、新規学卒者や在職者を対象に、主とし
て、人的資源省、起業家育成省、青年・ス
ポーツ担当省等で所管して実施。
・この他、各州が独自に運営する技能開発
センター（SDC)など、州政府（Stage
Government)の行う職業訓練や、農業省、自
治省、国防省等が実施する行政機関独自の
専門訓練校がある。

職業訓練(Vocational  Training) を企画・
実施しているのは、大きく分けて人的資源
省と教育省。人的資源省は傘下の雇用訓
練庁、教育省は技術教育機構が中心的
役割を果たす。

2003年の第13号新労働法を根拠とし、職業訓
練政策の３本柱として「職業訓練調整機関」、
「国家職業訓練制度」、「国家資格制度」の確立
が急がれている。「職業訓練調整機関」とは、国
家全体の職業訓練の方向性を統一しムダを排
除するために、職業訓練に関わる諸問題の調
整、評価などを行っている機関であり、中央政
府、経営者団体、職業訓練所などが参加してい
る。次に「国家職業訓練制度」に関しては、2000
年の第22地方分権法に基づいて地方政府に対
する権限委譲が進められており、職業訓練の規
則やガイドラインの制定については中央政府が
行い、職業訓練の実施については地方政府が
中心となって行うようになってきている。最後の
「国家資格制度」については、有能な労働者が
国内のみならず海外でも活躍できるように、そ
の能力を適切に評価することを目的とした制度
である。

プログラム１
①労働者養成制度

プログラム１
① 就業訓練

プログラム１
① Dual System

プログラム１
① ポリテクニック

プログラム１
①SMCP ( The Strategic Manpower
Conversion Programme )

プログラム１
①技術者養成コース

②就業を希望する中・高卒者を対象に職業
訓練や職業教育を受講させ、職業資格を取
得させる

②・雇用保険未適用の青年失業者などを対
象に就業が有望な分野の職業訓練を実施
することで、職業能力と就業能力を高め、産
業界の需要に見合う人材を養成
・1998年から失業者就業促進のための就業
及び創業訓練を実施
・1998年8月、国務会議で高学歴未就業者対
策の一環として就業有望分野訓練を実施

②商業、工業、サービス・芸術･工芸などの
分野で約40職種で実施

②工学分野の技術者、商業・サービス分野
の管理職等企業の中核人材を養成する。教
育省が最も期待するプログラムの一つ。

②受講前に訓練修了後の就職が決まってい
るため、人気が高い。主なコースはヘルスケ
アコース（看護師や放射線技師等）と、ＩＴ関
連コース。いずれも訓練期間は１年未満。受
講資格は、既に短大卒の資格（Ｄiploma）を
持っており、異業種で専門職に就いている労
働者など。ある程度のスキルがあり、受講前
から就職先が決まっているため訓練期間が
短い。雇用訓練庁と就職先となる病院は、訓
練にかかる費用を一部負担。
技術教育機構.

②機械エンジニアリング、電子産業、溶接の
３分野で求められるスキルを身につけた技
術者を養成するための訓練プログラム

③労働社会保障部 ③労働部 ③教育省職業教育委員会 ③教育省 ③労働移住省・職業訓練国内雇用総局
④職業訓練センター、技工学校、民間の訓
練施設

④公共訓練機関、職業能力開発施設・法
人、一般専門学校

④職業高等学校または高等専門学校と民間
事業所

④ポリテクニック(Polytechnic)、全国に12校 ④中央政府（労働移住省）管轄下の職業訓
練所（５施設）

⑤中卒、高卒者 ⑤新規失業者など雇用保険未適用の失業
者（卒業予定者を含む）で、職業安定機関に
求職登録をし、職業訓練相談を受けた失業

⑤学生 ⑤上級中等学校卒業生 ⑤高卒者～21歳までの若年者

⑥126万人（2003年度） ⑥16,298人（2003年） ⑥利用学生数は約43,000人、参加企業は
9,000事業所

⑥約3万2千人 ⑥各訓練所の最大収容力216名／年

⑦1～3年 ⑦1ヶ月以上1年以内、就業前3回まで受講
できる

⑦職業高等学校3年と高等専門学校2年の
職業教育課程で、その半分以上を民間企業
での実務経験に充てる。手当てあり（最賃以

⑦２年課程と３年課程に分かれ、２年課程に
はCertificate、3年課程にはDiplomaが付与

⑦３年間（６セメスター）

プログラム２
①起業促進プログラム

プログラム２
①政府委託訓練

プログラム２
①Open System

プログラム２
①産業訓練校(ITI)

プログラム２
①全日制訓練

②職業訓練および仲介サービスを用いた起
業促進

②個別事業主による実施が困難、或いは人
材の不足する職種又は国家経済発展の基
幹となる職種の人材を養成

②自動車、サービス、繊維、IT・ソフトウェア、
宝石の5分野、実務に即した訓練プログラム
を作成。教育訓練後の試験により５段階の
資格を付与し、それにより職業高等学校など
の単位認定を行う。2004年から試験導入

②製造業関連の技能者養成訓練が中心。
長期コースと短期コースを設置。実施してい
る訓練は基礎レベルもので、長期コース修
了生には、MSC（マレーシア技能証明書）
が、短期コース修了生には向上訓練修了証
が発行される。

②２９の訓練コースがある。週5日、理論教
育と作業練習を行う。コース修了者が取得で
きる主な資格および訓練期間は、①産業専
門資格：電気、電子関係のｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ等の
コース（２年間）②国家専門資格：精密機械、
金属加工等のコース（２年間）など。

③青年同盟、労働社会保障部 ③労働部 ③教育省職業教育委員会 ③人的資源省
④職業訓練センター ④大韓商工会議所の人材開発事業団傘下

の８人材開発院及び62の民間訓練機関等、
労働部長官が毎年指定する訓練機関。

④職業高等学校、高等専門学校、民間事業
所

④産業訓練校(ITI: Industrial Training
Institute)、全国に１４校

④職業訓練校（全国１０校／2003年時点）

⑤解雇された若年労働者 ⑤職業安定機関に求職登録した15歳以上の
失業者、人文系高等学校3年の在学生中、
進学しない者

⑤就業者 ⑤新規学卒者、在職者

⑥ ⑥1万1,662人（2003年） ⑥約３万人 ⑥約1万人
⑦80時間 ⑦1-2年 ⑦不明 ⑦長期：2年

基
本
指
標

若
年
者
対
象
の
職
業
訓
練
政
策

若年者のための主要
な訓練プログラム
【①プログラム名、②
プログラム内容、③
実施主体、④訓練施
設、⑤訓練対象、⑥
被訓練者数、⑦訓練
期間など】



プログラム３
①インターンシッププログラム

プログラム３
①インターンシッププログラム

プログラム３
①就職前養成訓練プログラム

プログラム３
①上級技術訓練センター(ADEC)

プログラム３
①見習制度

②専門的な経験と就業に対する意識向上の
ために就業を体験する

②雇用保険に加入した5人以上300人未満
の企業を対象に若年のエンプロイアビリティ
の向上を目的とする未就業青年を対象とし
た職場体験プログラムの１つとして施行中。

②就職につながる技能習得が目的の技能
者養成訓練を実施

②産業界における熟練労働者の養成と、地
域の職業能力開発中核センターとしての位
置付け。

②企業でのOJTによる実践技術訓練と訓練
機関でのOFF-JTの学習を同時に行う。ドイ
ツのデュアル・システムがモデル。航空宇宙
産業、自動車、経営、電気、電子およびヘル
スケアなどの多様な分野で83の訓練プログ
ラムがある。同プログラムのほとんどで、国
家専門資格２もしくは３が取得できる。多くの
企業が訓練生を訓練修了後も雇用。

③自治体 ③ ③労働省技能開発局 ③人的資源省
④企業 ④ ④中央職業訓練センター、地域技能開発セ

ンター、県技能開発センター
④上級技術訓練センター(ADEC:Advanced
Technology Training Center)､全国に４校

⑤卒業後の進路が未決定の大学4年生 ⑤18-30歳の高校・大学卒の失業者 ⑤学校に在籍していない16～25歳までの青
少年

⑤新規学卒者、在職者

⑥上海2,000人以上 ⑥ ⑥約3万2,000人 ⑥約4,000人
⑦3～6ヶ月（最長1年） ⑦インターン就業支援は、研修期間３ヶ月間

の間ひとりあたり60万ウォンを就業先企業に
支援。正規社員として採用した場合は、追加
として３ヶ月の支援。

⑦3ヶ月訓練コース、6ヶ月訓練コース、10～
11ヶ月訓練コースがあり、どのコースも期間
中に1～2ヶ月の工場実習がある

②長期：3年、短期：１～3週間

プログラム４
①2+1プログラム(ドイツのデュアルシステム
に類似)

プログラム４
①在職者技能向上訓練プログラム

プログラム４
①マラ活動センター

②企業が即戦力として必要とする技術を習
得させ、実社会への円滑な移行を図る。

②就労者の技能や知識の一層の習得を目
指す

②ブミプトラ優先政策の一環。自営業の奨励
など地方産業の雇用ニーズに合わせ、基礎
技能の訓練に重点を置く。

③ ③労働省技能開発局 ③起業家育成省
④職業高等学校（工業高校） ④中央職業訓練センター、地域技能開発セ

ンター、県技能開発センター
④全国140箇所のマラ活動センター

⑤プログラムに登録している学生は、高校で
２年間学んだ後、残りの２年をOJT契約のも
と企業で訓練生として現場実習を行う。

⑤専門技術について初歩的知識がある者を
対象

⑤ブミプトラ（マレー系民族）

⑥ ⑥約11万4,000人 ⑥1万320人(1999年）
⑦ ⑦全42～60時間コース ⑦6ヵ月～12ヵ月

資格制度 名称：職業資格証明書制度、実施年：1994
年～、対象職種：413職種（小分類）、ランク：
5ランク（初級技工、中級技工、高級技工、技
師、高級技師）、技能鑑定機構：8万ヶ所強、
合格率：平均84％、資格取得者数：延べ
4,500万人

・施行主体別区分：①国家資格（国家技術資
格＋狭義の国家資格）、②民間資格（純粋
民間資格、国家が公信力を認める公認民間
資格、事業内勤労者の特定技術取得を支援
するための社内資格）
①国家技術資格：全637種。技術・技能系と
事業サービス分野に区分され、技術・技能系
の場合技術士・技能長・技師・産業技師・技
能士等級で構成され、事業サービスは専門
事務と基礎事務で構成される。国家技術資
格以外の国家資格は一般的に国家で法律
を制定し検定を国家が直接主管し施行する
場合を指し、弁護士、看護士、弁理士など
114種が施行されている
②民間資格：約600余種について民間で自
律的に運営。（1997年資格基本法の制定に
より民間資格国家公認制度が導入され、
2003年まで労働部、情報通信部など9省
（庁）で46種の民間資格を公認）。

1.教育省職業教育委員会：Dual Systemおよ
びOpen System（上記参照）
2.労働省技能開発局：Skill Standard
7職種157分野の資格を整備。同局の職業訓
練プログラムの多くはこの資格制度とリンク
して作成される。グレードは3つ。若年層向け
のプログラムは主にグレード１に対応して作
成されている。予算はおよそ３億バーツ。昨
年度は約3万人が受験。

・国家技能検定制度により、MSC(Malaysia
Skill Certification：マレーシア技能証明書)を
取得。　　　　　　・MSCは国家職業技能基準
(NOSS)に基づいて教育・訓練された修了生
に対して付与。　　　　　　　　　　・国家職業訓
練審査会（NVTC）が、予めNOSSに基づいて
訓練するコースを訓練プログラムとして承
認、そしてその訓練施設が認定センター
(Accredited Center)として認定されるという
仕組み。　　　　　　　・技能レベルは、Ｌ１：半
熟練、Ｌ２：熟練、Ｌ３：高度技能、Ｌ４：高度技
能・監督者、Ｌ５：高度技能・管理者レベルと
いう5段階に分けられている。
・MSCを取得する方法としては、①認定セン
ターで認定プログラムによる訓練を修了する
方法、②単位認定証による方法、③業績認
定による方法の３つがある。

雇用訓練庁－2000年9月に国家技能認定シ
ステム（National Skill Recognition System /
NSRS ）がスタートし、職業技能を認定する
枠組みを設立した。同システムのモデルは、
英国のNational Vocational Qualifications /
NVQで、就職前の学生や既に職業経験のあ
る労働者の技能を認定することが目的。産
業界が主導して認定する資格を決定するこ
とが同システムの大きな特色。現在、ホテ
ル、デパート、スーパー、コールセンター、清
掃、海運など６９の分野で592の技能資格
（Skill Standard）を認定している。労働者が
技能資格を取得したい場合、定められた訓
練コースで当該訓練を修了すればよい。技
能レベルは大きく分けて3つに分けられる。
　技術教育機構―全日制訓練、見習訓練等
の修了者に資格付与を行う他に、公的職業
試験（Public Trade Test）を実施。同試験
は、国家専門資格２および３レベルの幅広い
分野の科目がある。訓練コースを履修しなく
ても、職業経験を生かして試験に合格すれ
ば資格を取得できる。

2003年の第13号新労働法に基づき、「国家
資格制度」の再整備が進められている。
名称：国家資格制度、対象職種： 現時点で
は「35職種」※拡充予定あり、資格の種類・
ランク：職種によって異なる、資格発行機関：
中央政府が認証した７つのＬＳＰ（技能検定
機関）。

訓練後における職業
とのマッチング

調査中 1.全体
・訓練機関は、訓練修了生に対する就業斡旋機能
を果たすこととされている。
・労働部傘下の雇用安定センターにおいて訓練生名
簿の提供を受け、就業斡旋を実施。
・雇用安定センターの職業相談員が大学に出向き、
求職登録および職業相談を行う。
2.就業訓練終了後
・訓練機関：訓練修了後3ヶ月まで修了生を対象に
積極的に就業斡旋を実施し、未就業修了生の名簿
を雇用安定センターに通報
・雇用安定センター：訓練機関から通報を受けた未
就業修了生に対して求職登録を行い、積極的に就
業斡旋を実施
※ジョブフェアなどに積極的な参加を促す
・修了生は終了後3ヶ月間、訓練機関または雇用安
定センターに定期的に訪問、又は連絡をとり、就業
情報を把握・就業斡旋を積極的に受けなければなら
ない。就業した場合、その事実を訓練機関又は雇用
安定センターに通報しなければならない（訓練修了
後、3ヶ月以降通報義務無し）
※事後管理期間を3ヶ月→6ヶ月に改定中

1.全体
・各プログラムは実務経験・工場実習が組み込まれ
ており、実習先に就職が決まるケースもあり。また、
実習を通じた意識・能力向上により就職活動が有効
に展開され効果をあげている
2.教育省プログラム受講後
・Dual Systemを利した学生の就職率はほぼ100％
・職業教育プログラムを受講した学生は、卒業後も、
母校の就職課に就職や転職の仲介を依頼。学校で
は、求人情報コンピュータ検索システムを整備
3.労働省プログラム受講後
・就職前養成訓練プログラムは、各訓練センターに
あるTraining Development Promotion Unitが、工場
実習の斡旋と実習中のフォローアップを行い、就職
先の確保と就職率のアップに努める
・プログラム受講後の就職率は約７４％程度。Unitを
通じた就職はこのうちの９割程度
・労働省雇用局では、新卒者向けとして、高専、専門
学校、大学を対象に全国85ヶ所の職業斡旋所で、
月に1回Job Basalまたは Job Fairと呼ばれる合同就
職説明会を開催
4.大学
・大卒者の民間企業への就職促進を図るため、イン
ターンシップ制度を導入。大学のランクにより効果に
差がある

・新規卒業生を定期一括採用するという雇用
慣行はない。欠員などによって、従業員を採
用しなければならない状況が生じた場合に、
企業は随時募集を行って必要人員を採用す
るという方式である。
・従って一般的には、訓練生は、修了後、企
業の募集広告などで求人情報を見つけて順
次就職していくわけだが、人的資源省の産
業訓練校(ITI)や上級技術訓練センター
（ADEC）においては、コースを修了する前に
就職が決まっているケースがほとんどであ
り、最終的な就職率はほぼ100％近いとい
う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・修了生の
80％以上が修了後6ヵ月以内に就職してい
る。

雇用訓練庁―SMCPでは訓練前から就職先
が決まっているので、訓練修了者の就職率
はほぼ100％。
技術教育機構－見習制度では受講生が
OJTを受けた企業にそのまま就職している
ので、就職率がほぼ100％。

中央政府や地方政府は、訓練後の職業紹
介などのサポートは一切していない。
ただし、訓練プログラムを実施するにあたり、
民間企業の現場を利用させてもらっているた
め（ワークショップとして活用）、各職業訓練
所は民間企業とのつながりが非常に強い。
そのパイプを利用して、訓練後の進路を決
めるケースが数多く見られる。

＊但し、韓国、シンガポールを除く



中国 
 
1. 労働市場の概況 
 「中国労働統計年鑑」によると、2002 年の中国の総人口は 12 億 8453 万人（香港特別行
政区、澳門特別行政区、台湾省を除く）であり、そのうち 16歳以上の人口は 9億 8459万人
である。中国において、労働力人口1は、男子が 16 歳から 59 歳、女子が 16 歳から 54 歳と
されており、2002年の労働力人口は 7億 5360万人で、総人口の 58.7％を占めている。さら
に、就業者数は 7億 3740万人であり、その内訳をみると、都市部が 33.6％（2億 4780万人）、
農村部が 66.4％（4億 8960万人）となっている。また、就業者数の推移をみると、1993年
の 6 億 6808 万人から 2002 年の 7 億 3740 万人へと、過去 10 年間で 6932 万人増加してい
る（図 1参照）。 
 ついで、失業状況をみると、2002 年末現在の都市部の登録失業者数は 770 万人、登録失
業率は 4.0％であり2、前年と比較すると、登録失業者数は 91万人増加、登録失業率は 0.4％
上昇している。また、若年者の失業者数を示す失業青年数については 1995 年までしか調査
されていないものの、2002 年の失業者数のうち 25 歳未満の割合が 20.2％であることから、
失業青年数は約 156万人であると推測される。 
 これら失業者数に大きな影響を与えているフローの労働供給についてみると、都市部の労

働力の供給源は、大きく 9 項目に分類される。表 1 に示すように、2002 年度のフローの労
働者数は 2546万人であり、労働供給の最も主要な項目は、レイオフ人員（652万人）、前年
末に失業者であった労働者（608 万人）であり、これに未進学の中学・高校卒業生（249 万
人）、都市職業学校の卒業生（200万人）が続いている。中国では、長期にわたる労働力の過
剰供給と、急激な経済発展に伴う経済構造の変化がもたらした労働力の質のミスマッチによ

り、在来産業の従業員のレイオフが目立っており、1998年から 2003年までの国有企業のレ
イオフ人員は合計 2828万人に達している。 
 また、第 10次 5ヵ年計画期（2001年～2005年）には、年平均 1360万人の新規労働力の
増加が見込まれており、さらに、この期間中に農村部から都市部へと移動する余剰労働力は

ピークに達し、農村部で余剰となっている 4,000万人が都市部の非農業部門に移ることが予
測されている。そのため、失業者、レイオフ人員、新規学卒者、農村部からの余剰労働力と

いった雇用状況を改善していくための積極的な雇用推進政策が求められている。 
  

2. 教育訓練政策の概況 
（1）職業訓練 
中国では、日本とは異なり、一般の教育と平行する形で職業訓練が取り入れられているこ

                                                 
1 中国労働統計年鑑では「経済活動人口」と表記されている。 
2 これらの数字には、農村部の余剰労働力、下崗が含まれていないという問題点がある。 
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とから、まず職業教育、職業訓練を受けて資格を取得し、その後就職に至るといった流れが

できている。これは社会主義の下で、多くの国民に仕事を与えることが何より緊急の課題で

あり、すべての国民に一般教育と平行して職業教育を受けさせる必要があったためである。 
中国の職業訓練は、就業前訓練、在職者訓練、転業訓練に分けられ、初級、中級、高級の

技術者資格訓練とその他の技能訓練、適応性訓練などをカバーしている。中国政府は、高等

職業学校、中等専門技術学校、高級技工学校、技工学校、職業訓練センター、民間職業訓練

機構、企業内訓練センターなどの職業訓練機構において、多様な方向からの職業教育と訓練

システムを実施している。技工学校は、技術労働者の養成を主とし、同時に各種の長期・短

期訓練を行う総合的職業訓練機構であり、一方、職業訓練センターは、主に新しく生まれた

労働力と失業者を中心に、集中的に訓練を行う機構であり、実用技術と職業適応能力の訓練

を主としている。 
各職業訓練機構の現状をみると、2003年末現在、技工学校数は 3167校（高級技工 274校
を含む）、在校生数は 191 万人であり、さらに年間延べ 220 万人に対して各種の長・短期訓
練が行われた。職業訓練センターは 3465ヵ所、民間職業訓練機構は 1万 7350ヵ所あり、年
間に延べ 1071万人が訓練を受けた。 
（2）職業資格証明書制度 
 職業資格証明書制度は、1994年より職業教育の重要性を深めることを目的に実施されてお
り、職業資格証明制度の法律・法規と作業システムが既に確立されている。さらに政府は、

1999年より社会全体で、職業資格証明書を学歴証明書と同様に重視する制度を強化しており、
2000年には、就業許可制度としてその枠組みが構築されている。 
 現在、中国では、「中国人民共和国職業分類大典」の 413 職種（小分類）、1838 職種（細
分類）に対して、技能レベルに基づき、初級、中級、高級の技工から技術者、技師、高級技

師に至る 5ランクの職業資格を設けられている。 
職業技能鑑定機構は全国に 8 万ヵ所強あり、職業技能鑑定の評定員は 18 万人いる。職業
技能鑑定の平均合格率は 84％であり、資格取得者は延べ 4500万人に及ぶ。 

2002 年度の資格取得状況を詳しくみると、資格取得者数は全体で 556 万人であり、うち
初級（35.9％）、中級（48.4％）が全体の約 85％を占め、技師（1.0％）、高級技師（0.1％）
の資格取得者は約 1％にとどまり（図 2参照）、高い技能を持つ人材が不足している。そこで、
中国政府は、職業資格証明書制度を推進し、技師や高級技師の技能鑑定制度を発展させ、各

種職業教育機構に技術労働者の技能鑑定に準じた教育訓練システムの導入を求めることによ

り、高い技能を持つ人材の成長のための道作りを進めている。 
このように、中国の労働市場において、政府が推進している学歴証明書と職業資格証明書

を同等に重視する制度といった「双証」制度の考え方が徐々に浸透しており、今後は、技術

職の全職種を対象に、職業資格証明書制度を規範化していく方針である。 
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3. 若年者対象の主要な教育訓練プログラム 
（1）労働者養成制度 
中国政府は、労働予備制度を全面的に実施し、新しく生まれた労働力の就業前訓練を制定、

実行し、都市部の新規労働力と非農業産業に従事する、もしくは都市部に移転する農村労働

力を対象に労働予備訓練を受けさせている。 
労働者養成制度は、若年労働者の能力向上、失業者の能力開発を目的とし、1999年に導入
された制度であり、「先ず訓練をうけ、後に就職する」（先培訓、後就業）という方針の下、

職業教育や職業訓練を行うものである。対象となるのは、就業を希望する中学校・高校の卒

業生であり、訓練期間は、中卒者 3年、高卒者 1～2年が基本であるものの、訓練生の目的、
希望職種によって異なる。 
同制度は、技工学校、職業訓練センター、民間訓練機構で実施されており、2003年には都
市部の上級学校に進学できなかった 126万人の中学校・高校卒業生が参加している。技工学
校、職業訓練センターでは、職業資格証明書制度をガイドラインに訓練を実施しており、労

働予備制度の下で教育訓練を受け、学習期間が満了した者には、卒業証明書だけでなく、職

業資格の取得が義務づけられており、これにより資質向上だけでなく、就業を円滑に進める

ことが可能となる。 
 なお、同制度における職業訓練は基本的に入学試験を受ける必要がなく、必要経費は個人

と将来の就職先が共に負担し、政府からも一定の援助が行われている。 
 政府は、若年者に積極的な能力開発を促進すべく、今後、より一層労働者養成制度を強化

する方針であり、2002年から 2004年には「三年千万人」労働者養成計画を進めている。 
（2）起業促進プログラム 
起業促進プログラムは、当初、熟練技能をもつ中高年のレイオフ労働者に対して、起業の

機会を与えるために発足したプログラムであるが、若年労働者の就職難を背景に、近年、政

府は訓練対象者を若年層にまで広げている。 
解雇された若年労働者の起業の促進を目的に、青年同盟と労働社会保障部は 1998年より、
若年労働者のための起業促進プログラムを開始した。同プログラムの焦点は、職業訓練およ

び仲介サービスを用いて、若い企業家を養成することにある。起業したいと思う人と相応な

条件を備えた人に対して、起業、あるいは自営業に必要な基礎知識と能力を訓練するもので

あり、就職、再就職を促す過程において生まれた新しい形式の訓練である。 
同プログラムは、具体的には、労働保障部の先導によって国際労働機構（ILO）が組織し
た「SYB（会社の作り方）訓練」に沿って進められている。これは、中小企業の起業のため
に、国際労働組合が開発した訓練プロジェクトであり、世界の 80 カ国余りで活用されてい
る。中国においても、導入当初は試験的なプロジェクトであったが、現在では、すでに 100
ヵ所近くの都市で実施されている。「SYB訓練」では、少人数制の学習手法を採用しており、
知識教育、例題分析、シミュレーション、ディスカッション等の多くの方法を採用している。

 3



教材としては、労働保障部が改定した中国語版「SYB」の教材を採用しており、内容は起業
意識、起業計画、起業計画書の三つに分かれている。総訓練時間は 80時間で、訓練修了後、
受講生は自身の作成した起業計画書を完成させ、これに基づいて起業計画を実施していく。

なお、起業訓練プログラム修了者には、起業の際に、税金の免除、少額貸付、無担保融資等

の優遇措置が取られている。 
（3）インターンシッププログラム（青年見習い計画） 
農村部の余剰労働力問題、失業者の再就職問題が根本的に解決されていない状況の下、若

年者の就業問題についても深刻化している。なかでも 1998 年以降、学生募集枠を広げた四
年制大学の学生が続々と卒業しており、大卒者の雇用が問題として浮上している。近年の新

入生募集に関するデータから推算すると、今後、数年間四年制大学の卒業生数は大きな増加

率を維持し、2005 年には卒業時に就職が決まっていない卒業生が 120 万人に達すると推測
される。 
このような状況の下、高等教育機関が多い地域では、大卒者の雇用推進に関連した各種教

育訓練プログラムの確立が求められており、上海市は 2002 年よりインターンシッププログ
ラムを導入している。同制度は、専門的な経験と就業に対する意識の向上を目的に、自治体

が主体となり、卒業後の就職先が決定していない大学 4年生に専門職の見習いとして企業実
習を受けさせるというものである。期間は通常 3～6 ヶ月であり、最長でも 1 年となってい
る。インターン受入れ企業には、自治体から一人につき 1 ヵ月 500 元の補助金が支給され、
大多数の企業では補助金を保険料、インターンに支給する生活手当の一部に当てている。個々

のインターンに支給される生活手当は企業差、個人差があるものの、平均月 800元程度であ
る。 
上海市では、上海市労働局職業訓練センター内が主管となり、同制度を進めており、イン

ターン、受入れ企業の選抜も同センターを担っている。受入れ企業は、知名度の高い大手企

業、将来性のある業種、従業員の教育訓練に優れている、高度な生産技術を持っている等の

条件を基に選抜している。また、インターンについては、プログラム開始当初は、希望者が

少なかったため、上海市にある有名四年制大学に個別にインターンを募集した。 
同プログラムは受入れ企業をはじめ、若年失業者とその家族の高い支持を得ており、上海

では、既に 108 企業でインターンシッププログラムが実施され、2,000 人以上のインターン
が企業内で研修を受けている。上海市で始められたインターンシップ制度は 2003 年以降、
全国に広がりをみせており、大学生の就業能力の増強の一つの形として大いに期待されてい

る。今後、インターンシッププログラムを全国に広めていくためには、受入れ企業の確保、

大学生のキャリアに対する意識改革、地方の自治体への財政支援の整備が求められる。 
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図１　就業者数の推移（1993年～2002年）
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 表1　都市部におけるフローの労働力供給

(万人） （％）
合計 2545.6 100.0
大・中専・技工卒 184.1 7.2
復員・転業軍人 39.4 1.5
都市の職業学校卒 200.1 7.9
未進学の中・高卒 248.7 9.8
農村から直接募集 170.9 6.7
農村からの戸籍変更 147.6 5.8
レイオフ人員 652.0 25.6
その他 294.5 11.6
前年末失業者 608.3 23.9

 
 
 
 
 
 
 

図2　ランク別の資格取得者
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韓国 

 

1. 労働市場の概況 

若年（15-29 歳）の失業率は、経済危機直後の 1998 年に 12.2%にはねあがった後、2002

年には 6.6％まで低下した。12004 年 6 月現在、景気後退の影響を受けて 7.8%となってい

る。（図１）若年失業率の指標自体はそれほど深刻に捕らえられてはいないようであるが、

高学歴の若年者が就職を希望する大手企業（財閥企業、公共企業、金融企業）が求人数

を削減したことにより正社員以外の雇用形態の比率が増加しており、いわゆる「ディー

セントワーク」の減少が指摘されている。政府はこれらの問題を受けて、2003 年には、

総理直轄の国務調整室に青年失業対策協議会を設立し、若年失業問題における職業訓練

施策を打ち出している。 

 

<図 1> 韓国の若年者失業率の推移 
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出典：韓国統計庁 

 

2. 職業訓練政策の概況 

（１）職業訓練政策の基本方針 

政府は通貨危機以降、失業対策（短期失業対策事業、中高年および若年層向け就職支

援事業、雇用保険 3 事業の拡充など）を打ち出してきた。最新の中期雇用対策基本計画

（2004 年-2008 年）においては、「生涯職業能力開発体制の構築により、年間 300 万人に

教育訓練の機会を与える」ことが政策目標とされ、併せて「労働力需給のミスマッチ解

                                             
1軍役により労働市場への進出が多少遅れる点を考慮し 15 歳から 29 歳までを青年層として定義する。 
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消」のための School to Work 支援に向け、職業指導から就職までの求職者別就職支援サ

ービスをパッケージで提供する「若年就業支援総合プログラム」の推進、若年職場体験

プログラムを産学協力プログラムに発展させるために参加企業へのインセンティブ供与、

若年層のニーズに合わせた多様な教育訓練プログラムの開発などが主要課題として挙げ

られている。 

（２）職業訓練政策の体系 

職業訓練政策、資格制度など職業能力開発政策の全般については、労働部が企画・管

理し、公共および民間の訓練機関によって執行される。公共訓練機関（韓国産業人力公

団、技能大学、韓国技術教育大学校等）は設立目的により、技能士養成、多機能技術者

養成、訓練教師養成など職業訓練政策の執行機能を果たす。民間訓練機関（職業訓練法

人、専門学校、事業内訓練機関等）は、労働部が訓練生を委託する方法で職業訓練を実

施している。 

地方自治体においても、1991 年に試行された「勤労者職業訓練促進法(Workers’ 

Vocational Training Promotion Act)」に基づき自治体の予算で職業訓練政策を企画・

管理できるが、実際に公共職業専門学校の運営など職業訓練を実施している地方自治体

は一部に限られる（ソウル市、キョンギ道などによる 7 訓練機関）。但し国費 80%、地方

費 20%が財源となる雇用促進訓練事業については、具体的な訓練企画及び訓練実施を地方

自治体が主管している。 

 

<表１>各訓練事業の概要 

（単位：千人、億ウォン） 

2004 年度予
算 

区分 訓練対象 支援内容 
 

人員 予算 

総計   2,098 8,749 
□在職者訓練   1,957 3,264 
－職業能力開発訓
練 
 
 
－勤労者受講支援
金 
 
 
 
－有給休暇訓練 
 
 
 
－能力開発費用貸
付 
（学資金＋訓練費
貸付） 

在職勤労者 
 
 
40 歳以上、離職
予定者、300 人
未満事業所の勤
労者など 
 
在職勤労者 
 
 
 
大学在学勤労者
及び訓練受講勤
労者 

事業主が在職勤労者訓
練時に訓練費支援 
 
上限 100 万ウォンで受講
料 50～100%支援 
 
 
30 日以上（150 人未満の
事業：14 日以上）有給休
暇訓練時に訓練費及び
賃金の一部支援 
 
学資金全額を年 1%で貸
付。年 1.5%（上限 300
万ウォン）で訓練費貸付

1,790 
 
 
122 
 
 
 
6 
 
 
39 
 

2,146 
 
 
280 
 
 
 
118 
 
 
720 
 

□失業者訓練   83 1,678 
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－失業者再就職訓
練 
 
 
－就業訓練 
 
 
－雇用促進訓練 

雇用保険加入失
職者 
 
大卒未就業者な
どの新規失業者
 
零細民などの弱
者層 

訓練費及び訓練手当支
援 
 
 
訓練費及び訓練手当支
援 
 
 
訓練費及び訓練手当支
援 
※地方自治体が主管す
る 

60 
 
 
12 
 
 
11 
 

1,155 
 
 
369 
 
 
154 
 

□技能人材養成訓
練 

  58 3,807 

○人材開発訓練 
－技能士養成訓練 
 
 
 
－政府委託訓練 
 
 
 
 
○大韓産業人力公
団（短期訓練） 
 
○技能大学 
 
 
○韓国技術教育大
学 
 
 
○その他 
 
 

 
非進学青少年 
 
 
 
非進学青少年、
失業者 
 
 
 
高齢者など弱者
層 
 
青少年 
 
 
青少年・訓練教
師 
 
 
 
 
 

 
大韓産業人力公団など
で製造業分野の人材養
成（1 年課程） 
 
大韓商工会議所及び民
間訓練機関を利用し製
造業など人力不足分野
の人材養成 
 
訓練実施運営費（人件費
含む）など 
 
多機能技術者養成（2 年
課程） 
 
職業訓練教師養成及び
訓練教師再教育 
 
中小企業訓練コンソー
シアム（208 億）、訓練施
設装備貸付（40 億）、韓
国職業能力開発院出捐
（13 億）、検定手数料支
援（6 億）など 

 
(9) 
 
 
 
12 
 
 
 
 
23 
 
 
19 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

 
(285) 
 
 
 
903 
 
 
 
 
1,477 
 
 
895 
 
 
248 
 
 
284 
 
 
 

出典：ヒアリング時入手労働部資料 

 

3. 若年層対象の主要訓練プログラムの特色  

非進学および学校中途脱落者といった高卒以下の若年層を対象としたものと大卒青年

層を対象としたものに大別できる。 

（１） 就業訓練 

就業訓練は、高学歴未就業者対策の一環として開始されたプログラム。大卒未就業者

など雇用保険未適用の失業者（卒業予定者を含む）で、職業安定機関に求職登録をし、

職業訓練相談を受けた者を対象に就業が有望な分野（プログラミング課程、ウェブ関連

課程、観光通訳案内などの就業及び創業のための課程）の職業訓練が実施されている。

企画管理は労働部が行ない、公共訓練機関、職業能力開発訓練施設・法人、一般専門学

校などで実施されている（2003 年中、438 の訓練機関で訓練実施）。訓練期間は、1 ヶ月

以上 1 年以内とされており、就業前 3 回まで受講可能。2003 年 12 月現在、調理、美容な
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どのサービス分野 9.2%、ウェブデザイン、情報処理など情報通信分野 43.9%、機械・装

備及び建設分野 15.6%などとなっている。 

就業訓練の目標は就業であり、訓練機関に対して就業率、純中途脱落率、資格証取得

率などを指標とする評価が行われる。訓練目標を達成できなかった場合、次期失業者職

業訓練課程の承認時に減点などのペナルティーを課し、優秀訓練機関については優先的

に承認する。 

訓練後の職業紹介の方法としては、各訓練機関は訓練修了後 3 ヶ月まで修了生に対し

積極的に就業斡旋を実施するとともに、未就業修了生の名簿を雇用安定センターに報告

することを義務付けられている。雇用安定センターはこれらの未就業修了生に対して求

職登録を行い、ジョブフェアなどへの参加を促す等就業斡旋を実施する。2 2003 年の訓

練実績は目標 13,000 人と比較し 16,240 人（進度率 124.9%）で、予算は 23,676 百万ウォ

ンを執行し年間予算比較 60.7%の執行率を記録した。 

 

〈図２〉就業訓練に関する成果概況（単位：人、%） 

年度 予算上目

標 人 員

（A） 

訓 練 人

員（B） 

修 了 人

員 

就業者 

(就業率）

資格取得

(取得率)

中途脱落

人員（D） 

中途脱落

率（D/B）

2001 年 14,400 12,932 8,704 3,392 

（34.5）

1,467 

（15.6）

3,102 24.0 

2002 年 13,200 16,288 10,680 4,428 

（36.4）

3,473 

(21.3) 

4,138 25.4 

2003 年 

(2004 年 6

月） 

13,000 16,298 10,950 4,687 

（37.7）

3,200 

（20.1）

3,483 21.4 

2004 年 6

月 

末基準 

13,667 11,937 856 671 

（47.9）

789 

（28.7）

1,350 

（1,350） 

11.3 

出典：ヒアリング時入手労働部資料 

 

（２） 政府委託訓練 

 非進学、中途脱落青少年を対象に製造業など、人材不足分野における技能人材の育成

を目的として大韓商工会議所の 8の人力開発院及び 62 の民間訓練機関において実施され

                                             
2現在、訓練生に対する事後就業管理期間を現行の 3 ヶ月から 6 ヶ月に延長する等の訓練生就業指導及び事
後管理の強化案が検討されている。 
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ている。訓練内容は、機械設計製作、メカトロニクス、情報通信設備、溶接、室内建築、

機械装備などの優先選定職種。実施人員は、増加傾向にあるが、若年層の３D（Difficult, 

Dirty, Dangerous）職種離れなどで訓練生の確保が困難になっている等の問題が指摘さ

れている（図３）。 

 

〈図３〉政府委託訓練に関する成果概況 

（単位：百万ウォン、人、%） 

年度 2001 年 2002 年 2003 年 12 月 2004 年 

計画 10,000 12,000 10,000 12,000 

実績 9,789 10,920 11,662    － 

就業率 50.1 51.0 88.6    － 

人員 

中途脱落率 15.2 19.4 13.8    － 

計画 50,040 72,000 75,332 90,293 予算 

実績 45,890 62,280 70,767    － 

 

（３） インターンシッププログラム 

 1999 年の経済危機当時の緊急避難措置として雇用保険加入の 5 人以上 300 人未満の

企業を対象に未就業青年の職場体験プログラムの一環として実施されてきたが、同制度

の実施企業が少ないこともあり、その効果（特に政府の財政支援の実効性）を疑問視す

る声も多かった。 

大卒者の供給過多および大手企業の採用抑制の問題が顕在化するにつれ、中小企業と

未就業新卒者を結びつける機能が注目されつつある。2004年 2月末から大学 3年生後期、

4 年生前期在学生を対象に 6 カ月間のインターンシップ制度が実施される等、企業（特に

中小企業）に就職させるまでをひとつのパッケージとしたプログラムが拡充されている。

3 

（４） 「２＋１」プログラム、「２＋２」プログラム 

「２＋１」プログラムは、ドイツで実践されているデュアル・システムに類似して

いる。同プログラムに登録している学生は、学校で２年間学んだあと、残りの１年を

実地訓練（OJT）契約のもと、企業で働きながら学ぶ。プログラムの意図するところは、

学生が実務知識と技術を修得できるようにする点である。  

この他、米国で導入された技術準備（Tech-Prep）プログラムの修正版とされる「２

＋２」プログラム（アーティキュレーション・プログラム：専門知識・技術を修得し、

高等学校から専門学校への進学を円滑に進めることを目的とする中等教育から高等教

                                             
3 JILPT「海外労働情報」ウェブサイト、2004 年 1 月 
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育への接続プログラム。職業訓練専門高校の最後の 2 年間を、同大学の最初の 2 年間

の課程と関連づける）が実施されている。 

 

(参考文献) 

厚生労働省編『海外情勢白書(2000～2001 年)』、2001 年 
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タイ 
 
１． 労働市場の概況 

2003 年現在のタイの人口は 6,401 万人、うち 15 歳以上人口は 4,831 万人、労働力人
口は 3,485 万人である。失業者は 704 万人であり、2003 年の同国失業率は 2.03％とな
っている。若年労働者に焦点をあててみると、15～19 歳の労働力人口は 164 万人、20
～24 歳の労働力人口は 410 万人である。従って、25 歳未満の若年者は合計 574 万人で
あり、労働力人口の約 16.5%を若年労働者が占めていることになる。そうした中で、若
年者の失業率は 6.3％と全体の失業率よりも 4%高く、同国においても若年者の失業が問
題となっていることがわかる。 
タイでは 1997 年に通貨危機に直面し、5 年前の 1998 年には同国の失業率は 4.36％ま
で悪化した（図表１を参照）。その際、若年失業率は 9.96%に達したが、全体の失業率の
改善とともに若年失業率も低下しつつある。しかしながら、現在、同国の 40 歳以上労働
者の失業率は１％未満となっており、その点を加味すると、若年層における雇用のミス

マッチが著しく目立つ結果となっている。 
図表１ タイの年齢別失業率 

    （％） 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 

全体 4.36 4.19 3.59 3.23 2.24 2.02 

15－19 歳 10.05 11.30 9.40 8.82 7.13 7.00 

20－24 歳 9.93 8.98 8.61 7.49 6.73 5.98 

25－29 歳 5.47 5.29 4.48 3.74 2.99 2.83 

30－34 歳 3.65 3.41 2.99 2.83 1.47 1.50 

35－39 歳 2.67 2.75 2.17 1.98 1.11 0.99 

40－44 歳 2.29 2.23 1.79 1.82 0.87 0.71 

45－49 歳 2.12 1.93 1.61 1.53 0.73 0.67 

50－54 歳 1.66 1.98 1.56 1.46 0.74 0.58 

55－59 歳 1.73 1.71 1.35 1.15 0.51 0.53 

60 歳以上 1.10 0.94 0.97 0.84 0.27 0.27 

       

出所）統計局「労働力調査」     
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２． 職業訓練政策の体系 
通貨危機から復調して経済力の強化を目指すタイは、国家経済開発計画の中の重要施

策として人材育成を位置づけている。経済が回復して成長軌道に乗る中で、技能・技術

を有した人材不足が顕著となり、産業および経済成長の足枷となりつつある。 
なかでも、都市の貧困層や地方の若年層の就学率が低く、そのことが労働力の質的向

上を阻害しており、これら若年者への教育訓練機会の提供が急務となっている。加えて、

大学卒業者の職業能力の向上も大きな課題となっている。従来、エリートである大卒者

は、政府、自治体など公共機関に就職していたが、目覚しい経済回復の中で、民間企業

における大卒者の需要が高まり、とくに、製造現場やコンピュータ処理能力に関する職

業能力の習得が求められるようになったのである。 
そうした中で、同国においては、教育省の職業教育委員会、労働省の技能開発局を通

じて職業訓練が展開されている。学校教育における職業訓練は教育省が行い、在職労働

者および貧困家庭の子弟の職業訓練を労働省が受け持つことで基本的な分業がなされて

いるが、近年は、基本枠組みを越えて職業訓練を展開するようになるとともに、より実

践的な職業訓練プログラムへと改定を進めているのである。 
以下では、両省の主要職業訓練プログラムを概括していくことにする。 

 
３． 職業訓練プログラム 
１） 教育省職業訓練委員会プログラム 
教育省職業教育委員会の職業訓練は、公的職業訓練機関（Vocational School）を通じ
て実施されている。Vocational School は職業高等学校 3 年、高等専門学校 2 年の計 5 年
間からなり、学生数は約 60 万人である。分野別学生数をみると、工業が約 50％、商業
が 30％、農業７％、その他の美術、観光、家政がそれぞれ数パーセント程度である。 

Vocational School では、学生の実践力の向上及び若年労働者における雇用のミスマッ
チの解消を目指して、1995 年より Dual System を導入している。Dual System は、１
週間のうち学校での学業習得は１～２日程度にとどめて、大半を民間企業での実務経験

に充てるものである。加えて、就業者を対象として、実用的訓練プログラムを開発し、

その習得を通じて Vocational School の単位認定を行う Open System を 2004 年から試
験導入している。 
今日、Vocational School は旧来の学校教育の範疇に止まらず、産業界との連携を図り
ながら実用的な技能・知識を有した人材育成を行う教育訓練プログラムを整備しつつあ

るといえる。 
年間の予算は教育省全体でおよそ 95 億 5300 万バーツ、そのうち職業高等学校や高等
専門学校などの職業教育に充てられるのは 8 億 1900 万バーツであり、Dual System と
Open System にかかる費用もここから支出されている。 
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① Dual System 
Dual System は、1995 年にドイツの協力の下で導入された制度であり、職業高等学校

3 年と高等専門学校 2 年の職業教育課程において、その半分以上を民間企業での実務経
験に充てるという人材育成プログラムである。具体的には、1 週間のうち１～2 日間また
は 1 学期間のうち数週間を学校教育に充て、他の時間を受入事業所での実務経験に費や
すものである。なお実習中は、最低賃金より低水準ではあるが、手当が支給される。Dual 
System は、商業（ホテル業や小売業の経理や秘書業務）、工業（自動車、機械工学、電
気、溶接工、板金工、大工、塗装）、サービス・芸術･工芸（ホテルサービス、宝石デザ

イナー、服飾デザイナー）など約 40 職種で実施されている。 
開始当初は 10 名の学生を対象としていたが、昨年度の利用学生数は約 43,000 人に達
し、企業はおよそ 9,000 事業所が参画している。同制度を通じて、実習先に就職が決ま
るケースも多い。また、実習先にそのまま就職が決まらなかった場合でも、実習を通じ

た意識・能力向上によりその後の就職活動が有効に展開されるようになるため、同制度

を利用した学生の就職率はほぼ 100％となっている。 
② Open System 
Open System は、イギリス、フランス、オーストラリアの諸制度を参考にして、2004
年から試験導入されている制度である。同制度は、現行の Vocational School の科目につ
いて能力はあっても貧困などにより就学の機会がなかった就業者を対象として、資格試

験を導入して単位認定を行うことが目的である。しかし単なる単位認定試験ではなく、

事業者ニーズを調査したうえで仕事に必要な能力要件を策定して、教育訓練及びその習

得をもって単位認定を行うものである。タイ工業連盟、商工会議所、教育省職業教育委

員会の３者による協力体制の下で、実務に即した訓練プログラムの作成を目指して試験

的な展開が行われている。今年度は３万人近い人が同制度を利用した。 
能力要件基準を作成している分野は、国として戦略的な人材育成を目指している自動

車、サービス、繊維、IT・ソフトウェア、宝石の 5 分野である。現在は、分野ごとに能
力要件の難易度により５段階のランク分けを行っており、認定単位制度の整備を進めて

いる。 
同制度の教育訓練の実施場所は、Vocational Schoolまた民間の教育施設となっている。
従来、同省では職業教育は学校においてしか認められていなかったが、法改正によって、

民間での実施が可能となり、最新の技術などで職業教育機関の設備がない場合に限って

は民間設備の利用促進が図られるようになったのである。 
２）労働省技能開発局プログラム 
労働省技能開発局では、必要な技能を身につけた若年労働者を産業界に送り出すこと

を目的として、若年者向け技能訓練を提供している。中央職業訓練センター（Institute of 
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Labor Skills Development）を中心に１２の地域技能開発センター（Regional Center of 
Labor Skills Development）と６４の県技能開発センター（Provincial Labor Skills 
Development Center）が新型機材の使用方法をはじめとする諸技能の習得を目指して、
技能者の就職前養成訓練や就労者の技能向上と新規職場への適応を可能にする在職者技

能向上訓練を実施している。 
これらのプログラムに充てられる予算は、年間およそ 7 億バーツである。 
① 就職前養成訓練プログラム 
就職前養成訓練は、学校に在籍していない 16～25 歳までの青少年に、就職につながる
技能習得を目的として 3～11 カ月間の技能者養成訓練を実施するプログラムである。昨
年度の受講者はおよそ 32,000 人であった。訓練日は月曜から金曜まで週 5 日間、1 日 8
時の訓練が行われている。 
プログラムは訓練期間別に 3 ヶ月訓練コース、6 ヶ月訓練コース、10～11 ヶ月訓練コ
ースがあり、期間中に 1～2 ヶ月の工場実習が行われる。各コースの訓練内容は下記の通
りである。 
・ 3 カ月訓練コース：木工塗装  
・ 6 カ月訓練コース：電気、木工、ガス溶接、電気溶接、冷凍空調、建築、左官、煉
瓦積みなど 
・ 10～11 カ月訓練コース：電子、機械、仕上げ、印刷、測量、家具、配管、事務、自
動車整備、建築製図など  
② 在職者技能向上訓練プログラム 
在職者技能向上訓練は、就労者の技能向上を目指すプログラムであり、専門技術につ

いて初歩的知識がある者を対象に、一層の技能知識習得を目指して行われている。昨年

度の受講者は 114,000 人である。同プログラムは、月曜～金曜の夜 6～8 時まで開講し、
全 42～60 時間コースとなっている。受講料は無料で、社会の技術進歩に後れまいとする
若者たちに人気が高いプログラムである。 
コースはエンジン、計測器、旋盤、ガス溶接、電気溶接、自動車整備、自動車エンジ

ン調整、空調機器、電子部品、パワーアンプ、トランジスタ回路、カラーテレビ修理、

デジタル回路、ビデオ、室内装飾、造園、水道工事と保守など 30 種類以上あり、それぞ
れ定員は約 20 人となっている。同プログラムでは、産業界からの要請に応じて新コース
の設置も行っている。 
 
４．資格制度 
 資格制度について、まず教育省職業教育委員会プログラムについてみてみよう。Dual 
System は、Vocational School の授業と実務経験を平行して行うプログラムであり、修
学状況に応じて、公式修了書または学位が授与される。また、上述したように将来的に
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Open System は、職業資格を Vocational School の単位認定に結び付けていこうとして
おり、未就学者が修了書や学位を取得する道が開かれている。  
一方、労働省技能開発局では、7 職種 157 分野の Skill Standard という資格を整備し
ており、同局の職業訓練プログラムは同資格と結びけられている。Skill Standard は下
記のように 3 グレードに分けられており、若年層向けのプログラムは主にグレード１に
対応して作成されている。そのためグレード 1 については、他のグレードとは異なり技
能以外に勤務態度なども考慮して資格を付与している。なお、各グレードの能力の目安

は以下の通りである。 
・ グレード 1 （基礎レベル）：職業教育の専門学校・高等専門学校レベル、指導及
び養成訓練で得た基礎技能・知識を用いて自力で作業を進められる。 
・ グレード 2 （一人前レベル）：独力で作業内容を理解することができ、工程に従
って作業を進めることができる。 
・ グレード 3 （最上位レベル）：自己の作業を完結して行えるとともに、後輩技能
工への指導ができる。 

 同資格制度のために技能開発局が計上している予算はおよそ３億バーツである。昨年

度は約 3 万人が受験した。 
 
５．訓練後の職業とのマッチング 
これまでみてきた各プログラムは実践性を重視しているとともに、実務体験や工場実

習が組み込まれており、職業とのマッチングに効果をあげているといえる。とくに、Dual 
System では、先述したように、同制度を利用した学生の就職率はほぼ 100％となってい
る。同制度も含め各職業訓練プログラムが、実務体験や工場実習を組み込んでいること

で、実習先に就職が決まる、または実習を通じた意識・能力向上により就職活動が有効

に展開されるなど効果が現れているようである。 
加えて、職業教育プログラムを受講した学生は、母校の就職課に卒業後も就職や転職

の際の仲介を依頼するケースが多いという。企業の求人情報が学校宛に寄せられるとと

もに、各学校ではそれら情報をコンピュータ検索ができるシステムが整備されているた

め、利用しやすいことが大きな理由である。 
技能開発局の就職前養成訓練プログラムの場合は、各訓練センターに工場実習を斡旋

するための部門（Training Development Promotion Unit）があり、企業のニーズ調査
と訓練生の能力のマッチングや、工場実習中のフォローアップなどを行い、よい就職先

の確保と就職率のアップに努めている。プログラム受講後の就職率は約７４％程度だが、

Unit を通じた就職はこのうちの９割程度となっており、残りの１割が次に述べる雇用局
ルートである。 
労働省では職業訓練校の Unit 以外の就職ルートとして、雇用局の就職斡旋サービス課
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と雇用促進課が就職斡旋・支援を行っている。就職斡旋サービス課は求人情報と求職情

報を、ネットワークを通じて提供している。とくに、新卒者向けとしては、高専、専門

学校、大学を対象に全国 85 ヶ所の職業斡旋所で、月に 1 回 Job Basal または Job Fair
と呼ばれる合同就職説明会を開催している。また学期末には、学校で Job Fair を開いて
もらうように要請する一方、各校の生徒の専門分野などを企業に紹介し Fair への参加を
斡旋している。一方、雇用促進課はパートタイマーへの情報提供を行っている。これは、

近年パートタイマーの活用を企業が重視しているために、政府としても力を入れている

のである。また今年から、パートタイマーになりたい学生のスキルアップのための情報

について、技能開発局との共有化を進めている。さらに今後、雇用局としては就職斡旋

のために、教育機関での教育受講履歴を問わず、若年者の求職情報をデータベースとし

て一本化し、さらにそこにパートタイマー希望者の情報もあわせた上で、Web で雇用者
が検索できるようなシステム（Job Bank）を作成・運用しようとしている。 
この他、大卒者の民間企業への就職促進を図るために、大学におけるインターンシッ

プ制度の導入も進められている。これは大学が独自に行うもので、カリキュラムなども

各学校で独自に作成されており、専門の先生がインターンシップ先を探して斡旋してい

る。公務員など公共部門の雇用規模が縮小しつつある現状では、民間企業における大卒

者の雇用は、今後ますます増加していくと考えられ、インターンシップ制度の効果が期

待されているが、大学のランクによっては、効果が限定的であるという問題も抱えてい

る。 
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マレーシア 
 

１．労働市場の概要 
マレーシアは、アジア諸国の中でも、他国に比して急激な工業化を遂げた国として知

られる。基本的に自然資源と一次産品に恵まれている国であるが、経済成長を支えてい

る要因として、人材育成の効果が指摘される。同国の経済政策は人材開発がその中心的

役割を担っており、労働力は社会開発のための貴重な人的資源という認識が強い。経済

の中期計画の中核に訓練政策を据えるなど、国民の人的資源開発に取り組んできた。 
マレーシアの開発政策は、マレーシア計画（MP: Malaysia Plan）と呼ばれるプラン
に基づいて行われている。これはアブドゥル・ラザク首相が 1966 年に打ち出した工業化
政策に基づいたもので、第 1 次マレーシア計画（MP-1:1966-1970）が実施されて以来、
歴代首相に継承されてきている。第 2 次マレーシア計画（MP-2:1991-2000）期間中、マ
レーシアの産業基盤は、製造業、サービス業ともに大きく伸び、ＧＤＰに占める割合を

それぞれ 33.4%、52.4%（2000 年実績）とし、雇用者数に占める割合もそれぞれ大きく
成長した。安定した経済成長を背景に、労働市場においても、1990 年代中盤以降は、2％
台から 3％台前半を推移するというほぼ完全雇用を達成してきた。しかし、最近におい
ては、雇用機会が拡大している一方で、失業率は増大化の傾向が見られる。 
 

人口  1997 1999 2001 2003 

人口（百万）  21.8 22.8 24.0 25.0 

労働力人口（百万）  9.0 9.2 9.9 10.5 

失業率  2.4 3.4 3.6 3.5 

 

マレーシアは多民族国家であり、国民は大別してブミプトラ（Bumiputera）と非ブミ
プトラの二群に大別される。ブミプトラとはマレー人と先住民族を指し、非ブミプトラ

とはその他のマレーシア国民、すなわち中国人、インド人、白人またはその他の民族出

自の者を指す。ここで特筆すべきは、マレーシアにおいては民族が重要な要因として国

家事業や教育政策、社会政策、文化政策に影響を与えている点である。民族主義は、植

民地時代の分割・統治戦略に端を発していると言えるが、現在でも引き続き国家経済計

画の大きな柱として利用されている。有名なのは 1971 年にスタートした「ブミプトラ政
策」。貧困の撲滅と民族構成による経済社会の実現を掲げ、その中でブミプトラを優遇す

るとした。現在では、大学入学枠、企業の従業員数、職階層の構成に至るまで、民族人

口比が割り当てられている。2020 年までに、先進国並みの経済成長を達成するという国
民の目標（ビジョン）を表した「ビジョン 2020（WAWASAN 2020）」についても同様で、
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同国の民族的条件の基盤に基づいている。 
現在は第 8 次マレーシア計画（MP-8: 2001-2005）が進行中。各マレーシア計画に共
通しているのは、人的資源の開発の重要性を訴え、その施策を示していることである。

工業化を推進し経済成長を達成するには、人材の向上が必要不可欠であることを国民に

アピールし、人的資源の開発が国家政策の中で最重要課題であることを明確に位置付け

ている。第 8 次マレーシア計画における人的資源開発に関する目標は、マレーシアを知
識ベース型の経済国へ発展させることであり、それらに必要な人材を増強することであ

ると位置付けられている。 
 
若年者の置かれている現状 

 比較的安定した労働市場の中で、若年層の雇用問題については、先行する欧米先進国

に追従するかのように、若年失業率は上昇の傾向を見せている。同国における工業化政

策は、若年者の大規模な国内移動をもたらした。近年都市部における若年労働者数は著

しい増加をみせており、これはよりよい職を求めて農村部から都市部へと移動する若年

者の姿を表しているといえる。未熟練労働者を嫌う経営体質の問題、需給のマッチング

の問題、若者自身の就業意欲の問題等、若年失業の構造は単純ではないが、若年者が適

当な職を確保できるだけの能力を身に付けさせることが、喫緊の課題であることは間違

いない。 
15～24 歳の若年者人口は年平均 1.6％ずつ上昇しており、1990 年に 403 万人であった
ものが、2000 年には 437 万人に増加しており、2005 年には 500 万人弱に達すると見ら
れている。政府は雇用政策を通じて失業率を低率に抑えることを目標に、90 年代以降、
ほぼ完全雇用を達成してきた。同時に若年者に対しても、過去 10 年にわたり、必要な技
能を修得させるための各種プログラムを用意するなど、仕事を与える努力を試みてきた

が、この層に関しては必ずしも効を奏しているとはいえない。全体の失業率が 3.5％（2002
年）であるのに対し、若年者の失業率は 15－19 歳で 29.5％、20－24 歳で 36.1％（2000
年）と極端に高くなっている。今後の若年者人口の増加とも相俟って、若年者失業の課

題は益々重要になることが予想される。 
 
年齢別人口 1995-2005                                          単位：百万人 
 1995 % 2000 % 2005 % 

15 歳以下  7.18 34.7 7.71 33.1 8.15 31.3 

15-24 歳  4.03 19.5 4.37 18.8 4.98 19.1 

25-39 歳  4.98 24.1 5.4 23.3 5.83 22.4 

39 歳以上  4.49 21.7 5.79 24.8 7.07 27.2 
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合計  20.68 100.0 23.27 100.0 26.03 100.0 

 

年齢別失業率（2000）     単位％  

年齢  失業率  

15－19 歳  29.5 

20－24 歳  36.1 

25－29 歳  13.2 

30－34 歳  4.8 

 

２．職業訓練政策の体系 
 マレーシアにおける、1980 年代以降の経済開発を概観すると、政府の関与の仕方には
強い政府主導の構えが見られる。開発途上国の人材育成においては、政府の関与を極力

減らして市場のメカニズムに委ねた方が良いとする見方があるが、実際には政府の関与

を期待する国が多いのが実態であろう。マレーシアについては特にその傾向が強いとい

え、事実政府は人材育成に強い関心を示し、職業教育・訓練の実施状況をたえず注視し

ている。毎年のマレーシア計画等の中間報告書にもその状況が検討されており、外資系

企業の誘致条件の一つに、マレーシア人への技術指導を課していることなどは、人材育

成に対する政府の姿勢を顕していることといえよう。また一方、従業員研修や技術移転

が不十分な企業に対しては、政府が率先して不満を表明することもある。このように、

人材育成に対する政府の関与は非常に大きいと言え、こうした政府の政策遂行には当然

ながら公共の職業教育・訓練機関が深く関わっている。 
公共の職業教育・訓練政策は一般に職業教育と職業訓練に大別されるが、マレーシア

では職業教育と職業訓練については次のように認識されており、所管する省がすみわけ

されている。職業教育は、広範囲な専門分野の基礎的な知識や技術を体系的に付与する

ことを主眼とし、主に教育省が担当、若年者を対象に、学校教育の中等教育及び高等教

育において実施している。一方、職業訓練は、生産現場で即戦力となる人材を養成する

ために、企業から要求される職業能力を勘案したカリキュラムに基づいて「ものづくり」

の技術・技能を付与することを主眼とし、新規学卒者や在職者を対象に、主として、人

的資源省、起業家育成省、青年・スポーツ担当省等で所管して実施している。政府の行

う公共の職業教育・訓練機関の構成を概観すると次のような図になる。 
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３．若年者に対する主な職業教育・訓練プログラムの実際 
（１）教育省の行う職業教育 
 教育省では、上級中等学校である職業高校、技術高校および上級中等学校卒業生が入

学できる高等専門学校、ポリテクニックを所管し、若年者に対して技術・技能の職業教

育を行うなど、産業界で必要とされる専門技術・技能に関する職業教育を実施している。 
・ポリテクニック 
 工学分野の技術者、商業・サービス分野の管理職等企業の中核人材の養成校として教

育省が最も期待する。現在全国に１２校、学生数は約３万２千人。近年ポリテクニッ

クへの入学者の増加傾向が見られる。 
 
（２）人的資源省の行う職業訓練 
人的資源省では、学卒者に対して就業前の職業訓練を行い、さらに在職者に対する向

上訓練を行う。人的資源省には、職業訓練の実施を担当する人材局、職業訓練の企画・

評価関係を担当する国家職業訓練評議会（NVTC）、製造業及びサービス業の雇用主によ
る従業員の訓練・再訓練及び技能向上の促進に用いられる人的資源開発基金（HRDF）
の監督を目的に 1992 年に設立された人的資源開発評議会（HRDC）がある。人材局は、
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職業訓練の実施部門として全国に産業訓練校 (ITI)を 14 校、上級技術訓練センター
(ADTEC)を 4 校、日本・マレーシア技術学院(JMTI)を１校、および職業訓練指導員・上
級技能訓練センター(CIAST)１校を所管している。 
・産業訓練校(ITI) 
 製造業関連を中心とした長期コースと短期コースを配置、全国に１４校ある。長期コ

ース修了生には、マレーシア技能証明書（MSC）レベル１またはレベル２が付与され
る。また、短期コース修了生には、向上訓練修了証書が発行される。 
・上級技術訓練センター（ADEC） 
産業界の熟練技能者の養成を目的に、地域の職業能力開発の中核センターとしての役

割を担うため、全国に４校を設置。教育資格ともリンクしており、修了生には Diploma
が付与される。 
・日本・マレーシア技術学院(JMTI) 
  ハイテク工業分野の人材を育成するという政策に沿って、日本政府の協力による職業
訓練プロジェクトとして設立された。長期コースとして電子技術工学、情報技術工学、

生産技術工学、メカトロニクス工学などを配置。 
 
（３）起業家育成省の行う職業訓練 
ブミプトラ優先策の一環。ブミプトラの職業能力を高めるための教育・訓練を行うた

め起業家育成省はマラ公社(MARA：Majlis Amanah Rakyat)設置、ブミプトラの社会進
出と商工活動を指導し、特に農村部の経済・社会開発を促進する事業を行っている。運

営している訓練施設として、マラ活動センター(全国に約 140 カ所)、マラ職業訓練校
(IKM)11 校および外国政府との協力によるドイツ・マレーシア技術学院(GMI)、マレー
シア・フランス技術学院(MFI)、英国・マレーシア技術学院(BMI)がある。 
・マラ活動センター 
 自営業の奨励など地方産業の雇用ニーズを勘案し、基礎技能の訓練に重点を置く。全

国に１４０箇所を展開。学歴の低いブミプトラを対象とした６～１２ヶ月のコースを

実施している。 
 
（４）青年・スポーツ省の行う職業訓練 
青年・スポーツ省は特に学校中退者の若者に対する職業訓練を行う。青年・スポーツ

省青少年課が管轄している訓練施設として、18～25 歳の若年者(特に学校中退学者)を対
象とした国立青少年技能訓練校(IKBN)5 校とインド政府の援助で設立された国立青少年
上級技能訓練校(セパン IKTBN)がある。 
 
４．資格制度 
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 1973 年以来、主に全国の職業訓練センターの訓練生を対象として、国家技能検定試験
制度を実施してきたが、現在はこれに替わって、国家技能検定制度により、

MSC(Malaysia Skill Certification：マレーシア技能証明書)を取得する枠組みになって
いる。MSC は国家職業技能基準(NOSS)に基づいて教育・訓練された修了生に対して付
与される。国家職業訓練審査会（NVTC）が、予め NOSS に基づいて訓練するコースを
訓練プログラムとして承認、そしてその訓練施設が認定センター(Accredited Center)と
して認定されるという仕組みである。技能レベルは、Ｌ１：半熟練レベル、Ｌ２：熟練

レベル、Ｌ３：高度技能レベル、Ｌ４：高度技能・監督者レベル、Ｌ５：高度技能・管

理者レベルという 5 段階に分けられている。MSC を取得する方法としては、①認定セン
ターで認定プログラムによる訓練を修了する方法、②単位認定証による方法、③業績認

定による方法の３つがある。 
 
５．職業とのマッチング 
 マレーシアには、新規卒業生を定期一括採用するという雇用慣行はない。欠員などに

よって、従業員を採用しなければならない状況が生じた場合に、企業は随時募集を行っ

て必要人員を採用するという方式である。従って一般的には、訓練生は、修了後、企業

の募集広告などで求人情報を見つけて順次就職していくわけだが、人的資源省の産業訓

練校(ITI)や上級技術訓練センター（ADEC）においては、コースを修了する前に就職が
決まっているケースがほとんどであり、最終的な就職率はほぼ 100％近いという。修了
生の 80％以上が修了後 6 ヵ月以内に就職している。 
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シンガポール 
 

１． 雇用失業状況の概況 
同年の人口は 418 万 5,200 人（外国の居住者を含む）で、国内の居住者のみに限った
人口は 343 万 7,300 人となる。国内居住人口のうち、15 歳以上人口は 272 万 3,100 人。
労働力人口は 215 万人で、失業者数は 14 万人、失業率は 4.7%となっている。若年者に
ついてみると、労働力人口は 15-19 歳が 3 万 5,000 人、20-24 歳が 21 万 7,000 人で、両
者の労働力人口に占める割合は 11.7％である。若年者の失業率は 15-19歳が 13.0%、20-29
歳が 5.2%で他の年齢層よりも高い。 
 
２． 職業訓練政策の背景 
シンガポールでは国際競争が激化する中、経済発展を持続するために産業の高度化が

図られてきた。2003年のシンガポールの GDPに高い割合を占める産業は製造業 26.3%、
小売業 13.1%、金融業 11.6%、運輸・通信業 11.1%など。うち製造業では、1970 年代ま
では造船、石油製品が大きなシェアを占めていたが、70 年代以降はｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ製品が伸び
ている。 
人口規模が小さいため、労働力を最大限生かすための教育訓練および職業訓練は重要

な課題と位置付けられている。人的資源省（Ministry of Manpower / MOM）は 1999 年
8 月に「マンパワー２１計画」を策定し、生涯にわたるエンプロイアビリティの向上を
掲げた。同省傘下の雇用訓練庁（Workforce Developing Agency / WDA）は 2009 年時点
で不足する学歴別・労働者数を試算している。同試算によると、いわゆる商業高校・工

業高校の卒業程度の労働者（Post Secondary）で約２３万人、短大卒程度の労働者
（Diploma）で約 7 万 5000 人、大卒の労働者（Degree）で約４万 7500 人不足すると予
測。2003 年の学歴別雇用者数は、商業・工業高校卒が 247 万人、短大卒が 132 万人、
大卒が 244 万人となっている。 
 
３． 職業訓練の体系 
シンガポールの職業訓練(Vocational  Training) を企画・実施しているのは、大きく
分けて人的資源省と教育省（Ministry of Education／MOE）と言える。人的資源省は
2003 年 10 月、傘下に雇用訓練庁を新設した。同庁は、人的資源省の職業訓練を担当す
る部門と貿易産業省傘下の生産性標準庁（ PBS）にあった技能開発基金（ Skill 
Development Fund / SDF）などを統合して設立された。設立の目的は、雇用者および求
職者のエンプロイアビリティと人材としての競争力の向上、さらにその結果として、変

化する経済界の人材ニーズに適応する労働力の育成である。 
一方、教育省の行う教育訓練（人的資源省の実施している職業訓練と区別するため、
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教育訓練としている）は、同省傘下の技術教育機構（Institute of Technical Education /  
ITE）が中心となって実施している。教育訓練は、教育の一環として位置づけられ、幅
広い学問的な教育を目的としている。 
 
４． 職業訓練プログラム 
（１）雇用訓練庁の職業訓練 
雇用訓練庁は職業訓練校などの職業訓練機関をもっていない。職業訓練を実施する企

業や民間の職業訓練学校などに補助金を支給し、また、訓練コースの受講修了者が得ら

れる資格を定めることが主な役割である。同庁では特に、今後雇用の伸びが見込まれる

業種に対応できる職業訓練が重要だと考えている。 
雇用訓練庁の最も大きな特色は、産業界と密接な連携をとりながら、職業訓練政策の

企画・実施を行っていることである。同庁の産業部（Industry Division）は、産業界と
連携して職業訓練メニューと産業界の人材ニーズにギャップが生じないように注意を払

う。不況業種から人材不足の業種への労働力移動を後押しするための政策も推し進める。

同庁担当者によると、現在（2004 年８月時点）、特に医療、金融保険業で人材に対する
ニーズが高いという。 
雇用開発庁の企画・実施する職業訓練メニューは幅広く、基礎的なものから専門的な

ものまで多岐にわたっている。同庁の職業訓練プログラムの実施状況は、下の表の通り

である。 
    

 2003年度 （＊1） 2004 年度 
助成を行った訓練のため

の場所（カ所） 
116 万 5518  1,19 万 6,518 

職業訓練関連の基金(SD) 1 億 8,690 万 1 億 9,870 万 
（＊1） 雇用訓練庁は 2003 年 9 月 1 日に設立され、Human Capital Development 
Programme と Labour Market Development Programme は同日より同庁に統合され
た。2003 年度 4 月 1 日―8 月 31 日までは、上記 2 つのプログラムについてカウントし
ている。 
 
①SMCP ( The Strategic Manpower Conversion Programme ) 
受講前に訓練修了後の就職が決まっているため、人気が高い。2003 年 4 月よりスター
トしたヘルスケアコースでは看護師や放射線技師の資格が取得できる。看護師の場合、

訓練はナンヤン技術短大（＊２）で受講し、訓練修了後、すぐに病院に就職する。同短

大は通常３年制だが、受講生尾の訓練期間は１年未満としている。受講資格は、既に短

大卒の資格（Ｄiploma）を持っており、医療関連以外の業種で専門職に就いている労働
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者など。ある程度のスキルがあり、受講前から就職先が決まっているため訓練期間が短

いという。雇用訓練庁と就職先となる病院は、訓練にかかる費用を一部負担している。 
看護師 Dｉｐｌｏｍa コースの受講者数は、１回１００人程度が受講でき、1 年に複数
回の募集がある。2003 年には１４の医療機関が参加、受講生は 115 人だった。 
  （＊２） 技術短大（教育省傘下）はシンガポールに４校あり、ナンヤン技術短大は

そのうちの一つ。技術短大は３年制で課程修了者は Diploma を取得でき、卒業後
は中堅技術者や中堅管理者となる。 

 他のコースはＩＴ関連で、プログラミングやネットワーク、データベース等について

訓練を受ける。コースは Infocomm と e-learning に別れる。両コースを合わせた参加
企業数は 235 社、受講生の人数は 897 人である。合計関連参加状況は下の表の通り。 
     
 2000 2001 2002 2003  合計 
Infocomm   参加企業
数 

受講生 

 85 
 142  

55 
204 

28 
303 

   9 
90 

177 
 739 

e-learning 参加企業数 
受講生 

― 
― 

16 
40 

30 
85 

12 
33 

58 
158 

 
  ③ 技能開発基金 
 技能開発基金（Skill Development Fund / SDF ）は 1979 年に設立され、2003 年 9
月の雇用訓練庁発足と同時に同庁に移管された。主に、従業員に対して職業訓練を実施

する企業に助成金を出す。訓練コースを受講する個人に対する助成はない。財源のほと

んどは、事業主から徴収する技能開発課徴金（Skill Development Levy ）で、同課徴金
は、国内企業、外資系企業を問わず義務付けられており、月収 1,800 シンガポールドル
（2004 年 8 月時点）より少ない労働者一人につき、月収の１％を支払わなければならな
い。なお、この場合の労働者には、パートタイム労働者、短期契約の労働者、外国人労

働者等も含まれる。2003 年度の技能開発基金の実績は以下の通り。 
 
                                 （2003 年度） 
 合計 生産・品質関

連 
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 
関連 

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

関連 
技術サービス

関連 
助 成 金

額 ( 単
位：SD) 

108,841,951 
(100.0%) 

15,663,208 
(14.4%) 

10,334,928 
(9.5%) 

8,705,451 
(8.0%) 

45,240,708 
(41.6%) 
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助 成 を

受 け た

訓 練 の

場所（ヵ

所） 

651,274 
(100.0%) 

171,847 
(26.4%) 

98,440 
(15.1%) 

81,227 
(12.5%) 

  204,636 
  (31.4%) 

 
経営・監督 
関連 

熟練工・低

級工関連 
その他 
 

11,041,004 
(10.1%) 

 
10,994,151 

(10.1%) 

6,862,501 
  (1.6%) 

  74,496 
(11.4%) 

10,104 
(1.6%) 

  10,474 
(1.6%) 

 
（２）技術教育機構の教育訓練 
主に、中学卒業者を対象としている。職業訓練校で行う全日制訓練と企業での OJT を
伴う見習訓練がある。最近は中学卒業者だけでなく学校教育からドロップアウトした者

のための教育訓練も提供している。2003 年に教育省の予算のうち、技術教育機構の支出
は 1 億 7121 万シンガポールﾄﾞﾙだった。 
①全日制訓練 
 職業訓練校（全国１０校／2003 年時点）で、２９の訓練コースがある。週 5 日、理論
教育と作業練習を行う。2003 年の全コースの新規入学者は 1 万 1,113 人、うちコースを
修了できた者は 8,201 人だった。コース修了者が取得できる主な資格および訓練期間は
以下の通り。 
○産業専門資格：電気、電子関係のｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ等のコース（２年間） 
○ビジネス実務資格：会計、秘書関係のコース（２年間） 
○国家専門資格２(NITEC-2)：精密機械、金属加工等のコース（２年間） 
○国家専門資格３(NITEC-3)：国家専門資格２と分野は同じだが、技能レベルが低
く見習訓練などで取得できる。 
○国家資格コース：医療看護に関する知識や技能を取得するコース（２年間） 
○事務技術資格：事務関係のコースで取得（１年間） 
②見習制度 
 企業での OJT による実践技術訓練と訓練機関での OFF-JT の学習を同時に行う。ドイ
ツのデュアル・システムをモデルにした「学びながら働く（賃金を得る）制度」。ＯＪＴ

は協力企業、OFF－JT は技術教育機構もしくは同機構に認可されている訓練センターで
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